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現代社会における食の価値を考える
　－生活協同組合だからこそできる価値の伝え方、活かし方とは－

〈ご意見、ご感想をお聞かせください！〉
　先号よりアンケートハガキに代わりまして、フォームを設置しております。
研究所へのご意見ご要望、「くらしと協同」のご感想やご意見をお聞かせください。
編集部一同、お待ちしております。
パソコンからは https://forms.gle/6aZV1secMk7C5gDE9 へ
スマホやタブレットからは、右記のQRコードを読み取ってご利用ください。

今回、総会シンポジウムが久しぶりに対面でも開催され、会場のあちこちで
積極的に交流が図られている様子が印象的でした。取り上げられた食や医療・
福祉といった分野だけでなく、協同組合の関わる様々な分野において、その
意義や価値を伝えるためには、つながりが欠かせません。では、つながりを
紡ぐ機会をいかに増やしていくのか。報告以外からも、そうしたことを考え
させられる企画となったように感じています。（太）

編集企画
編集長
発行所
理事長
住　所

｜
｜
｜
｜
｜ 京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町 258 コープ御所南ビル 4F（〒604-0857）

『くらしと協同』 編集委員会
加賀美太記
くらしと協同の研究所
若林靖永

電　話
F A  X
E-mail
U  R  L

｜
｜
｜
｜

075-256-3335
075-211-5037
kki@ma1.seikyou.ne.jp
http://kurashitokyodo.jp

季刊 くらしと協同　2023 秋号（第 45号） 2023 年 9 月 25 日 発行

    BACK NUMBERS
季刊号

2023 夏号（第 44号）
2023.06.25 発行
特集
生協産直は酪農の危機を救えるのか？
総論
揺らぐ日本の食の生産・表示そして安全

2022 秋号（第 41号）
2022.09.25 発行
特集
2022 年総会記念シンポジウム
協同のネットワークを地域でどう創るか

2022 春号（第 39号）
2022.03.25 発行
特集
コロナに克つⅡ 
　～つながりを紡ぎ続ける
座談会
大学生のいま－オンラインと大学

2022 冬号（第 42号）
2022.12.25 発行
特集
くらしに寄りそった情報伝達とは
総論
メディアとの付き合い方を考える

2022 夏号（第 40号）
2022.06.25 発行
特集
個性を認め合える社会とは
総論
基本的人権と向き合う

2023 春号（第 43号）
2023.03.25 発行
特集
協同の力を生かした「子育て」の支え方
総論
「子」と「親」を支えるために何が必要か？



1

巻頭言

巻頭言

「食と農の距離」を短くするために
北川 太一（摂南大学）

　少々、古い資料からの引用になるが、農
林水産省『食料・農業・農村白書 平成 12
年版』に記載された民間研究機関による調
査結果によると、東京都内の小学校 5 年生
から中学校 3 年生までを対象にして「農業」
と聞いて思い浮かぶ絵を描いてもらったと
ころ、しっかりと描ける生徒がいる一方で、
魚の絵や野球の絵を描いたり、農業の意味
が理解できずにまったく白紙であった生徒
もいたという。こうした状況は、食と農の

「心理的な距離の拡大」として指摘される。
生産者と消費者、農村と都市とのコミュニ
ケーション（交流も含めた共通理解）が不
足し、都市やまちの人が農業、農村を十分
に理解していない（もちろん、逆もあり得
る）ことである。
　この背景として、二つのことがあげられ
る。第一は、「時間的・地理的な距離の拡大」
である。日本の食料自給率が主要先進国と
比べて極めて低いこと、言い換えれば、私
たちの農産物・食料の多くを輸入に依存し、
長い時間と距離をかけて届くことが、食の
根源としての農を実感できない状況を生み
出している。農水省が昨年（2022 年 11 月）
実施した『食生活・ライフスタイル調査』
によれば、そもそも食料自給率に関して「よ
くわからない」「聞いたことがない」「言葉
は聞いたことがあるが内容までよく知らな
い」の回答がほぼ 6 割を占めており、国民
の意識が食の問題にすら十分に及んでいない
ことがうかがえる。
　第二は、「段階的な距離の拡大」である。
近年、外食や中食、加工食品への依存度が
高まりつつある中で、産地で収穫された農

産物が幾重もの製造加工・流通の過程を経
て、姿や形、味を変えて食卓に届くという
実態がある。その結果、食材の原型に対す
る意識が薄れて旬を実感する機会が減少
し、食文化理解の妨げにもなっている。こ
うした時間的・地理的距離の拡大や段階的
な距離の拡大によって、日々の食事（食卓）
と生産現場（農業）とが結びつかない状況
が生まれている。
　1980 年、ICA（国際協同組合同盟）モ
スクワ大会で採択された『レイドロー報告』
は、これからの協同組合が取り組むべき優
先分野の一つとして、「世界の飢えを満た
す協同組合」をあげた。そこでは、協同組
合が、単に食料の生産・販売を行うだけで
はなく、生産者と消費者の橋渡しを率先し
て行い、農地を護ることから長期的な食料
供給に至るまでの総合的な食料政策確立の
重要性を説いている。
　現在、見直し・改定の議論が進んでいる

「食料・農業・農村基本法」（1999 年制定）
の第 12 条では、国や地方公共団体の責務、
農業者や事業者の努力と並んで「消費者の
努力」をあげ、「消費者は、食料、農業及
び農村に関する理解を深め、食料の消費生
活の向上に積極的な役割を果たすものとす
る。」と明記している。
　組合員の暮らしをより良くするために事
業や活動を行う生協が、食の持つ多面的な
価値をどう伝えていくのか。生産者はもち
ろん、食の問題に真摯に取り組む地域の団
体や自治体とどう手を繋いでいくのか。今
回のシンポジウムの内容も手掛かりに、真
剣に考えていきたいものである。
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■□ 開会挨拶

　　　　　　     若林 靖永（くらしと協同の研究所 理事長）

　くらしと協同の研究所の理事長を務めて
います若林靖永でございます。
　今日はこのように対面で総会記念シンポ
ジウムが迎えられること、とてもうれしく
思っています。思い返せば 3 年間ほど、コ
ロナの中、感染予防措置をとりながら、あ
るいは主にオンラインということで、ここ
数年はくらしと協同の研究所の総会記念シ
ンポジウムを開いてまいりました。くらし
と協同の研究所の今年創立 30 周年を迎え
ますが、この長い歴史の中でやはり毎年実
施している総会記念シンポジウム、これこ
そがくらしと協同の研究所が 1 年間さまざ
まな研究や調査の議論を進め、そしてその
時々の問題について、社会に対してあるい
は生協等、関係者の皆さんに対して問題提
起をして、共に暮らしの問題やあるいは協
同をめぐる活動や事業についてとか、ある
いはそれに関わる研究に取り組んでいる人
たちの皆さんが、共に集まって学び議論し
て、そしてまた 1 年頑張っていこうという
特別な場でございました。そういう位置づ
けでこの総会記念シンポジウムは毎年大事
にされ進められてきていました。今回、よ
うやくにしてこのように皆さんと一緒に集
まって学びあう機会を設けることができ
て、とてもうれしく思っています。
　今回のテーマは「現代社会における食の
価値を考えるー生活協同組合だからこそで
きる価値の伝え方、活かし方とはー」とい
うものです。この食をめぐる問題は、まず
生活協同組合の観点から見れば決定的に重
要です。もともと食品添加物の問題など、

子どもに、あるいは自分たちが安全で安心
できる食生活というものを送れるようにす
るというような強い基本的な要求に基づい
て、日本の生活協同組合というのは大きく
日本全国に拡大、展開していきました。そ
の流れの中で、CO・OP 商品や生協産直
など、産地とつながった活動・事業が展開
されてきました。そういう意味では、この
食をめぐる問題について考えるということ
は、生活協同組合の中心的な事業のテーマ
であるとともに、また組合員にとって最も
基本的な願い、要求のポイントだろうと思
います。
　同時に今回採り上げる観点は、この食を
めぐる問題が、どんどん時代とともに変
わってきているということです。あまり危
機という言葉を使うのはどうかとは思いま
すが、やはり食料の問題も危機的な状況と
いうものをさまざまな観点から言われてい
ます。地球温暖化による影響により、世界
的に見てもさまざまな食料あるいは水の困
難も言われておりますし、近年のこのウク
ライナの戦争によって、やはり国際的な需
給の関係でさまざまな食料物資の値上げと
いうことで、世界的に困窮が増しています。
小麦の値上げっていうのは、小麦はほんと
に世界中で基本的な生活を支える食料です
ので、大きくそれぞれの国の貧困といいま
すか、困難につながっています。また、酪
農の問題を『くらしと協同』の最新号では
採り上げておりますけれども、やはり飼料
や燃料の価格の上昇が農業や漁業に取り組
んでいる皆さんのさまざまなコスト増につ
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ながり、経営困難をもたらしています。
　このように近年、食をめぐる問題につい
てはやはりもっと視野を広げて学んでいく
ということが大事になってきているように
思います。そういう中で消費者が学ぶ、消
費者がただ買うという存在ではなくて、今
の食料あるいは農業生産、農業流通の状況
を学び理解を深めながら自分たちがどう関
わっていくのかという主体的な関わりとい
うことがますます求められるだろうと思
います。今日の総会記念シンポジウムで
は、食の問題について大きな点で学ぶとと
もに、各地域でどのように食の価値につい
て伝えるか、知って、そして消費者がとも
に行動するという取組がどう広がっている
か、ともに学んで考えていけたらと思い
ます。
　また明日につきましては、二つの分科会
が予定されておりますが、これらは全て、
リモート開催で行われる予定にしておりま
す。こんなふうに今後も対面とオンライン
をうまく組み合わせて、多くの方々が学び
参加できる場として、議論できて一緒に考
えあう場として総会記念シンポジウムを進
めてまいりたいと思っております。
　それでは 2 日間、しっかり学んで議論し
たいと思います。よろしくお願いいたし
ます。

若林理事長挨拶風景

開会挨拶
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■□ 解題

現代社会における食の価値を考える
　－生活協同組合だからこそできる
　　　　　　　　価値の伝え方、活かし方とは－

片上 敏喜（日本大学）

　本研究所の運営委員を務めております日
本大学の片上と申します。本日はどうぞ、
よろしくお願いいたします。
　本年度の総会記念シンポジウムは「現代
社会における食の価値を考える」をテーマ
に、生活協同組合だからこそできる価値の
伝え方、活かし方について、様々な観点か
ら考えていきたいと思います。
　日々の生活をより良くし、持続可能な社
会を目指して行動していくことは、協同
組合にとって重要な目的です。その中で
も、様々な場で食を取り扱う生活協同組合
においては、食が有する多面的な価値に目
を向けながら行動していくことが求められ
ます。例えば、倫理的消費やエシカル消費
といわれる人や社会、環境に配慮した品や
サービス等を選ぶ消費行動、それらの品や
サービスをつくる人々を支援する、あるい
は生活協同組合自身が積極的に関わってい
くことなどが挙げられます。
　食は活動のエネルギーとして単に栄養を
摂ることや、健康を維持するといったこと
だけではなく、生産や加工、流通、販売等
に携わる方々が持つ状況や仕事に対する思
い、食が持つ歴史や文化、食を生み出すま
での自然環境や社会環境のあり方といった
多くの大切な事柄を含んでいます。
　このように食は、食べるという行為に止
まらない多面的な価値を有しているのです
が、日々の生活の中でこうした食に関する
様々な事柄を知り、行動していくことは難

しい状況にあるといえます。経済をはじめ、
様々な事柄がグローバル化する中で、多種
多様かつ様々な価格帯の商品が出回るよう
になりました。消費者は様々な商品を選択
できるようになった反面、上述した食が有
する多面的な価値を知りにくい状況がある
といえます。
　そうした状況ゆえに、食品購入時には、
価格や容量、個人の味覚や使用感による感
想（口コミ）といった分かりやすく手に入
りやすい情報を頼りにして、判断せざるを
得ない状況があると思います。もちろん、
そのような判断や行動が悪いわけではあり
ません。しかし、そうした判断や行動のみ
を重視し、仮に少しでも安い品があればそ
のものばかり選ぶということを、行い続け
る事がもたらす影響への想像力と、そうし
た影響を受ける側に立って物事を考えるこ
とができる当事者意識を持つことは、とて
も大事なことではないでしょうか。
　本シンポジウムでは、人々の生活やくら
しに寄り添う生活協同組合だからこそでき
る価値の伝え方や活かし方として、どのよ
うな価値を発信していくことが必要なの
か、また、そうした価値をどのように受け
取り、活かしていくことが大事なのか、そ
のためにどのような観点から行動していけ
ばよいのかということについて、考えてい
くきっかけになれば幸いです。
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■□ 第１部　基調講演

資本主義的食料システムの
　　　　　　　　　成り立ちとカラクリ

　 　　　 　   平賀 緑（京都橘大学）

　京都橘大学の平賀緑と申します。本日は、
食べものは商品ではないということをお話
したいと思います。食べものが商品ではな
いということは、半世紀も前から消費者運
動、もしくは有機農業運動の中で言われて
きたことですが、今の若い方に伝えるのは
なかなか難しい状況にあります。水もおに
ぎりもコンビニで売っているような時代に
育った子どもたちに、商品じゃない食べも
のとは何かということを伝えるのに、苦心
しています。
　本日参加された皆さんは、様々な問題に
取り組んでいらっしゃると思いますが、食
と農の問題も山積しています。でも資本主
義経済的にはこうしたことは何の問題でも
ないことであるといえます。
　それは、資本主義経済というのはお金で
換算できない富を自然や人から搾取して、
お金で計算できる利潤を増やそうとするシ

ステムだからです。そのロジックでいえば、
人や自然をボロボロにして経済成長するの
は、資本主義経済のシステムとしては真っ
当な動きであるといえます。だから食や農
の問題、暮らしの問題を考えるためには、
まずはこの資本主義経済の仕組みを理解す
る必要があります。私がこの考えを学んだ

『A Foodie's Guide to Capitalism』の著者
であるエリック・ホルト・ヒメネスは、今
の食料システムというのは、農は自然の恵
みとか食は命の糧という話ではなくて、農
業も食料も経済の仕組みに組み込まれた資
本主義的な食料システムであると述べてい
ます。

　私たちの好き嫌いに関係なく、私たちが
生まれる前から資本主義経済の仕組みがあ
り、その中で生活を行っているので、食と
農のことを理解するためにも、資本主義経
済そのものを理解する必要があります。そ
こで本日は、食と農のグローバル化と現状、
そして人も自然も壊さない経済の仕組みが
どういうものでありうるかということを一
緒に考えていきたいと思います。
　皆さんもよく聞いてらっしゃると思いま
すが、ここのところ「食料危機」というこ
とで騒がれていて、実際に様々な食品が値
上がりしています。もちろん、そのことは
現実なのですが、例えば、ウクライナとロ
シアの戦争が終わり、穀物や肥料の輸出を
再開すれば良いかというと、そうではない
という話です。

Eric Holt-Giménez (2017) *A Foodie's Guide to 
Capitalism: Understanding the Political Economy of What 

We Eat*, New York: Monthly Review Press.

基調講演
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　それでは何が問題なのかというと、一般
的にはウクライナは世界的に見て、小麦の
主要生産国の一つで輸出量が多いので、戦
争によって輸出ができなくなり、そのため
に小麦の供給量が減り、需要と供給のバラ
ンスが崩れて価格が上がったといわれてい
ます。このような話は皆さんが一般的に聞
いている話と思います。ウクライナとロシ
アは世界の小麦の輸出のおよそ 3 割を担っ
ていて、戦争によって輸出が止まったので、
小麦の価格が上がったという話です。もち
ろん小麦の価格があがったのは確かで、そ
のことによって食べられない人が増えたの
も事実です。小麦の価格があがったから、
特にロシアとウクライナから小麦を輸入し
ていたアフリカの国々で食べられなくなっ
たというのは、現実の問題としてあります。
しかしなぜ、アフリカの国々がこれほどロ
シアとウクライナ 2 カ国からの小麦の輸入
に依存していたのか。そもそもロシア、ウ
クライナが小麦を輸出し始めたのは冷戦後
になので、遠い昔の話ではありません。
　またなぜ、世界の「主食」といわれる小
麦が、たった二つの国からの供給が止まる
ことで、世界中の食卓に影響を与えるよう

な状況になっているのかということを考え
なくてはなりません。そして小麦、米、ト
ウモロコシの三つの作物だけで、世界人口
のカロリー摂取の半分を超える状況があ
り、こうした状況がどのようにつくられて
きたのかということに目を向ける必要があ
ります。また、これらの穀物の価格がアメ
リカのシカゴにある一つの商品取引所にお
ける取引によって決められています。こう
したシステムのあり方についても考える必
要があるといえます。
　一方で、人類が食べてきた植物の種類は、
5000 種類とも 7000 種類ともいわれていま
す。それなのに、なぜ小麦、米、トウモロ
コシの三つの作物が主食になっていったの
でしょうか。さらにいえば、その三つの作
物はほとんどがどこで生産され、誰が取り
扱っているか。皆さんもご存知の通り、い
わゆるグローバルカンパニーが世界の種子
市場を寡占しています。なおかつ、そうし
て栽培された穀物の 8 割とも 9 割ともいわ
れる量を取り扱っている商社が、「ABCD」
と呼ばれる、ADM（アーチャー・ダニエ
ルズ・ミッドランド）、Bunge（ブンゲ）、
Cargill（カーギル）、Dreyfus（ルイ・ド

世界の飲料・食品ブランドを支配する 10 大企業
Business Insider HP より引用（https://www.businessinsider.jp/post-1608）
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レフュス）の 4 社といわれています。この
5 つ目に日系の丸紅が入るともいわれてい
ます。
　またスーパーに行くと、いろんなブラン
ドがあるように見えますが、加工食品の世
界も資本関係を辿っていくと、世界の飲料・
食品ブランドを支配するといわれる 10 社
へとつながります。つまり、食料システム
の、生産から消費までの間で、グローバル
な多国籍企業が、市場の大部分を寡占して
いる状況にあります。

　また、農薬や種子など生産前の資材につ
いても、世界的な大企業の寡占状態にあり
ます。そして、生産した後の食肉処理業や
食品加工業もその多くが大企業に占拠され
ています。このように、食料供給が限られ
た数本の線によって繋がっているサプライ
チェーンとなっているため、それが 1 カ所
でも途切れると、全体の流れが止まってし
まう状況にあるといえます。このような状
況は、リスクに対して非常に脆弱になる。
グローバルな新自由主義的な政策のため、
経済の効率性とか競争力とかそういうこと
ばかりが主張された結果が、このようなリ
スクに弱いグローバル食料供給システムを
作り上げたと指摘されています。
　企業だけでなく、作物や生産地について
も、世界の主食である小麦が片手で数えら
れるぐらいの数カ国でその大部分が生産さ
れています。またトウモロコシについても、
中国とアメリカだけで世界の半分ほどを生
産しています。大豆についても、ブラジル
とアルゼンチンとアメリカで、7 ～ 8 割ほ
どを生産しています。
　このように、限られた数の作物を、限ら
れた国で生産して、それを限られた大企業
が扱って、世界の食卓を支えている構造が
あります。近年、様々な異常気象も頻発し

ている中で、これほどリスクを集中させた
食料システムで食料を供給し続けることが
できるかということを考えて頂きたいので
す。特に日本では、食べものの話になると、
自然の恵みとか命の糧とか文化とか和食と
かそういう話が多いのですが、現在の食料
システムを動かしている政治経済にもっと
目を向ける必要があると思います。つま
り、命の糧や自然の恵みといわれる食べも
のと、現状の資本主義経済の中で生産され
る「商品」としての食料は、分けて考える
ことが重要だと思います。
　資本主義経済の仕組みの中では、商品と
いうのは、売って儲けるためにつくるもの
です。そのため、たとえナスでも、大根で
も、米でも、売って儲けるためにつくるこ
とになります。もちろん人々の胃袋を満た
すという目的も含まれますが、売って儲け
て採算をとらなくてはならない。これは誰
かが強欲だとか企業が悪いとかいう話では
なくて、資本主義経済がそういうものなの
です。こうした根本を理解し、商品として
生産される食べものと、私たちの命の糧と
しての食べものとを分けて考えることが大
事だと思います。
　「食料安全保障」のために、日本国内に
おいて、現在、輸入している食材を国産に
置き換えていこうという話が行われていま
す。ここで皆さんに考えていただきたいの
は、畜産業の動物の飼料や加工食品の原材
料としての穀物・油糧種子、つまり大豆・
トウモロコシ・砂糖・小麦も含めて、それ
らが抱える構造的な問題です。
　現在、様々な食品が値上がりしています
が、その多くは小麦や油など輸入原料に依
存している加工食品です。その加工食品を
製造しているのは、大手企業がかなりの割
合を占めています。輸入原料をたくさん使
うような加工食品、例えばインスタントコー
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ヒーやマヨネーズ、即席麺、食パン、油な
どは、大手企業が寡占状態にあります（表1）。
　そして、これらの穀物・油糧種子の多く
が遺伝子組み換え作物であり、世界的なそ
の使われ方をみると、人間の食料として食
べる割合は全体の半分以下で、3 ～ 4 割が
飼料として使われ、2 割ほどがバイオ燃料
などに使用されています。世界には飢えて
いる人がいるのに人間の食料を動物のエサ
や燃料にするのはケシカランと批判される
こともありますが、これも資本主義経済の
ロジックとしては真っ当な動きです。人間
の胃袋には限界があるため、たとえば、食
料として小麦 9kg を輸出するよりは、そ
の穀物 9kg で牛肉 1kg にして売る方が、
付加価値がついて儲かる。バイオ燃料にす
れば大きな市場を開拓できる。ということ
になります。
　こうした穀物は、はるか昔から、政治経
済的な理由で広められたともいわれていま
す。穀物は富の蓄積や支配する為政者側
に都合が良い作物だったことを指摘した

『AGAINST THE GRAIN』という本が英
語で 2 冊出版されています。その内の 1 冊
が『反穀物の人類史：国家誕生のディープ
ヒストリー』（ジェームズ・C・スコット著、
立木勝訳、みすず書房、2019 年）という
訳本として出版されています。

　これらの著者は、小麦など穀物は自然と
主食になっていったというより、支配する
側にとって課税の徴収が行いやすかったか
ら、重量が軽くて長持ちするため富の蓄積
に役立ったからと指摘しています。これが
芋だと駄目なのです。芋は重くて腐りや
すく運びにくいので、富の蓄積に役立ち
ません。
　こうして、穀物が支配する側に都合の良
い、政治的な作物として、そもそも広めら
れていったのではないかということが指摘
されています。
　ちなみにお米は日本でずっと生産されて
いましたが、大多数の日本人が毎日のよう
に米を食べるようになったのは、いつ頃か
らかご存知でしょうか。これは農水省も認
めていることですが、戦後の 1960 年代と
いわれています。なぜか、現在、米の消
費が減ったという話の時は、ほとんどが
1960 年代の歴代日本で米の消費がピーク
だった時から話が始まりますが。また小麦
は西洋での主食といわれますが、ヨーロッ
パでも小麦が広く食べられるようになった
のは近代以降、19 世紀あたりからといわ
れています。つまり、米も小麦も、大多数
の人々が毎日のように食べるようになった
のは、歴史的にはそれほど古くないことだ
といえます。

CR3 区分 該当する業種

90% 以上
発泡酒（98.0%）、インスタントコーヒー（97.5%）、シチュールウ（96.9%）、ウイスキー

（93.9%）、カレールウ（91.7%）
80% 台 チューインガム（84.2%）、マヨネーズ・ドレッシング類（82.4%）

70% 台
即席麺（74.7%）、ソース類（74.2%）、食パン（74.0%）、小麦粉（72.1%）、
スポーツドリンク（71.2%）

60% 台
チーズ（67.6%）、茶飲料（66.0%）、焼酎（65.0%）、レギュラーコーヒー（64.3%）、
精製糖（61.9%）、食用植物油脂（60.5%）

表 1：　集中度の高い食品製造業（2014 年）

出典：「農業と経済」編集委員会監修（2017）『新版キーワードで読みとく現代農業と食料・環境』昭和堂。p.220-221
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　近代まで、世界の大多数の人は基本的に、
自分の身の回りの田畑や自然環境から、共
同で管理していた入会地などから、とにか
く入手可能な多種多様な動植物を食べて自
給していました。それが都市部の工場等で
働く人が増えると、食べものを自給できな
くなった労働者の集団ができ、その労働者
の胃袋というまとまった市場ができた。こ
の新しい市場に向けて、食料を供給するサ
プライチェーンができ、商品作物を売る産
業としての農業が発展し、生産された農産
物等を加工して流通する食品産業が発展し
ていった、という経緯があります。またこ
れらの背景には、第一次世界大戦前のイギ
リスの労働者の胃袋を満たすために、新世
界や植民地から小麦、砂糖、紅茶などを輸
出した貿易体制、そして第二次世界大戦後
にはアメリカが中心となって大量生産した

穀物・油糧種子などを、西側の敗戦国や途
上国に大量に輸出し、冷戦時代の陣営を固
めつつ海外市場を開拓したという歴史があ
ります。
　日本においては、明治期から輸入原料を
利用して成長してきた商社や大手食品企業
群の影響が大きいといえます。昨年、『文
化連情報』の連載記事「食から考える現代
資本主義社会」で「日本のアグリビジネス
と食料自給率　～明治期から輸入原料を活
用してきた商社と大手食品企業群の影響
は」（2022 年 11 月号）という原稿を書い
たので、ご関心ありましたら見てみてくだ
さい。
　
　例えば、巷のスーパーに行けば、小麦粉
や食用油や砂糖については、大抵それぞれ
大手 2 社の商品を見かけるのではないで

会社四季報『業界地図』2023 年版 p.154 より引用
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しょうか。これら製粉、製油、製糖という
食材産業は、戦前からすでに財閥系の大手
企業による寡占状態になっており、現在も
総合商社に繋がりのある大手企業による寡
占状態が残っています。
　このように、農業・食料システムも資本
主義経済に組み込まれていることを認識す
ることが重要だと思います。文化に支えら
れた命の糧、自然の恵みそのものと、現在
の商品として生産された「食品」とは別物
であり、それらを分けて考えていくことが
重要だといえます。
　その上で、企業がかなりの部分を支配
し、人や自然に様々な影響を及ぼしている
グローバルサプライチェーンから抜け出し
た、地域に根ざした食と農と経済のネット
ワークを再発見し、再構築していくことが
大事ではないかと考えます。例えば、皆さ
んも家族農業についてご存じと思います
が、小さな農家さんや、その農家さんに種

子を供給する地域のタネ屋、八百屋やパン
屋さんやお豆腐屋さんという地域の小売り
や食品加工場、家庭でつくる家庭菜園や学
校菜園という、地域の中で小さなプレイ
ヤーが分散して、それぞれ主体性をもって
民主的に動きながら緩やかにつながり、そ
の地域での食と農と経済を支えることが必
要なのではないかと考えています。

　これまで、経済の成長だけを追求してき
たことで自然も人も壊れてきました。よう
やく今ごろになって SDGs とか言って、経
済を成長するためには、人々の社会が健
全でなければ成長できない。人々の社会が
健全であるためには、自然環境が健全でな
ければならないということで、SDGs ウェ
ディングケーキモデルが提唱されていたり
します。



11

基調講演

　これまでの経済学は、自然を所与のもの
として、あって当たり前のモノ、どのよう
な負荷をかけても問題ないモノという感覚
で扱ってきたのですが、最近になってよう
やく、経済成長のためにも人や自然も大事
だという考えが広まってきたと思います。
　既存の経済学が見落としてきた領域に、
今後を考えるためのヒントがあるのではな
いかと考えています。

　食べものの世界では、工業的な大規模近
代農業が輸出入など含めて支えている部分
はじつは全体の 3 割程度で、人々の胃袋を
実際に満たしている 7 割程度は、国境を越
えない身近な食、多くは市場も経由しない
食べものだということがいわれています 

（ETC Group https://www.etcgroup.org）。
市場を経由しない食べものというのは、現
在日本でも農村へ行けばまだ残っているで
しょう。今でも「おすそ分け」ということ
で、親戚や知り合いからの縁故米やご近所
から食べものが届けられることはあると思
います。私が以前、農村に住んでいた時に
も、家に帰ってくると玄関に大根が置いて
あったことがありました。そういう人のつ
ながり、地域のつながりで供給される食べ
ものというのは、じつはかなりあるといえ
ます。
　英語圏では「コモンズとしての食」の議
論も始まっています。資本主義の始まりか
ら食べものが「商品」にされて 200 ～ 300
年続いてきたのですが、それを再び「コモ
ンズ」として、共有の資源としてみんなで
管理してみんなで使用していくものに戻
す、再構築するという動きがあります。こ
のような考えは何も新しい話ではなく、日

SDGs ウェディングケーキモデル
IDEAS FOR GOOD HP より引用（https://
ideasforgood.jp/glossary/sdgs-wedding-cake/）

McGreevy, S.R., Rupprecht, C.D.D., Niles, D. et al. Sustainable agrifood systems for a post-growth world. Nat 
Sustain 5, 1011–1017 (2022). https://doi.org/10.1038/s41893-022-00933-5
https://www.chikyu.ac.jp/rihn/cms_upload/news/101/PressRelease_FEAST20220929.pdf
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本でも前から宇沢弘文さんが社会的共通資
本としての農村を、ゆたかな経済生活を営
み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力
ある社会を持続的、安定的に維持すること
を可能にするような社会的装置として提言
されています。
　ポスト成長期の食と農を通じた物質と生
物の関わり方を考えた研究もあります。前
のページの図にあるように、成長期のメタ
ボリズムとしては、効率、搾取、集約、私
的所有、管理が重視される一方、ポスト成
長期のメタボリズムとしては、充足、再生、
分配、コモンズ、ケアが重視されるべきと
整理されています。
 
　協同組合に関しては、更に発展させたか
たちの「社会的連帯経済」が研究者の間で
も盛んに議論されているようです。社会的
連帯経済についてはご存知の方も多いと思
いますが、社会的な連帯経済で今の食の危
機、自然の危機、社会の危機、経済の危機
を乗り越えようという動きがあります。
　最後に、こうしたコモンズや社会的連帯
経済の考えが出てくるのは、やはり現代の
資本主義経済が行き詰まっていて、それを
乗り越えようという対抗軸を求める動きだ
と思います。こうした取り組みは世界中で
起こっているので、是非参考にしてもらえ
ればと思います。ただ、こうした考え方や
動きを、今までの価値観や経済の仕組みの
中で行おうとすると行き詰まると思いま
す。現在の食や農や暮らしの問題が、そも
そも資本主義経済のカラクリに組み込まれ
たからこそ生まれた問題であるため、その
カラクリを無視したまま、それに乗ったま
まで解決しようというのでは限界があるの
ではないかと思います。産業としての農業
は、売って儲けるために商品作物を作って
いるわけですから、どうしても付加価値の

高い贅沢な食品をつくって、それを買える
人に売ろうとします。それは経営的には
真っ当な動きです。だけどそれだと、本当
にお腹を空かしている人の胃袋を満たすこ
とは保障できない。人の胃袋を満たすとい
う有用性をきちんと評価できる、それを重
視できる新しいシステムが必要なのではな
いかと考えています。
　まともな食生活をするためには、生産者
と消費者の努力だけでなく、人間がそもそ
も人間らしい生き方ができる経済が必要で
す。そもそも経済というのは、経世済民と
いわれたように、世の中を治め、人民の苦
しみを救うことを目的としていたはずで
す。パンデミックの後にいわれていたよう
な「命か経済か」という議論そのものがお
かしい。そうではなく、「命のための経済」、
人々の命をまもるための経済を取り戻すこ
とが大事なのです。経済というと固いとか
難しいと思う学生も多いですが、私たちの
食も農も暮らしも全てが経済に基づいてい
るので、そのカラクリや成り立ちに、ぜひ
もう少し注目していただけたらと思います。

基調講演の様子
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■□ 第２部　実践報告Ⅰ

生産者と消費者を繋ぎ食の価値を伝える
　　　　　『やさいバス』の取り組み

加藤 百合子（㈱エムスクエア・ラボ / やさいバス ( 株 ) 代表取締役社長）

　本日、静岡県から参りました加藤です。
エムスクエア・ラボというのは、農業と何
かを掛け算すると、地域の課題が解決す
るという方程式（農業× ANY ＝ Happy）
を見出しまして、農業でいくつかの会社を
事業化しています。その中の一つとして「や
さいバス」という事業を行っています。
　会社は静岡で行っているのですが、私自
身は静岡出身ではなく千葉県出身で、東京
大学農学部を卒業したのですが、農業とい
うところには全く遠い存在で、30 歳を過
ぎるまで農家の方とも 1 回も喋ったことが
ないという生活をしていました。エムスク
エア・ラボを立ち上げる半年前に、静岡大
学でお世話になり、農業を改めて学び直す
というところで農家さんと初めて話をし
て、農業は大変な産業だと思ったところか
らがスタートです。
　それまでは何を行っていたかというと、
ロボットなどのエンジニアで主に研究開発
を行っていました。その時はもう静岡に住
んでいたものの、農業とはかけ離れたこと
をしていましたので、本当に農業や静岡と
いう地域の部外者として地域課題や農業課
題を見て、事業創造を行ってきました。エ
ムスクエア・ラボは、やさいバスや人材育
成としてのジュニアビレッジというのを
行っています。そうした中で、持続可能な
農業をどのように実現できるかということ
を考えざるをえない状況があるといえます。
　私たちは様々な事業を行っているのです

が、どうしていろいろな事業が生まれるか
というと、課題解決の手順に基づいて行っ
ています。基本的に課題を設定して仮説を
立てます。その仮説を実行するには一人で
はできないので、チームをつくって確かめ
ながら事業モデルをつくり、目的が明確に
なったら走り始めます。いろいろな課題が
あるのですが、事業モデルになるまでには
まだまだ時間がかかる事業が多い状況では
ありますが、こうしたプロセスに沿いなが
ら行っています。
　冒頭に申し上げた通り、私は農業に関し
ては素人なので、農家さんが儲かってない
ねっていう、そんなところから課題を紐解
いていきます。そもそも何で農家は儲から
ないんだろうと考えました。私が思ったの
は分業化です。分業による分断で、つくる
人・つかう人・食べる人がつながってない
ので、どうにかできないものかと考えまし
た。つくる人からすると「食べたいもの教
えてよ」という思いがありますが、そうし
たことをつくる人に伝える手段がありませ
ん。また食べる人からすると、食べるまで
に様々な段階を経ているので、誰がどのよ
うにつくったのかということや魅力がわか
りません。私もその一人でした。なので、
種から芽が出て食べものができというの
は、頭ではわかっていましたけど、自分で
農業を行ってみて、「本当に食べものがで
きるんだ」という感動と、地に足が着いた
感じがしたという感動と両方ありました。

実践報告Ⅰ
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　こうした感動を体感したことない人たち
が、東京でいうと、1,000 万人ぐらいいる
といえますので、これは由々しき課題では
ないかと思っています。なので、つくる人
と食べる人を近づけていくことが大事だと
思ったのです。ただ私も技術者ですので、
e コマース（以下、EC）でつなげれば良
いかと思ったのですが、実際に農家さんに
聞くと、「いやいや、いろんな EC のサー
ビスあるけど、結構手間がかかって大変な
んだ」、「一人一人のために袋詰めして、お
手紙書いてみたいなことは手間です」と話
されていました。
　また一般消費者からは、「ほんとに生産
者かどうかわかんないのよ、加藤さん」と
いわれて、表向きは何とか農園と書いてい
るけど、実際は異なっていて中国産のニン
ニクを輸入して何とか農園のニンニクとし
て売っていたみたいな話がありました。
　これでは、EC も本質的な解決にはなら
ないので、情報だけつなげてもそこには何
か欠けていると考えました。私は、デザイ
ンは引き算と考えています。引き算してつ
なげていくという考えで、私の流通が始

まっています。

　つくる人・つかう人・食べる人の 3 役を
人と人でつなげてから始めて流通する仕組
みです。ただそれをなるべく近くでやりま
しょうっていうことを、実践しました。み
んなには「青臭い」とか、「まあやってみ
たら」とか、半ば諦めがちでいわれていた
んですけど、おもしろいことにやっぱり信
頼関係ですね。信頼の醸成って商売の基本
なので、レストランとか小売店さんで売上
と利益が見事に上がりました。簡単な話
で、農家さんに訪問して、自分たちが使う
食材のストーリーを知り、そこにあるいろ
いろな価値をつかんで情報として売ること
によって、情報が価値として循環して数字
にも表れて黒字化していきました。
　口コミで静岡県内で広まって仕組み化し
ていきました。ただ、他府県からも視察を
受けているのですが、やはり他のエリアに
移植ができないというのが当初にあった課
題でした。もう一つの大きな課題は、物流
費の高騰です。では、なぜそもそも物流費
が高いのだろうということを考えました。
　そこで当社、農家さん、出荷組合さん、
直売所といった関係者がそれぞれに物を運
ぶのではなく、同じ場所を走っているので、

「みんな仲間だから運び合おうよ」といい
ました。そうすると物流費が格段に下がり
ました。ハードウエアの投資はいらず、仲
間内で「そこ走ってみるかい？」みたいな
情報のやり取りだけで、仕組みをつくって
いきました。
　やさいバスが株式会社になる前に、3 年
間ぐらい協議会をつくって、農家さん、物
流会社、県関係者の方といったいろんな人
に協議会に入ってもらって、協議した結果、
共同配送で進めて行けるのではということ
になりました。やさいバス　仕組み図
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　同時期にヤマトの宅配料が 2 倍から 3 倍
ほど上がり、このような状況であれば、使っ
てくれる人が出てくるのではないかと思い
ました。もしヤマトの宅配の値段が上がっ
ていなかったら、やさいバスはたぶん生ま
れてないかと思います。
　何か美味しいものにアクセスすること
は、結構大変です。でも農業界にいれば手
に入りやすいのですが、同じ地域に住んで
いても工業界にいると手に入らない。これ
をどうにかしたいということで、会社をつ
くりました。地域で共同配送のシステムを
つくり、受発注情報をバス停に集約して、
集約した情報を物流循環するという仕組み
になっています。そして、共同配送するに
は地域の方の協力が必要で配送を行ってく
れる人がいないといけないので、コミュニ
ティでの運営と Web システムでの運営を
半々に行っている感じです。
　新型コロナウィルス感染症の影響で、私
たちも大打撃を受けまして、コロナ前が小
売業と一切お付き合いがなくて、外食と
ばっかりだったので痛手を被ったのです
が、コロナの中、小売業さんが軒並み一緒
にやってくれました。その中で、「地産地
消したかったけどできてなかったんだよ」
とか「地産地消をやっているのだけど、農
家とうまく取り組めてないですよ」といっ
た課題をわれわれにいってくれて、それを
解決すべく、やさいバスが取り組んでいっ
たという経緯があります。
　今、企業内販売を行っていまして、スズ
キ自動車や矢崎総業など、だいたい 1 カ所
に何千人という方が工場で働いているの
で、そこで地元の野菜を出してもらってい
ます。定価で売れて手数料もあまりかから
ず、農家さんへの還元率もとても高いので、
積極的に取り組んでいます。
　あと北海道のファミリーマートの店長が

アップサイクルの取り組み（やさいバス北海道）

すごい熱い人で、売り場は小さいですけど、
北海道のファミリーマート店舗ですごい回
転で売れているところがあります。
　その要因としては、店長さんが料理を行
える方で、野菜のレシピをいっぱいつけて
情報提供するので、皆さん購入してくれて
いるということがいえます。また売れ残っ
た品は、店舗の近くにある SA-LABO と
いうサラダ専門店が全部買い取って、買い
取った野菜をお惣菜にしてお店に届けると
いうサイクルができています。
　あと広島では、バスの貨客混載を行って
いて、広島電鉄、JR 中国バス、備北交通
バス、石見交通、因島バス、芸陽バスと連
携して、中山間地から広島中心部へ品を運
ぶ取り組みを行っています。バスを利用す
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ると、「100kg ずつお願いします」という
ように、ちょっとずつ必要な分だけ広島中
心部に持ってくるということができていま
す。これも非常におもしろい取り組みなの
ですが、広島でしかできない状況で、今東
京の中で行おうと思っているのですが、地
域を変えてもうまくいくかどうかはわから
ないところです。
 　 
　私たちは、商流と物流が一体となった仕
組みをもっていますので、どこで出荷され
どこで購買されたかがわかり、距離表示も
できます。そごう広島店のデパ地下で直営
店を運営していますので、そこでは、全部
の品に距離表示のシールがついていて、な
るべく近いところで買うと CO2 削減に買
うだけで貢献できることを伝えるポスター
も出しながら販売しています。こうした活
動 も ESG（Environment： 環 境、Social：
社会、Governance：企業統治、を考慮し
た投資活動や経営・事業活動）の監査です
ごい高く評価いただいていて、この取り組
みをいろいろなスーパーの方と連携を行い
ながら進めて行きたいと思っています。
　やさいバスは、無理なく楽しく美味しく
終わるために、地域の人たちができること
を提供していただいています。私たちも仕

組みは提供するけど、地域で全部違う資産
があるので、それを地域の人たちをお話し
合いしながら紡いでいって、何とか形にし
ていって持続可能な収益がそれぞれの地域
に落ちるようにということで進めています。
　こうした取組みを行っているので、いろ
いろなところから事業内容についてお話を
するご依頼を受けるのですが、きっとこれ
はこうした活動は、現在の資本主義と次の
資本主義の合の子みたいなふうに捉えられ
ているのではないかと思っています。
　あと、私たちは農家さん側の立場に立っ
て、「農家さんってどうしたいのだろう？」
と考えると、安定して稼げたらっていうの
が第一にあると思います。その一つの解決
策がロボットかもしれないと考えていま
す。もちろん、ロボットだけをつくったと
ころで解決しないというのもわかっていま
すので、少しずつ進歩させていく感じで捉
えています。

貨客混載（やさいバス広島） 距離表示の入った商品ラベル
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　例えば、雑草は踏むと生えてこなくなり
ますので、刃物を使って雑草を刈るのでは
なく、自動走行のロボットを使って雑草を
踏み続けるロボットの開発からスタートし
ています。
　また農業用のビニールハウスも背丈を小
さくして使用しています。小さくすること
で、だいたい3分の2ぐらいの価格でビニー
ルハウスができます。例えば、ニラとかは
背の低い作物ですから、小さいビニールハ
ウスでも十分です。
　また小さくすることで、冬にハウスの中
が暖かくなるのも早いので、少ない燃料で
成長します。おかげで、非常に良い売上を
出せました。イチゴも同じです。ほとんど
暖房をたかずにイチゴが栽培できました。
もともと静岡には「石垣いちご」という栽
培方法があって、暖房を使わないイチゴ栽
培が今でも行われています。こうした栽培
方法にすごい憧れがあって、エネルギー効
率もとても良いので、それを真似したくて
ハウスも小さくしてイチゴ栽培にトライし
たという経緯があります。実際に良い結果
が出ているので、おもしろいトライだった
と思っています。
　次に教育の事業について紹介したいと思
います。子どもたちが農業経営を実践する
というプログラムで、関西では、ここから
近いところでいうと、大阪の和泉市にある

アグリセンターでジュニアビレッジ大阪を
開講しています。野菜を栽培・商品化をし
て、企画・販売を行い、会計を締めて、1
年でどれだけしっかりとした運営ができる
かということを通じて、課題解決の力を養
う取組みです。その中でいろいろな事業を
生み出したり、いろいろなデザインを行っ
たりするのですが、その基本は、基調講演
で平賀先生がおっしゃったとおり、安定・
安全・安心です。環境を保全して多様な食
材をキープできたら豊かな生活を送れると
いうことを目指して、私たちも活動しよう
と思っています。
　やさいバスは分散型の社会を前提で仕組
みをつくっています。集中集約は、結局物
流コストや燃料があがると、かえって合理
的でないです。野菜から見ても合理的では
ありません。静岡でつくったものを東京に
出して、また引き戻すなんてことをやって
いますので、野菜からすると「何で 4 日間
も経って食べられるんだ？」という非合理
的なことになります。なので、情報をうま
く使うことによって、分散型の社会が実現
しやすくなると思います。
　難しいことではありますが、バリュー
チェーンではなく、バリューサイクルにし
て、消費者の声が農家に届く、農家の想い

踏圧式雑草処理ロボット 超低コスト栽培
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が消費者に届くというサイクルで、価値や
物や人のつながりをくるくる回していくこ
とが大事だと思います。
　こうした事業を行っていると、何かと「不
思議な会社ですね」といわれますが、何と
か共感を得た人たちから少しずつご出資い
ただいたりして、そういったところは資本
主義的に事業を行うのですが、その中でも
上手に協同的な仕組みも活用しながら、共
感いただいた方に、こうしたバリューサ
イクルへの挑戦というのを一緒にやって
もらっている、そんな会社になっています。
私からは以上です。ありがとうございました。

実践報告Ⅰの風景
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■□ 第２部　実践報告Ⅱ

食の価値を活かした市民協働
　－福井県小浜市の「食のまちづくり」を例に－

中田 典子（福井県小浜市食のまちづくり課課長 御食国若狭おばま食文化館館長）

　皆様こんにちは。福井県小浜市食のまち
づくり課の中田典子です。本日は、福井県
小浜市で 20 年以上にわたって取り組んで
いる「食のまちづくり」についてお伝えい
たします。
　小浜市は、日本海側唯一の大規模リアス
式海岸である若狭湾に面しています。かつ
て都が奈良や飛鳥にあった頃は、この若狭
湾で水揚げされた魚や塩などを都に届ける

「御食国（みけつくに）」でした。御食（みけ）
というのは尊い食材や天皇の食べもののこ
とをいいます。江戸時代以後は、若狭湾で
水揚げされた魚を京都の都まで運び、その
街道は「鯖街道」とよばれて現在も親しま
れています。
　市内には様々な祭りも継承されていて、
食と関連した民族行事は 600 年以上。それ
らからは、海の神様、山の神様、田んぼの
神様に感謝しながら生活を営む、小浜の人
のくらしがうかがえます。
　あらためて、小浜市の食資源をご紹介し
ましょう。まずは、豊かな海の幸と特徴あ
る加工技術です。若狭湾は暖流と寒流が交
差して魚種が豊富なため、1 年を通してい
ろいろな魚が水揚げされます。先人たちは
その水揚げされる魚を、無駄にすることな
く保存して美味しく、いつでも食べられる
ようにと工夫し、様々な加工技術を生み出
しました。有名なのは鯖を使用した「へし
こ」です。大きな樽に鯖を塩や糠で「押し
込む」つまり「へしこむ」というところから、

へしこという名前がつきました。このよう
な特産品については、珍しいとか美味しい
だけではなく、その価値を証明する調査も
行っています。例えば、サバのへしこは旨
味成分のグルタミン酸が生サバの 8 倍、高
血圧を抑制するペプチドが 5 倍になってい
ます。健康食品という側面もしっかりとア
ピールしていきたいと思っています。

　それから、食べものだけではなく若狭塗
箸が有名で、小浜市の人口が現在 2 万 8,000
人ほどですが、お箸の仕事に携わっている
方は、3,000 人近いといわれています。若
狭塗箸は、箸の形状に削った木地に漆を塗
り重ねて、貝殻・卵殻・金箔で模様をつけ
ながら、漆を十数回塗り重ねて作ります。
　これらの様々な食に関する資源を、まち
づくりの中心に据えて総合的なまちづくり
をしていこうというのが、2000 年に始まっ
た小浜市の「食のまちづくり」です。2000

実践報告Ⅱ

サバのへしこ
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年当時、まちづくりのテーマとして「食」
を掲げるような自治体はほとんどなく、食
育基本法もまだできていない時代でした
が、特に食育を重要視して小浜市は取組み
を始めました。内容としては、食を核とし
て、産業の振興、環境保全、福祉および健
康の増進、教育および伝承、食の安全・安
心といった自治体が取り組んでいくべき各
テーマを全て食から考えましょうというも
のです。
　私達は、「食のまちづくり」を紹介する際、
まずイメージを把握していただくために大
樹の絵（図１）を用いて、以下のようにお
話しします。

　「私達は、小浜市の様々な食資源を栄養
にして大樹を育てています。それが「食の
まちづくり」のイメージです。木の幹には、

「食による人づくり」があり、その幹から、
産業の振興、環境保全、福祉及び健康の増
進、教育及び伝承、観光及び交流、食の安
全安心などの枝が伸び、さらに、それぞ
れの枝に具体的な事業の小枝が伸びてい
きます。
　生き生きと枝が伸びて、花を咲かせてい
るところもあれば、少ししか花が咲いてい

ない枝もあります。市、市民、事業者、御
食国大使の皆様など、地域内外の多くの
人々の手で、この「食のまちづくり」の木
が大きくなるよう、育てていくのです。」
　いかがでしょうか。どの枝もぐんぐん伸
ばし、たくさんの花を咲かせ、実をつける
ことで、食のまちづくり条例に掲げた目標、

「個性的で表情豊かな小浜市の形成」が実
現できると思っています。
　そして日本で初めての食をテーマにし
た条例、「小浜市食のまちづくり条例」を
2001 年 9 月に制定しました。この条例が
あることにより、時代が変わっても方向性
を変えず進めていくことができています。
　この条例の大切なところを見ていきま
しょう。まず、「もともとある資源を活用
して」、市民意識の高揚の中で持続的に進
めていくのが「食のまちづくり」であると
いうこと。次に独特な食の定義をしていま
す。食というと、食べるという行為や食材
だけを指すと思いがちなのですが、小浜市
にとっての食とは、「食材の生産、加工お
よび流通に始まり、料理、食事に至るまで
の広範な食に関わる様相ならびに食に関
連して代々受け継がれてきた物心両面で
の習俗である食文化および食に関する歴
史、伝統をいう」と定義しています。
　そして、まちづくりの手法についても特
徴があります。「市民協働」なのです。小
浜市は 12 の地区がありますが、その各地
区に地区民からなる地区づくり委員会とい
うのを立ち上げてもらい、地区の将来像を
自分たちでつくってもらう。そして自分た
ちで取り組んでいくというやり方で、「食
のまちづくり」を進めていきました。
　またこうした「食のまちづくり」が今も
続いている理由として、公民館（コミュニ
ティセンター）の存在があると思っていま
す。各地区の中の公民館（コミュニティセ

図１　食のまちづくりのイメージ
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ンター）の活動がとても活発なのが、「食
のまちづくり」を軌道にのせることにつな
がったと思います。
　そして、「食のまちづくり」の拠点施設
をつくりました。2003 年に開館した「御
食国若狭おばま食文化館」（以下「食文化
館」）です。私は毎日ここに出勤していま
す。食文化館には、二つの役割がありまし
て、一つは観光施設としての役割、もう一
つは「食のまちづくり」に関する施策の企
画、立案、実践の場という役割です。

　食文化館１階のミュージアムスペースに
は、若狭地方を中心に幅広い日本の食文化
に関する見事な料理の再現レプリカや写真
が並び、2015 年の大規模リニューアルを
経た現在は、2013 年 12 月に世界無形文化
遺産に登録された「和食―日本人の伝統的
な食文化」を意識しつつ、偉大な日本の食
文化をこの地から国内外に発信するぞ、と
いう意気込みで、700 種類を超すレプリカ、
人形、写真、映像などで紹介しています。
　地域の特色が色濃く現れる「全国のお雑
煮」のブースは、大変人気であり、多くの
来館者がここで足を止めて時間を過ごされ
ます。中高年の方々は、自分の生まれ育っ
た土地のお雑煮を探し、幼いころの思い出
を語り、若い世代は、日本全国にこのよう
な多様なお雑煮が存在するという事実に驚
き、現在の自分の正月の食べ物を振り返ら

れるようです。

　また、発酵食品を紹介した「すしのルー
ツ」のブースでは、小浜の「鯖のなれずし」
や「鮒のなれずし（滋賀）」「鰰のなれずし

（秋田）」などを紹介する他、酒、みりん、
味噌、醤油などの発酵食品の匂いを嗅ぐこ
ともできます。ちなみに、小浜の「鯖のな
れずし」は、生の魚から作る一般的な「な
れずし」とは異なり、鯖を糠に漬け発酵さ
せた「へしこ」から仕立てるもので、ほの
かな甘みを感じる優しい味です。

　さらに、四季折々の山や海、里の幸を活
かした小浜の家庭料理のブースには、「山
菜の白和え」「里芋とイカの煮物」「煮魚」

「叩きごぼう」「いとこ煮」など、季節ごと
の日本の「おふくろの味」が、百種以上も
並びます。これらのレプリカを制作する際
には、日本を代表する研究者の監修を得る
とともに、地元の主婦の皆さんから丁寧に

御食国若狭おばま食文化館

すしのルーツ

全国のお雑煮
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聞き取り調査をし、実際に全ての料理を手
作りしていただきました。展示されている
料理レプリカの一つひとつには、ハレの日
を彩る華やかな行事食と、季節感と温かみ
のある日常の家庭料理、その両方を、絶や
すことなく次代に繋いでいこうという市民
の皆様の思いも込められています。

　そして、食文化館の最大の特徴は、ミュー
ジアムに「キッチンスタジオ」が併設され
ていることです。食や食文化を観て読んで
学ぶだけでなく、地元の主婦たちからなる
市民グループの指導のもと、実際に自分で
作り（料理）味わう（食べる）ことができ
ます。

　このキッチンスタジオは、利用者や催し
のタイプに合わせて調理台のレイアウト
等、調理する環境を自由に変更できる他、
多様な調理器具や食器、大人、子ども用の
エプロンなどの用意とともに、熱源につい

ても、IH, ガス、薪を使った「かまど」も揃っ
ており、私自身、このような魅力あるスタ
ジオを他で見たことがありません。このよ
うな体制は、やはり年間数千人の多様な体
験者を受け入れてきた実績ならではである
と自負しています。
　食文化館の２階には、若狭塗や若狭和紙、
若狭めのう等の伝統工芸の体験ゾーンが設
置されています。特に若狭塗箸は、江戸時
代より小浜藩主酒井忠勝公が奨励したこと
もあり、現在も、塗箸全国シェア 80％を
占める市の重要な産業です。日本の食文化
を知る上で大変重要な「箸」ですが、食文
化館では、箸の歴史や文化、作法を学ぶと
ともに、伝統工芸士指導のもと、世界にひ
とつだけの「マイ箸」を制作することも出
来ます。

　このように、食文化館は、様々な角度か
ら日本の食や食文化を学び体験できる施設
ですが、観光施設という側面だけでなく、
小浜市の食育事業の拠点施設として、これ
までに様々な食育事業を生み育てています。
　ここで少し自己紹介をさせていただきま
す。私自身、今から 20 年前に小浜の「食
のまちづくり」を web で知り、さらに小
浜市が食育専門職を全国公募していること
も知りました。ちょうどその頃、私は教育
機関で仕事をしていたのですが、食のあり
方と人間の心のあり方に関心をもっていま

若狭塗箸の制作体験

キッチンスタジオ

小浜の家庭料理
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した。
　小浜市の食育専門職の受験資格には、管
理栄養士または教員、そのいずれかの国家
資格を持っていることとあり、私は教員免
許を持っていたので、受験をして小浜市の
食育専門職員となりました。小浜市は当
時から食育とは栄養の分野だけではなく、
もっともっと広い人づくりに繋がるものだ
という食育観をもっていたのだと思いま
す。そこからあっという間に 20 年経ちま
した。一般的に役所の職員は、3 年から 5
年くらいで部署が変わりますが、私は 20
年間変わらず今に至っています。
　小浜市で仕事を始めて 10 年ぐらい経っ
た時に、市民の選食力とフードリテラシー
をキーワードとして、それらを得るための
小浜オリジナルのテキスト「元気食生活実
践ガイド」をつくりました。選食力とは「健
康のために相応しい食べ物を選びぬく力」、
フードリテラシーとは「食文化、マナーや
道徳なども含めた食全般に関する正しい知
識や情報を引き出し実践できる力」を表し
ます。このテキストでは、日本型食生活の
大切さを説くとともに、科学的な根拠にも
とづく健康的な食生活のノウハウ、さらに

「身土不二」「一物全体食」などをはじめと
した東洋的な考え方を全体的に溶け込ませ
たものであり、食生活だけにとどまらず、
健康で長生きするための心の持ち方や考え
方などにも触れています。
　ここまでの話を少し整理しますと、私た
ちは 2003 年に「食のまちづくり条例」の
制定により、しっかりと理念を持ち、2005
年に「食文化館」を開館してシンボルをつ
くりました。そして 2013 年に「元気食生
活実践ガイド」を作成して市の食生活に
対するマインドをまとめたということに
なります。
　「食のまちづくり」を始めた 2000 年から

重要視していた食育推進にあたり、私たち
は二つの言葉をつくりました。「生涯食育」
と「義務食育」です。
　今でこそ食育基本法等が存在し、食育推
進が国民運動となっていますが、2000 年
当時、食育の認知度は高くありませんでし
た。食育を知っている人であっても、それ
は、子どもを対象にしたものであると思う
人が多かったようです。しかし当時、我々
は子どもだけではない、全ての世代が生涯
にわたり食で育まれると考え「生涯食育」
を標榜し、各世代に合わせた食育事業に取
り組み始めました。そして、中でも子ども

元気食生活実践ガイド

元気食生活実践ガイド
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の食育は特に重要だと考え、小浜で生まれ
た子どもは等しく食の学びと体験ができる

「義務食育」体制を整備したのです。
　では食育事業に関して、二つの事例をご
紹介します。一つは小浜市内の全年長児が
参加する本格的な料理教室「キッズ・キッ
チン」です。一般的な子ども料理教室とは
違い、「料理を

4

学ぶのではなく料理で
4

学ぶ」
つまり、料理のプロセスによって、子ども
に潜在している能力を引き出す体験学習で
す。これまでの参加総数は、1 万人を超え
ていて、子ども自身が主体的に料理に関わ
ることで、食べものの好き嫌いがなくなっ
たとか、家でもお料理のお手伝いをするよ
うになったといった変化は当然ですが、子
どものその後の変化について保護者にアン
ケート調査を行うと、「視野が広がった」、

「自分のことを自分でするようになった」、
「自信を持つようになった」、「いろんなこ

とにチャレンジしようとするようになっ
た」、「よくお話するようになった」、「人間
に関心をもつようになった」と、食の分野
以外にも肯定的な変化があることがわかり
ました。
　また保護者自身にも変化があり、これま
では子どもに対して、「子どもだからそれ
はやってはいけませんよ」とか「それは失
敗するといけないから親がやります、大人
がやります」という関わり方だったのが、
子ども自身にチャレンジさせるような関わ
り方に変わったという回答が多くありました。
　もう一つの特徴ある事業として、「校区
内型地場産学校給食」があります。小学校
区の中で採れたものを優先的に使うという
学校給食を実施しています。
　現在、小浜市内には小学校が 9 校、中学
校が 2 校あります。学校給食は全校が単
独調理方式であり、野菜は 54% が県内産、
小浜市内産は 41% です。水産物に関して
は 78% が県内産で、そのうちの 45% が小
浜市内産になります。そしてお米は 100%
小浜市内産です。また小学校 1 年生から中
学校 3 年生まで、毎年「マダイ給食の日」
というのがあり、お頭付きのマダイがひと
り一匹ずつ提供され、特産品である若狭塗
箸を使って、魚を美しく食べるという練習
を行います。小浜の魚や塗り箸は素晴らし
い「教材」であると言えます。

校区内型地場産学校給食キッズ・キッチン

キッズ・キッチン
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　こうした義務食育の取組みが子どもたち
の成人後の食生活に良い影響を及ぼしてい
ることもわかってきており、郷土への誇り
や愛着にも繋がっていることがデータで
把握できています。例えば、小浜市では、
2019 年の暮れに、義務食育体制下で育っ
た子どもの成長を検証するため、翌年市内
で開催される成人式の案内状に、「食に関
する意識および食のまちづくりに関する調
査アンケート」を同封し、293 名中 86 名
より回答を得ることができました。
　その結果は、「キッズ・キッチン」や「ジュ
ニア・キッチン」に参加したことを「覚え
ている」との回答が 96.6％、そのような食
育事業が「現在の生活に役立っている」と
の回答が 91.8％であり、これは、別機関
が 2016 年度に福井県を含む北陸地方の大
学生および短大生に行った同様の調査の
62.9％を大きく上回っていました。

　また、「自分は地域社会とのつながりの
中で育ったと思う」との回答が 84.9％、「小
浜に生まれて良かったと思う」との回答が
88.3％、「自分の子どもを小浜で育てたい
と思う」との回答が 74.4％でした。
　これらのデータより、幼い頃からの「キッ
ズ・キッチン」等の取組みは、子ども達の
成人後の食生活によい影響を及ぼすだけで
はなく、郷土への誇りや愛着に繋がること
がわかります。
　2021 年度末に策定した、第４次小浜市
食育推進計画である「食のまちづくり計画」
においては、これまで標榜してきた生涯食
育や義務食育の概念を継承した上で、市民
一人一人の心身の健康に対するアプロー
チ、いわゆる「個人に対する食育」と、食

マダイを若狭塗箸で美しく食べる練習

マダイ給食

ある日の学校給食

マダイ給食

実践報告Ⅱ
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関連産業の人材育成や食育ツーリズムなど
「地域経済のための食育」の双方向から推
進に努め、市民および地域全体の「ウェル
ビーイング」をめざすこととしています。
　この「ウェルビーイング」を小浜市では、

「食で人々の幸せと地域の豊かさが実感で
きるまち」と解釈し、その実現に努めてい
ます。
　こうした様々な取組みについて、これか
らも頑張りますので、ぜひ一度、御食国若
狭おばま食文化館に遊びに来て下さい。 実践報告Ⅱの風景
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■□ 第３部　ディスカッション
　コーディネーター　片上　敏喜　日本大学・本研究所運営委員.研究員
　基調講演者　　　　平賀　　緑　京都橘大学
　実践報告者　　　　加藤百合子　㈱エムスクエア・ラボ / やさいバス㈱ 代表取締役社長
　　　　　　　　　　中田　典子　福井県小浜市食のまちづくり課課長・御食国若狭おばま食文化館館長
　コメンテーター　　則藤　孝志　福島大学・本研究所研究員
　　　　　　　　　　青木　美紗　奈良女子大学・本研究所研究員

【片上】皆様、改め
まして本日はご講演
いただきましてあ
りがとうございま
した。ここからは、
第 3 部のディスカッ
ションを行いたいと
思います。最初に福
島大学の則藤先生から、次に奈良女子大学
の青木先生から、コメントと登壇された皆
様への質問等を行っていただき、全体で
ディスカッションを行っていきたいと思い
ます。皆様どうぞよろしくお願い致します。

【則藤】皆さんこん
にちは。コメンテー
ターを仰せつかりま
した福島大学食農学
類の則藤と申しま
す。どうぞよろしく
お願いいたします。
　私からは加藤さん
が報告された実践報告 1 の内容を中心にコ
メントさせて頂きます。コメントの内容は、
次の 2 点です。一つはシンポジウム全体を
通して気づかされたこと、考えさせられた
ことについて、「伝え方」をキーワードに
コメントさせて頂きます。もう一つは、「や
さいバス」の事業から学んだことについて

お話いたします。
　まずは，本日の基調講演と実践報告を通
して、改めて食の価値は多様だということ
を感じました。しかし、こうした食の多様
な価値というのは全く保障されていないと
いう現実があります。だからこそ、食の多
様な価値を伝える努力や運動、それらを形
づくる枠組みや方法、すなわち「伝え方」
が重要ではないかと思います。
　本シンポジウム全体を通じて、こうした

「伝え方」について、様々なアイデア、工
夫、キーワードを学ぶことができました。
基調講演と実践報告の内容として共通する
のは、まずは私たちの身近なところから、
人と触れ合える範囲で様々なものを繋げて
いくことの重要性です。
　そうした視点でやさいバス事業を見る
時、e コマースと共同配送の一体型システ
ムに新たな価値を見出すことができます。
インターネットを通じて、つくる人とつか
う人と食べる人を繋げるビジネスモデル自
体は特段珍しいものではありませんが、や
さいバスが独創的なのは、「運ぶ人」を組
み込んだことによって、つくる人、つかう
人、食べる人、運ぶ人の 4 者を地域で繋げ
る共同配送網を構築したところにあると思
います。
　そして、やさいバスのシステムを単なる
流通の新しいサービスと捉えずに、地域の

ディスカッション
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課題を解決する地域づくりのツールと捉え
て事業化しているところに価値があるとい
えます。またそのように捉えているため、
地域の状況が変化すれば、やさいバスのシ
ステムも変化させていくことができます。
これらはシステムに「余白」があることで
成されているといえると思います。
　更に興味深いのは、表現としては少し
良くない表現ではありますが、「不便さ」
を残している点が挙げられます。例えば、
Amazon Prime に代表されるように、サー
ビスを受け取る場所、時間、方法を好きに
選べ、変更できるシステムからすると、や
さいバスのシステムは不便ともいえます。
場所と時間が固定され、出荷者が持ってい
き、買い手は取りにいく。これを不便と捉
える人もいると思います。例えばレストラ
ンの野菜を仕入れることを考えると、不効
率と思うシェフもいるかもしれません。確
かにコストという観点からすると不効率、
非合理かもしれない。だけれども、その不
便や非効率の向こう側にある売り手と買い
手のコミュニケーションや、そこから拡が
るコミュニティには確かな実感や信頼があ
るといえます。そして、これらが今求めら
れている「食の価値」だとやさいバスの取
り組みが教えてくれているように思いま
す。最後に質問をさせていただきます。
　まず第 1 報告の加藤さんに対して、やさ
いバスで直面している課題について教えて
ください。事業開始から今日に至るまでの
中で、様々なことが見えてきたかと思いま
す。事業として継続しているところもあれ
ば、難しかったこともあるかもしれません。
やさいバス事業の継続発展条件について、
何か知見があれば教えてください。
　また合言葉で「無理しない」ということ
がありました。この「無理しない」という
言葉に惹かれていまして、それが先程、自

分なりに表現した「余白」とか「あえての
不便さ」というところとリンクしているよ
うに感じています。「無理しない」ところ
について少し補足いただければ嬉しいです。
　続きまして、第 2 報告の中田さんにお聞
きしたいのは、協働体制についてです。地
区づくり委員会や公民館・食文化館の活用
について、非常に興味深いお話がありまし
たが、協同組合セクター（農協、生協、漁
協など）との関わりはどのようなものがあ
りますでしょうか。地域の商工事業者・商
工会議所などの団体、NPO などの市民組
織と、どのように協働していくのかという
ことも含めて、食のまちづくりを小浜全体
で行う時に、中田さんが気をつけているこ
とや心がけていることがあれば教えてくだ
さい。
　最後に、平賀先生にお聞きいたします。
本日のご講演で、地域に根ざした食と農の
システムを充実させていくことが必要だと
いうことを述べられていましたが、その考
えを踏まえて率直に、本日の加藤さん、中
田さんの取り組みに対してどのような感想
をもたれたでしょうか。お聞かせいただけ
ると幸いです。以上で私からのコメントと
いたします。ご清聴どうもありがとうござ
いました。

【加藤】コメント頂
きましてありがとう
ございます。大変関
心をもっていただ
いて嬉しい限りで
す。直面している課
題は、二つあるかと
思います。一つは、
KPI（重要業績評価指標）についてです。
会社の中で現場の店長やバイヤーの方々
は、やはり 1 円でも安く買って 1 円でも



29

ディスカッション

高く売るという役割を担っていますので、
KPI が経営者と現場の人とでは異なりま
す。経営者層がもっている考えと、現場の
もっている考えがもう少し近づかないとい
けないと思っています。例えば、ESG に
関する取り組みを行なおうとしても、実際
に実務が始まるのには半年ぐらいかかりま
す。スタートアップ、ベンチャーはスピー
ドが命なので、そういう意味では少し悶々
とします。
　 も う 一 つ は、JAN コ ー ド（Japanese 
Article Numbe：商品識別コード）です。
私は JAN コードにはもう未来ないと思っ
ています。例えば A さんのナスと B さん
のナスがある場合、やさいバスとしては、
A さんのナスと B さんのナスを分けてそ
れぞれの商品を識別するコードがあるので
すが、JAN コードの場合、店舗に並んだ
瞬間に一つの「ナス」になってしまいます。
　JAN コードは、例えば一つのナスが 100
円と 110 円だったら区別ができて、100 円
のナスが何個売れたかということまではわ
かりますが、A さんのナスが何個売れた
かというところまではわかりません。私た
ちとしては、農家さんにバリューサイクル
として、野菜が何個売れたかということを
きちっとお戻ししたいのですが、JAN コー
ドを使用するとそのサイクルが止まってし
まいます。こうしたサイクルが止まらない
コードについて、フランスの方と共同研究
を行い、フランスの肉関連を扱う業界の人
たちが「実験的にやりましょう」といって
くださっていますが、日本だと誰も関心が
ないという状態です。その点で、小売業の
業界は情報の整備という点で、非常にまだ
弱い部分があると思います。情報やデジタ
ルデータの扱い方ということについては、
ある程度の専門知識をもった人たちとの連
携を行う必要があると思います。

　それから「無理しない」という点でいう
と、社会に対して問題意識をもって何かを
行おうとしても、無理をすると、どうして
も続かなくなってしまいます。私たちとし
ては理念が持続可能性ということで、協力
していただく企業もあまり無理して協力し
ていただくと、1 年や 2 年で終わったりし
ますので、無理のない範囲で行うことが大
事だと考えています。
　例えば、やさいバスのバス停の場所とし
て協力してくれる会社の方には、会社の裏
口を貸してもらうところから始めてもらう
ような形で「無理なく参画していただいて
十分です」ということをお伝えしています。

「無理しない」というのを、いつも企業さ
んに対しても、ご協力いただける農家さん
や地域の方々に対しても、確認をさせてい
ただいて、そこからご協力いただくという
感じです。

【中田】則藤先生、
コメントありがとう
ございました。協働
体制について改めて
考えてみますと、長
く「食のまちづくり」
を行うことができて
いる秘訣は、やはり
協働体制にあると思います。「市民の方々
と一緒にやるんだ」という気持ちは常に私
にあって、新しい市民グループをつくるこ
とにも努め、協働体制を保てるように努力
してきました。
　一方で、協同組合セクターの方々とは、

「食のまちづくり」の観点からは、あまり
ご一緒していなくて、その意味ではまだま
だやれることがあるかもしれないという思
いです。
　また協働というほどではないかもしれま
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せんが、食文化館のキッチンスタジオでの
食材は、ほとんど生協様で購入しています。
また給食の日のマダイについては、一定の
サイズのマダイを揃えて提供しますので、
漁協様の協力なくしては成立しない事業で
あるとと言えます。ちなみに地場産学校給
食は、小浜市内の小さな生産者の方々にご
協力いただいているのが特徴であるといえ
ます。

【平賀】ご質問あり
がとうございまし
た。私はいつも大雑
把な話が多くて、地
域に根ざした食と農
と経済ということを
言っておきながら、
具体性がない話をし
てしまうのですが、まさに具体的な事例を
お二人に紹介して頂いたと思って聞かせて
いただきました。
　今、生産から消費まで本当に遠くなって
しまいました。距離的、物理的、精神的に
遠くなってしまったものを、システムを活
用して、技術を活用して繋げるというやさ
いバスの取り組みについては、本当に大事
だと思います。なおかつ、物流という物を
実際に動かすところが大変なので、このこ
とに取り組んでらっしゃることがすごいと
思います。京都でも個人の八百屋さんたち
が集まって、小浜あたりから京都市内まで
の物流を自分たちで作っている活動があり
ます（参照 URL：京都オーガニックアク
ション https://kyotoorganicaction.com）。
いろいろな方が得意なところを持ち寄っ
て、地域内で循環をつくっていくことが重
要だと思います。
　また IT 技術の普及によって、一昔前は
技術的に動かすのが大変だった地域通貨

も、現在は様々な取り組みが行われていま
す。その中で、地域に根ざした食と農を繋
げられるような地域通貨のシステムという
のが構築できたらと思っています。日本円
を使っている限りは、グローバルマネーの
マネーゲームに取り込まれてしまい、地域
で育んだ価値が潰されてしまうと考えるか
らです。お金の動きにも取り込まれず、地
域に根ざした食と農と経済をつくるシステ
ムというのを、加藤さんには取り組んでい
ただけたらと思いました。
　中田さんのお話について、食べものから
生き方までを教育されているので、とても
関心をもって聞いていました。コモンズに
しろ、協同組合にしろ、社会的連帯経済に
しろ、そこに関わる個人が、単なる賢い消
費者、単なる受け手の消費者でいるだけで
は成立しないので。市民や生活者といわれ
るように、自主的に考えて、主体的に動い
て、民主的に自分たちの食や農や経済を考
える、まちづくりを考える、人々がそうい
う「agency」を持つことが本当に大事だ
と思います。
　この育成に中田さんは食べものから取り
組んでおられるので、ぜひ今後も小浜市か
らより多くの日本の若者の教育に取り組ん
でいただけたらと思いました。このように
思うのも、街中の若者を見ていると、残念
なことに食べものにすら実感が持てていな
いように感じるからです。文字情報や画面
上での情報・知識で育ってきたせいか、土
や食べものについて、実感をもって感じら
れていないのではと感じます。自然の中で
の経験を、五感を通じて体験することに
よって、実際の社会の中で地に足をつけて
考えられる主体的な市民を育てられるので
はないかと思います。

【片上】皆様ありがとうございました。そ
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れでは次に青木先生からコメントを頂けれ
ばと思いますので、宜しくお願い致します。

【青木】奈良女子大
学の青木と申しま
す。今日はこのよう
な機会をいただきま
して、ありがとうご
ざいます。私自身も
すごく勉強させてい
ただきました。
　私からは少し全体も踏まえながらコメン
トさせていただければと思います。まず平
賀先生のお話にもありましたように、グ
ローバル資本主義というのが、かなり行き
過ぎたところまできていて、急速に法改正
や規制緩和が進む中で、日本の食、農業事
情が大変な状況になっており、その中でど
ういうふうに食を守ってくかを考える必要
があると思います。
　どのようなことが起こっているかという
と、食料自給率が低いのはもちろんですが、
種の自給率が 10% 未満ということで、平
賀先生のお話にありましたように、ほとん
どがグローバル企業に握られてしまってい
る状況にあります。家畜の飼料や農薬・化
学肥料もほぼそのような状況にあります。
一方で日本の稲作農家の時給は、2012 年
の段階で 179 円以下と言われていました。
今、米価が恐ろしく下がっていますので、
さらに低い時給になっていると思われま
す。農業は儲からないというようなことか
ら平均年齢は 70 歳で、年金片手にやって
いくのが精一杯という状況です。生産する
よりも購入する方が安いということで、私
自身、お米を作っているのですが、実際に
作ってみて本当に実感しています。農地を
守るという気持ちで頑張っている生産者の
おかげで、何とか食料を供給できていると

いうのが今の日本の現状だと思います。
　こうした状況で政策はどうなっているか
といいますと、生産者への所得支援はなく、
どちらかというと、農業をやめさせるため
にお金が出されている状況です。このよう
な状況では、食料の輸入が途絶えたら餓死
者が続出するのではないかということが、
アメリカの研究でも言われてしまうぐらい
になっています。
　ちょうどタイムリーなことに、ナオミ・
クラインさんというカナダのジャーナリス
トの方が、非常に詳しく緻密な取材を重ね
て書かれた『ショック・ドクトリン』とい
う本があり、日本でも堤未果さんがこれに
ついての書籍を出版されました。
　ショック・ドクトリンは日本語で「惨事
便乗型資本主義」というふうにいわれてい
まして、ショックを起こしてみんなをパ
ニックに陥れ、恐怖を煽り、お金儲けした
い人たちが、その瞬間に社会をガラッと変
えてお金儲けをしていくシステムをつくっ
ていくことです。事例としては、戦争や気
候変動、食料危機など、恐怖を煽ること
で、儲けている人たちは誰かということを
考えて行かないと、大変な状況になってい
くのではないかと思います。気がつけば搾
取されて何も残っていないということにな
りかねませんので、ちゃんと立ち止まって
地域や市民で食を守ることが大事だと思い
ます。
　地域で食を守るための根拠法として、地
方分権一括法という法律があります。地域
の自主性及び自立性を高めるための改革を
総合的に推進するため、国から地方公共団
体又は都道府県から市町村への事務・権限
の移譲や、地方公共団体への義務付け・枠
付けの緩和等を行ったものになります。ま
た、これまで国が地方自治体を指揮・命令・
監督してきたものは一切禁止となり、過去
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の通達も失効ということで、国がどんなこ
とを言おうが自分たちの地域を守っていく
ためにちゃんと条例を制定していけば、守
ることができる内容です。
　こうした法律をうまく活用しているの
が、愛媛県今治市の「食と農のまちづくり
条例」で、今日ご紹介いただいた小浜市の
条例もこうした枠組みに入る条例だと思い
ます。今治市では、農業資源を守るために、
今治市の承諾なく遺伝子組み換え農産物を
市内で作付けしたら、半年以下の懲役 50 
万円以下の罰金に処すという条例をつくっ
ています。
　こうやって地域で食を守れるように、
今国会でも超党派の議員連盟の人たちが

「ローカルフード法」という法律を制定す
るために動いておられます。地域で必要な
ものはできるだけ地域で、あるいは近郊で
つくれるようにする。日本国内で日本の必
要とする食をつくれるようにするために必
要な法律を制定し、これが地域の種から循
環型食料自給を生み出し、地域内経済循環
をつくっていく。まだ法律が制定されては
いないのですが、案の内容をより多くの国
民に知ってもらって制定に向けて動いてい
くという方向で今立ち上がっています。
　少し話は戻りまして今治市の条例につい
てお話します。2005 年に食料の安定性と
安定供給体制を確立する都市宣言が出され
たことを受け、2006 年に「食と農のまち
づくり条例」を制定しました。基本原則が
地産地消、食の安全、環境保全ということ
で、食育の実践にも力を入れておられます。
それと同時に農業資源として、種を守ると
ころまでも視野に入れています。
　それから各地域で種子を守っていこうと
いう意味で、2018 年に廃止された種子法
の代わりに種子条例を各都道府県で制定す
るという動きも見られます。こちらは市町

村、それから市民が声をあげていくことで
都道府県がこの条例をつくっていくという
流れが多いそうです。残念ながら京都、大
阪、和歌山、奈良はありません。
　それから給食。こちらも今注目が高まっ
ていて、公共調達で地域の中の食品を扱う
という意味では、生産にも消費にもいいメ
リットがあり、更に食育にもつながるとい
うことから、全国的に大きな流れが出来つ
つあります。直近ですが、2023 年 6 月 2
日に全国オーガニック給食協議会というの
が発足しました。その先進事例として千葉
県のいすみ市がよく挙げられるのですが、
給食に県産の有機米を供給するために農家
さんに協力してもらって、有機米の供給が
成立しているそうです。それから認証です
ね。食品表示も非常に今信用していいのか
どうかよくわからないようなものになって
きているので、それを市民の人たちでちゃ
んと認証を信用できるものにしていこうと
いう取り組みがあったりします。
　このような形で今、日本の食料・農業事
情においては過渡期にあると思うのです
が、その中で今日は非常に興味深い、生協
にとっても参考になる二つの事例をご紹介
いただけたかと思います。
　まずやさいバスの取り組みでは、今、物
流が非常に高価格になったり問題になった
りする中で、ちょっとした工夫と協同、そ
れから些細な困りごとを聴きに行くという
姿勢で、効率的な物流を構築されていると
いうことから、生協の配送に関しても大い
に参考になる部分があるのではないかな
というふうに感じました。IT については、
私もどちらかというと、批判的というか否
定的な見方をするのですが、使い方が大事
で、とても上手に民主的に使ってらっしゃ
るってところがあると思いました。そうし
た技術と共同配送をくっつけるという、こ
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の発想はとても素敵だなと思いました。
　また、地域の生産者との連携、企業との
連携ということも進んでいるということ
で、難しい点もたくさんあると思うのです
が、積極的に取り組まれているところが、
本当に素晴らしいというふうに感じまし
た。信頼関係をつくることで価値をちゃん
と伝える、これが売上にも繋がるというこ
とで、生協も食品を扱うという意味では、
非常に参考になることではないかなという
ふうに感じました。
　質問といたしましては、やさいバスを始
められてから、生産者と消費者が繋がる中
で、実際の反応はどうなのかというのをお
聞きできればと思います。あと、地域の状
況によっては、できることやできないこと
があるという話でしたが、例えば静岡では
できているけど、東京ではできてないと
いった、具体的な要因についてお聞きでき
ればと思います。
　それから小浜市の中田さんの報告から
は、小浜市のような地方自治体がいっぱい
あったらいいのにと思う内容でした。かつ、
中田さんのような公務員の方がいてくれた
らとも思います。
　食というのは、本当にいろいろな価値が
あるものなので、まちづくりに繋げていく
という発想と、条例を制定して確固たる理
念を築けているということがすごく大事な
ことだと思います。また中田さんご自身が、
研究的な視点も持たれているので、実際に
実践しながら、それを客観的にも見つつ、
検証されているというところも興味深かっ
たです。地域の食資源を守る、伝えるといっ
た貴重な機会を、地方自治体が中心になっ
て取り組める体制が整えられているので、
このような自治体がたくさん出てきたらい
いなと思いました。また市民の方々が参加
している様々な取り組みについては、今の

生活協同組合の組合活動の参考になると思
います。食を通した活動で組織とか市とか
に対する愛着が高まってくるっていうこと
は、これもまた生協にも参考にできる、協
同組合に参考になることが多いのではない
かと感じます。
　質問ですが、小浜市の食のまちづくり条
例の制定に関して、誰がどういう形で働き
かけたのかということについてお聞かせ下
さい。それから条例に関して、小浜市民の
条例の認知度について教えて下さい。様々
な活動について、条例を知った上で参加し
ているのか、知らないけど参加しているの
かお聞きできればと思います。また参加さ
れる方は、どういったモチベーションをも
たれているのかといったことについてもお
聞きできればと思います。加えて、例えば
今治市のように農業資源を守ることに関し
てはどのように考えているのか、またすで
に検討されているのかなどについて、お伺
いできればと思います。

【加藤】やさいバスの実際の反応について
は、生産者は現実的に売上、手元に残るお
金が上がりますので、そうした経済的なメ
リットがあります。また、BtoB の取り組
みがメインになりますので、生産者の方は
小売業者の方と直接お話ができるというこ
とがとても嬉しいということで、何が求め
られていて、どんなふうに自分の生産を変
えていけば、求められているものにより適
うのかということが手に取るようにわかる
ということをおっしゃいます。あと、楽と
いうのもあります。「勝手に取りに来て、
勝手に持っていって 10 店舗とか配ってく
れるので、楽です」ということをおっしゃ
る方もいらっしゃいます。
　私たち「取り引きから取り組みへ」って
いう合言葉をもちながら小売業者さんとお
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話するのですが、その中で、茨城県でやさ
いバスの取り組みを最初に始めてくれた
スーパーマーケットのカスミさんは「も
うこれはほんとに取り組みです」とおっ
しゃってくれて、「しっかりと会社に根ざ
していかなきゃいけない仕組みとして取り
組んでいます」といってくれているのが、
非常に嬉しい反応です。
　地域の状況による取り組みの違いについ
て、他の地域ではできたけど、静岡では難
しいことというのがあります。例えば広島
で行うことができたバスの貨客混載につい
て、こうした取り組みは非常に効率的で
CO2 削減にもなるのですが、静岡は広島
のような高速バスが走っていないので地域
内でバスを使った貨客混載のような取り組
みが行えないというのがあります。
　また静岡ではできて東京ではできないこ
とについて、例えば東京は、東京の野菜で
なくても全国から野菜が送られてくるの
で、地域愛とか地域の信頼に根ざしてコ
ミュニティづくりを行いながら、やさいバ
スの実装を行っていくというのが難しいと
いえます。それでも、東京の若い農家さん
とお話する中で「物流費が厳しい」という
話があり、取り組みを行いたいと思ってい
ます。しかしながら、地域のコミュニティ
が乏しいので、都内の企業に販売していく
ということを組み合わせて、何とか東京の
農家と購買所を繋げる取り組みを、これか
らトライしようとしているところです。

【中田】ご質問いただきました条例を制定
する上で、誰が働きかけたのかということ
については、当時就任した市長が長年あた
ためていた食のまちづくり構想をスタート
させたというのがきっかけです。
　当時の市長は、もともと農業の専門家で
あり、農業を含めて食は大事な分野である

という思いが強く、各地区の公民館をま
わって、「食のまちづくり」の構想や「御
食国」の歴史などについて市民に膝を突き
合わせて話し理解してもらうことに努めら
れたと聞いています。トップダウンだけで
まちづくりを進めていくのではなくて、「一
緒にやろうよ」ということでスタートした
と聞いています。その後、食文化館の設置
や各都道府県からの視察、メディアでの取
り上げなどを通じて、様々な「食のまちづ
くり」の取組みが発信される中で、「食の
まちづくり条例」が広がっていきました。
　また市民の条例の認知度についてです
が、条例があることをご存知の方は多いと
思います。モチベーションについては、食
文化館が、自分の居場所や力を発揮する舞
台、人とのつながりを感じる場所といった
ように捉えて活動してくださる方が多く、
そのような方々に支えられています。
　最後に、食の生産までを視野にいれた食
育推進についてですが、先程紹介しました
フードリテラシー、選食力を高めるための
ガイドブックをまとめる際に、食の循環を
意識し、小学校や保育園をまわって、生ご
みを発酵させて堆肥にして、そこから野菜
をつくる指導を行ってきました。食文化館
の周辺にも畑をつくり、キッチンスタジオ
で出た生ゴミを使って野菜をつくる取組み
も行っていました。
　現在の小浜市の食育は、種を守ることや
学校給食のオーガニックというところまで
含んでいませんが、そうしたことについて
は市民からの要望も出ていますので、これ
からそは、そのようなことにも取り組みた
いと思っています。

【片上】皆様ありがとうございました。皆
様からコメントを頂く中で、食がもつ多様
な価値について、様々なキーワードが出て
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ディスカッション

きたかと思います。その中でも特に、人が
食に関わる時のプロセスのあり方が大事で
あると思います。事業活動を行う時に生産
性や効率を考えることは大事なことではあ
りますが、そうしたことだけを考えるので
はなく、どのように人が関わっていくかと
いう過程が、とても重要な点になるかと思
います。
　青木先生のコメントにありました地方分
権一括法のように、自分たちの裁量で様々
な物事を進めて行くことができる環境はあ
るのですが、あたかも上から来たものには
絶対に従わなくてはいけないというような
マインドに支配されてしまっている傾向が
あると思います。そのこと自体が全て悪い
わけではないのですが、そうした傾向は所
与のものではなく、自分たちで考え、大事
なものを守っていく、つないでいくという
ことが大事だと思います。
　本日、平賀先生から地域通貨についての
お話も頂きましたが、地域の中で経済を回
す仕組みということを考え、行っていくこ
とがもたらす良き事に、想像力を働かせて
行動していくことが重要といえます。
　コメンテーターの則藤先生、青木先生、
何か追加でコメントがあれば発言して頂け
ればと思いますが、いかがでしょうか。

【則藤】ありがとうございます。質問に対
しても答えてくださって、すごく勉強にな
りました。本日学んだことを生協の事業に
どのように活かしていくかということの一
つとして、やや乱暴な意見になっても、声
を出し合うことが大事かなと思います。ま
た、平賀先生が述べられていましたグロー
バル化のもとで展開する商品としての食と
いうものと、あたたかみのある文化として
の食というのを、きちっと分けないと考え
ていく必要性について、その通りと思う反

面、これからはこうした二つの食のシス
テムが平行して進んでいくことがいいの
か、そうではないのかということを考える
時に、生協がその両者を止揚する仕組みを
持っているのではないかと考えます。両方
をうまく取り込んでいけるのが生協の魅力
だと思っていまして、生協事業に対して、
今日の話をどう見出していくのかというと
ころに関心がございます。

【青木】ありがとうございます。大変勉強
させていただきました。平賀先生にお聞き
できればと思うことで、食に関する情報に
ついては、海外の方が英語でいろいろと情
報発信されているように思うのですが、海
外で発信されている情報を知りたいと思っ
た時はどうすれば良いでしょうか。例えば、
こうしたサイトが参考になるというような
アドバイスを頂ければと思います。

【平賀】日本は情報に対してのリテラシー
が弱いところがあり、例えば「政府が安全
だって言っているのだから安全」という消
費者も多い印象があります。自分で批判的
に考えることができない。英語でも日本語
でも、知ろうと思えば知ることができる
ツールはたくさんあります。機械翻訳もす
ごく上達していますので、上手に使って情
報収集してもらえたら良いのですが。ただ、
知ろうと思わない限り、知ることはできま
せん。やはり人間とは自分が知りたいこと
しか知ろうとしないもので、目の前に情報
が流れてきたとしても、知ろうと思わない
と気付かずスルーしてしまいます。
　最近は、情報収集がカスタマイズされて、
自分の知りたい情報しか目にすることがな
くなって、人によって全く違う世界観を持
つようになるとも聞きます。情報というも
のに対する対処の仕方を、きちんとした情
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報リテラシーを身につけることが大事で
す。そうでないと、協同やコモンズに取り
組む民主的な心理は育たないと思います。
　海外の情報が全て良いとはいいません
が、食に関しては、世界各地でいろいろな
取り組みや考え方の発展があるので、それ
は是非知っていただきたいと思います。
　知ろうと思えば、インターネットなど
様々なツールを用いて知ることができる
環境は整っています。海外の大学のレク
チャーとかもインターネットを通じて聞く
こともできます。例えば、ナオミ・クライ
ンのレクチャーも、日本の台所で料理をし
ながら聞くことができます。そうした情報
を聞くようにして頂くのが大事かと。いろ
いろなところから情報を収集して、アンテ
ナを立てておくのが良いと思います。

【片上】皆様、コメントいただきましてあ
りがとうございます。本日のシンポジウム
テーマである、現代社会における食の価値
を考える、生活協同組合だからこそできる
価値の伝え方、活かし方について、皆様か
ら多彩な観点をいただいたかと思います。
その中で大事なこととして感じましたの
は、「生産に関わること」ではないかと私
自身、考えさせていただきました。生産と
いうのは様々な形があるかと思いますが、
自分自身で物事をつくる、生み出すといっ
た経験があると、そうした経験をもとに
様々な比較を行うことができ、いろいろな
情報に対するアンテナの感度を高めること
ができるのではないかと思います。
　本日は様々な取り組みの事例をご紹介頂
きましたが、大事なことは、こうした取り
組みをそのまま当てはめて行うことではな
くて、地域が持つ状況にあわせて柔軟に考
え、実践していくことだと思います。もち
ろん共通して活用できる部分もあります

が、やさいバスや小浜市の取り組みのよう
に、場所や地域の状況に応じて取り組んで
いくことが大事だと思います。そしてその
ように取り組むためには、人の思いが必要
になります。その思いに、これまで地域が
積み重ねてきた歴史や文化を加えて行くこ
とによって、物事の加速力が増すと考えら
れます。
　しかし、人の思いや地域の歴史・文化と
向き合って進めていくことは、時間がかか
ることです。その時間がかかること、手間
暇がかかることを、みんなで大事だと認め
て話し合って進めていく、こうしたこと
は、これまで協同組合が行ってきたことと
いえます。しっかりと話をして、現場の状
況を見て、一人一人の考えや思いを確認し
て進めて行くことは時間がかかることです
が、そうした過程を経て行った物事は、そ
の物事に関与した実感をもたらし、次につ
ないでいくエネルギーになっていくと思い
ます。こうした「関与の実感」がないと、
人は物事を他人事のように捉えてしまいま
す。特に食は、私たちの健康や命に直結す
るものになりますので、他人事にならない
ことが大事です。そして、その他人事にな
らないための観点や場を提供できるのが、
生協、農協、漁協といった協同組合だと思
います。もちろん、大変なことではありま
すが、手間暇をかけて人の思いや地域の歴
史・文化を大事にして様々な活動を行って
いくことは、食のもつ多様な価値を守っ
ていくことにつながるのではないかと考
えます。
　私自身、本日は非常に勉強させて頂きま
した次第です。皆様、本日は拙いコーディ
ネートでしたが、改めまして会場・オンラ
インを通じてご参加いただきましてありが
とうございました。
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　分科会

分科会　　　　　　　2023 年７月 2日（日）

　2023 年度の総会記念シンポジウム 2 日目は、2 つの分科会を設けました。
　第 1 分科会は、「医療・介護政策の方向性～地域に支えられる医療・福祉事業を目指
して～」というテーマで研究者ならびに実践家からご報告していただきました。コロ
ナ禍で改めて浮き彫りとなった現場で働く人々の献身性に依存した日本の医療・介護
体制の問題について、これまでの医療・介護政策を踏まえつつ解説していただきました。
その上で地域の医療や介護・福祉の担い手として期待されている保健医療生協や市民
生協の課題や可能性について議論を深めました。
　第 2 分科会は、「現代における組合員のくらしの支え方を考える－冷凍食品から考え
る『生協らしい』商品との向き合い方－」というテーマのもと、現在では定番のコー
プ商品として組合員に利用されている冷凍パンと焼きおにぎり、長崎風ちゃんぽんを
製造する3社にご報告いただきました。報告では、3社ともに組合員と直接コミュニケー
ションをとれる商品学習会は商品開発・改良を進めるにあたって極めて重要な活動で
あったと指摘されていました。
　それぞれの分科会の内容は大変興味深く、また生協にとっても真正面から向き合っ
ていかねばならないテーマであったと思います。当日の報告・議論の内容をすべて掲
載することはできませんが、本誌が各分科会のトピックや当日の議論について理解を
深める手助けになれば幸いです。

（下門 直人）

第２分科会

第１分科会

清川 秀樹 澤田 卓士 飛田 大輔

川口 啓子金山 修鎌谷 勇宏 眞木 高之

分科会で報告・コメントをいただいた方々
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■□ 第１分科会

「地域医療福祉と協同組合」
　 ―地域医療構想・地域包括ケアシステムと
　　　医療福祉事業の可能性―

コーディネーター　髙山 一夫（京都橘大学）

■開会あいさつ　
髙山一夫（京都橘大学）

【髙山】 第 1 分科会「地域医療福祉と協同
組合」―地域医療構想・地域包括ケアシス
テムと医療福祉事業の可能性―を始めたい
と思います。まず第１分科会の趣旨説明と
報告者のご紹介をいたします。
　さて昨今の新型コロナウイルス感染症の
パンデミックでは、地域住民の健康を守る
医療・福祉・介護現場の従事者の方々の献
身的な努力に励まされました。世論調査等
を見ますと、国民の医療従事者に対する信
頼や医療制度に対する支持が、コロナ前に
比べて非常に高くなっています。
　ただ、その一方で、今回の新型コロナへ
の対応のなかで医療機関・介護施設も含め
た施設間の連携や役割分担が不徹底である
という指摘もなされています。新型コロナ
以前から、医療における機能分化と連携を
促す地域医療構想や、医療だけでなく介護
を含めた、より広い分化と連携をめざす地
域包括ケアシステムの構築が、政策的に進
められています。また、現政権においては、
連携のための基盤整備の観点から、医療
DX（医療のデジタルトランスフォーメー
ション）として、全国医療情報プラット
フォームの整備を柱とした改革もはじまろ
うとしています。介護分野においても、科
学的介護、あるいはサイエンティフィック

なケアとして、情報通信技術（ICT）の利
活用が強調されています。
　以上より、新型コロナは、医療・介護従
事者への信頼を高めると同時に、今後の医
療・介護現場のあり方に大きな変化をもた
らす、その起点となるように考えられます。
こうした情勢のもとで、地域住民が主体的・
自発的に出資し、利用し、経営にも参加す
るという特性を持った協同組合が医療・介
護事業をすることについて、どのような課
題と可能性があるのかを考えることが、本
分科会のテーマです。
　協同組合と医療・介護との関わりについ
ては、報告のなかでも紹介されると思いま
すが、購買生協の福祉事業においては、「生
協 10 の基本ケア」を理念に、オリジナル
な介護ケアの実践に取り組んでいます。ま
た、医療生協が各地で設立され、事業規模
や組合員数を拡大させています。協同組合
が医療・介護事業を営むということは、広
くは住民自身が医療従事者・介護従事者の
皆さんと手を取り合いながら、自分たちの
健康を自分たちで守っていくことに他なり
ません。
　次に、本日ご報告をお願いしている先生
方についてごく簡単にご紹介したいと思い
ます。
　第Ⅰ報告者は、鎌谷勇宏（かまたに・い
さひろ）先生です。鎌谷先生は、大谷大学
で教鞭をとられるとともに、今期より京都
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第１分科会

生活協同組合の有識理事も務めています。
鎌谷先生には、医療・介護制度の現状と今
後の方向性について、大変にわかりやすい
資料を用意していただきました。
　第Ⅱ報告者は、眞木高之（まき・たかゆ
き）先生です。眞木先生は松江生協病院の
院長で、全日本民主医療機関連合会の副会
長も務めておられます。臨床現場の実情も
ふまえて、今の政府の進めている地域医療
構想が地域の医療需要を取りこぼしてはい
ないのかを検証し、本来の地域医療連携は
どうあるべきかについて、お話をいただけ
るかと思います。
　第Ⅲ報告者は、金山修（かなやま・しゅ
う）様です。金山さんは、京都生活協同組
合執行役員、くらしサポート事業系統の統
括マネージャーをお務めです。生協らしい
介護・福祉事業のあり方と、今の介護報酬
制度の枠組みで事業としてどう採算を取る
のかという点で、日々板挟みになりながら
奮闘されておられるだけに、非常に面白い
話が聞けるかと期待しております。
　それでは第Ⅰ報告者の鎌谷先生、どうぞ
よろしくお願いいたします。

■報告Ⅰ：「医療・介護
政策の方向性～地域に支
えられる医療・福祉事業
を目指して～」　
鎌谷勇宏（大谷大学）

【鎌谷】おはようございます、大谷大学の
鎌谷と申します。普段は大谷大学で社会福
祉士の養成過程に携わっています。私自身
も社会福祉士の資格を持っており、医療・
介護や貧困、生活の困りごとに対して、ど
うやって支援していくかについて、学生を
教育しております。本日の報告では、地域
医療構想と地域包括ケアシステム、また協

同組合の可能性について、わかりやすく説
明したいと思います。

1. 疑問（問題意識）をもって医療や福祉
の現状を見る－待ち時間と診療時間の例
　今回の大きなテーマである地域医療構想
あるいは地域包括ケアの前段階として、ま
ずは医療政策あるいは介護政策をとりまく
構図について、イメージを持っていただき
たいと思います。そのためにも、疑問や問
題意識を持って、医療・福祉の現状を見て
いただきたいです。例えば、病院では、「長
時間待っての短時間診療」と、よく言われ
てきました。昔は「3 時間待っての 3 分診
療」と、少し大げさに言われた時期もあり
ました。そこで、待ち時間と診察時間に関
する統計データを示すと、「待ち時間 30 分
未満」が 53 ～ 54％、「30 分から 1 時間」
が約 20％、「1 時間から 2 時間」が 16 ～
17％、「2 時間以上」も 5％あります。20
人に 1 人、あるいは 20 回に 1 回は、２時
間以上待つことがあり得るわけです。つぎ
に、診察時間では、「5 分未満」が結構多
くて 27 ～ 8％、「10 分未満」が 40％ほど、「20
分未満」が 16％、「30 分未満」が 7％、「30
分以上」は 4％ほどです。以上のことから、

「3 時間待っての 3 分」ではないにしても、
「1 時間待っての 10 分」は、まあまあ生じ
ているといえます。長時間待って短時間の
診療で終わると、「こんなに待たなければ
ならないのか」とか、「これだけ待っても
ちょっとしか診てもらえなかった」とか、
そういった不満が出たりするわけです。
　では、なぜ長時間待っての短時間診療に
なるのかについて、簡単なデータを用いて
その一端を探ります。OECD（経済協力開
発機構）のデータを用いて人口 1,000 人当
たりの医師数を比較すると、オーストリア
が 1 番多くて（人口千人当たり）5 人です。
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日本の医師数は、少ない方から数えて 4 番
目で、他の先進国と比べて医師数は非常に
少ない現状にあります。次に、これも特徴
的なデータなのですが、国民 1 人当たり
1 年間の外来受診回数をみると、1 位が韓
国、２位が日本です。1 位と 2 位がずば抜
けて高いかと思います。日本では医療機関
に非常にかかりやすい状況を実現している
ことにもなるのですが、先ほどの医師の少
なさと外来受診回数の多さとが掛け合わさ
ると、医師 1 人当たり 1 年間の外来患者診
察件数、つまり医師の忙しさを示す指標を
考えることができます。1 位は韓国で、1
年間に 7,000 件です。あまりに突出してい
ますが、2 位の日本は 5,000 件で、3 位以
下を引き離しています。韓国・日本以外で
は、あまり大きな差がなく、おおよそ 1 年
間に 2,000 件ぐらいとなっています。つま
り、他の先進国ではほぼ年 2,000 件の外来
診療件数に対し、日本の医師は年 5,000 件
と、2.5 倍になるわけです。韓国が突出し
ているので、幾分ましには見えてしまいま
すが、日本の医師も大変だといえます。
　ただし、長時間待っての短時間診療を余
儀なくされる患者も大変といえます。病院
に 1 回行くと半日かかってしまうとか、診
察時間が短くて、もう少しいろいろ聞きた
かったのに聞けなかったとか、そういうと
こも起こるかと思います。こうしたことが、
実は医療政策の結果であるということを、
次にお話しさせていただきます。

2. 医療政策・介護政策とは
　次に、医療政策・介護政策について、医
療保険制度、医療提供体制、診療報酬制度、
介護政策の 4 点にわけて、簡単に説明し
ます。

①医療保険制度
　1 つ目の医療保険制度について説明しま
す。保険料、保険給付、財源に分けてお話
します。
　まず、ご参加の皆さんも、医療保険料は
結構気にされているかと思います。被用者
の方は給与から健康保険料が天引きされま
すし、国民健康保険の方はご自身で支払い
ます。いずれにしても、保険料の水準につ
いて、すごく気にされるかと思います。
　次に、保険給付とは、保険が適用される
範囲です。最近、保険給付で大きな変更が
2 つあったので、それらを例にお話します。
昨年度の 4 月、不妊治療が保険適用になり
ました。それまでは医療保険が適用されず、
全額自己負担でしたが、いまは 3 割負担と
なりました。いま一つは、本年度の 4 月よ
り、出産育児一時金が 42 万円から 50 万円
に増額されました。これらのように、保険
の適用範囲や給付の額を決めるのが、保険
給付です。なお、自己負担の割合は、現役
世代は 3 割負担ですが、高齢者などは異な
ります。
　医療保険制度の最後に、財源の話をしま
す。国民医療費の 9 割近くは、医療保険あ
るいは税金で賄われています。残り 1 割ほ
どが自己負担だと考えてください。日本
は、限られた財源で良好な医療結果を実現
していると言われます。この点につき、先
ほど髙山先生のお話にもありましたが、コ
ロナ禍において医療従事者に助けていただ
いて、国民から感謝されていると思います
が、逆に、医療従事者の献身性に頼りすぎ
ると、医師だから、看護師だから、尽力す
るのは当然だろうと、半ば強要してしまう
こともあるのかなと危惧します。
　また、後で眞木先生からもお話があるか
もしれませんが、多くの医療機関は経営的
に相当厳しいです。「安心な暮らしを多少



41

第１分科会

失っても構わないから税金や社会保険料を
安くしてほしい」のか、「安心な暮らしを
永く続けるために税金や社会保険料が増加
しても構わない」のか、2 つの方向性があ
ります。いずれの方向で考えていくのかで、
今後の医療のあり方は大きく変わっていく
と思います。

②医療提供体制
　2 つ目の医療提供体制について説明しま
す。医療提供体制とは、主に医療機関、病
床（入院患者用のベッド）、医療従事者な
ど、実際に患者に医療を提供する機関や人
がテーマになります。ここでは、地域医療
連携と医師不足を取り上げます。
　まず地域医療連携について、かつては「病
院完結型医療」として、例えば、救急車で
病院に運ばれてから、手術をして、その後
の治療からリハビリまで、患者が退院する
まで、1 つの病院のなかで全部行っていま
した。ですが、いまは「地域完結型医療」
として、いくつかの病院が機能分化しつつ
連携して、地域のなかで医療を完結させる
方向に向かっています。
　ここでいう機能分化とは、各病院の守備
範囲を表します。高度急性期、急性期、回
復期、そして慢性期と、大きく 4 つに分か
れます。各病院は、4 つのいずれかの機能
を担いつつ、連携を通じて、地域のなかで
高度急性期から慢性期にかけて医療を完結
するわけです。これまでは病院同士が患者
をめぐって競争していたわけですが、機能
や守備範囲が分かれて地域完結型医療に
なってくると、協調あるいは連携が必要に
なってきます。
　次に、医師不足についてです。当たり前
ですが、実際に医療サービスを提供するの
は医療従事者ですので、病院を数多く開設
しても、医療従事者がいなければ医療は成

り立ちません。この点について、医師不足
を例に説明します。実際に諸外国に比べて
日本の医師数は少ないのですが、これは「医
療政策の結果」だからです。
　医師不足は、ちょうど 20 年前、2003 年
ごろから大きく取り上げられるようにな
り、社会問題化していきます。この医師不
足をめぐる政策を紹介すると、1986 年の
医師数抑制が起点となります。これ以降、
社会保障費とくに医療費抑制のために、医
師数を減らしていこうという政策が行われ
ます。簡単に言うと、医師が増えるから患
者も増え、医療費が高くなるのだから、医
師数を減らせば患者も減って、医療費も削
減できるとの理解のもとで、進められまし
た。ただ、現役の医師に医師を辞めろとは
さすがに言えないので、新しく医師になる
人を減らそうとして、医学部の定員数を削
減します。医学部の定員は文部科学省（当
時は文部省）がコントロールできるので
す。1993 年には医学部の定員が 7725 人と
なり、当時最高であった 1984 年の 8280 人
から 7.7％の定員削減となりました。これ
でもまだ削減目標に届いていないというこ
とでさらに削減が進められ 2003 年には最
低の 7625 人まで削減されます。諸外国に
比べて医師数が少ないことを認識しつつ、
さらに医学部定員の抑制を進めたのです。
つまり、医師不足は計画的だったわけです。
ただ、2003 年から医師不足が言われだし、
さすがに医師数抑制がやり過ぎたというこ
とで 2008 年から医学部の定員も増加基調
になります。
　じつは、海外と比べて医師数が少ないこ
とは以前からわかっていたのですが、それ
でもなお政府は医学部の定員抑制を進めま
した。ですから、2003 年辺りから問題に
なった医師不足の問題は、実は計画的であ
り、当初の目的を果たしたわけです。そし
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て、非常に怖い話だったのですが、新型コ
ロナが始まるちょっと前に、医学部定員数
を再び減らすことが真剣に議論されていま
した。最近でも、医師の労働時間があまり
に長すぎるということで、医師の働き方改
革が言われています。先ほど示した通り、
少ない医師数で多くの患者を診るわけです
から、どうしても過剰な負担がかかってし
まうというわけです。ここが大切なことで
すが、医師不足や医師の長時間労働は、結
局は国民の選択であるわけです。あるいは、
こちらがより問題なのですが、国民が無関
心のまま問題を放置することもあります。
医師不足の問題は、国民の選択あるいは無
関心の結果であると言えるかと思います。

③診療報酬制度
　3 つ目に診療報酬の話をします。ご存知
の方も多いと思いますが、病院の料金や医
療の料金は、国がすべて決めています。国
が決めた医療費のことを診療報酬といいま
す。例として、はじめて病院・診療所を受
診し、あるいは久しぶりに行った場合、初
診療として 288 点、つまり 2880 円がかか
ります。処方箋発行料は、診療所では 68
点、680 円です。診療報酬点数表というの
があり、すべての診療行為の点数あるいは
料金を定めています。病院・診療所行った
ときにもらう領収書にも、どれにいくらか
かったか、だいたいわかるようになって
おります。そして、今は保険が使える薬
が 1 万 6000 ほどありますが、一錠いくら
とか、何ミリリットルいくらとか、軟膏と
かであれば何グラムいくらと決まっていま
す。この診療報酬は経済的インセンティブ
による政策誘導の手段でもあり、国は自分
たちがやってほしい方向性に値段を高く付
け、やってほしくないほうを低く付けると、
赤字を出したくない医療機関は勝手に国が

やってほしいことをやってくれるわけで、
これが政策誘導です。

④介護政策
　医療政策の話は以上ですが、介護政策も
同じようなものとご理解ください。介護
保険制度では、自己負担割合がどうかと
か、あるいは要介護、要支援の範囲をどう
やって決めるかとか、あるいは保険料をい
くらにするかとか、こういったことが 1 つ
のテーマです。そして 2 つ目は介護提供体
制で、相談体制どうするか、訪問介護とか
デイサービスとか、あるいは特別養護老人
ホームなどの施設、こういった提供事業所、
あるいはそこで働く従事者さん、これらを
どうするかがテーマです。先ほど診療報酬
の話をしましたが、介護報酬も同じように
ありまして、たとえば訪問介護の身体介護
は 30 分でだいたい 2,500 円、1 時間でだい
たい 4,000 円です。こういう料金もすべて
決められています。

3. 現在の医療政策・介護政策の方向性
　ここから後半の話になります。地域医療
構想とか地域包括ケアの紹介をします。
　医療保険制度あるいは介護保険制度の保
険料とか自己負担割合とか、保険給付をど
うするかは、一般市民にとっても比較的わ
かりやすいかと思います。それに対して、
医療提供あるいは介護提供体制、つまり病
院のことや診療所のこと、あるいは介護事
業所のこと、あるいはそこで働く方々のこ
とっていうのは、非常にわかりにくいかと
思います。
　この医療提供体制・介護提供体制を理解
するためのキーワードとして、地域医療構
想、地域包括ケア、そして地域共生社会に
ついて、順番に紹介していきます。
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①地域医療構想
　1 つ目は地域医療構想です。地域医療構
想とは、簡単に言うと、入院医療に特化し
た構想計画だと考えていただきたいです。
先ほど紹介した 4 つの医療機能、つまり高
度急性期、急性期、回復期、慢性期につい
て、各病院が自分の守備範囲を決めるとい
うことです。そして、地域の医療関係者の
協議を通じて、病床の機能分化と連携を進
めて、効率的な医療提供体制を実現します。
病院完結型医療から地域完結型医療に移行
してゆくことが、地域医療構想で今日目指
されています。
　地域完結型は、状態に合わせて、患者が
医療機関を移動します。今までは 1 つの病
院で全部やってくれたのが、これからの時
代は A 病院から B 病院に移って、C 病院
に移ると、こういうふうに患者が移動して
いく時代に入っていくわけです。すると、
医療機関の連携がないと、患者は困ってし
まいます。先ほど申しましたが、競争で
はなくて協調あるいは連携が大事になり
ます。
　ただ、地域医療構想は入院医療に特化し
ていまして、在宅生活あるいは地域生活と
いう視点は非常に弱いです。これが地域医
療構想の非常に大まかな内容になります。

②地域包括ケア
　地域包括ケア、あるいは地域包括ケアシ
ステムは、高齢者に特化した医療と介護の
連携だと言えます。高齢者の尊厳の保持と
自立生活の支援が目的であり、住み慣れた
地域で最後まで自分らしい暮らしをするた
めに、地域の包括的な支援サービス提供体
制を構築していく内容です。包括的という
のは、住まい・医療・介護、あるいは介護
予防とか、全般的な生活支援、こういった
ものを一体的に取り扱う計画になっており

ます。
　また、地域包括ケアでは、病院・診療所
あるいは介護事業所、あるいは福祉施設、
高齢者施設、さらにそこで働く従事者の
方々、こういった社会資源をどう確保する
か、そしてどうやって連携、ネットワーク
を作っていくかが求められております。
　対象者はやはり高齢者です。支援方法も
介護保険ベースとした支援内容になってお
ります。そのため、医療保険や介護保険で
対応できる問題には非常に強いんですが、
制度の狭間が結構ありまして、医療保険で
も介護保険でも対応が難しい場合には、対
応ができないという弱点もあります。

③地域共生社会
　3 つ目の地域共生社会については、聞い
たことないっていう方が多いかなというふ
うに私は想像しますが、特に福祉関係など
でよく言われる言葉です。非常に範囲の広
い地域づくりが内容です。
　まず、制度分野ごとの縦割り、あるいは
支え手、受け手というこういった関係性を
超えて、みんなで参加していきましょうと
いう内容になっています。また、地域住民
や地域の多様な主体が参画し、人と人、人
と資源が世代あるいは分野を超えて繋がる
ことです。さらに、住民一人一人の暮らし
と生きがい、地域をともに作っていく社会
を目指します。これらが地域共生社会の内
容で、方向性としてはその通りだと思うの
ですが、具体的な内容がほとんどありませ
ん。
　地域共生社会では、医療とか介護の扱わ
れ方がすごく小さいです。また、非常に大
きな特徴ですが、行政あるいは国よりも、
地域とか地域住民の責任でやりなさいとい
う性格が強いです。そもそもざっくりした
内容で具体性が全然ないわけですが。



44

　以上が、医療提供体制・介護提供体制を
理解するためのキーワードです。

4. 協同組合が行う医療・福祉事業の可能性
　報告の最後に、協同組合が行う医療・福
祉事業の可能性について話をします。地域
包括ケアの実現には医療・介護サービスが
不可欠ですし、地域共生社会で考えると、
子育て支援や障害福祉サービスなども絶対
に欠かせなくなります。医療・介護・子育て、
あるいは障害福祉など、実際に提供する事
業所、機関（事業所）あるいは人（従事者）、
こういったものをどう確保していくかとい
う問題は、避けては通れない大問題です。
　その際、１つの方法は行政任せであり、
もう 1 つは他人任せ、そして３つ目に、自
分たちで取り組む方法があります。もしか
すると、4 つ目の方法もあるかもしれませ
んが。まとめると、行政任せ・他人任せに
するか、自分たちで考えるか、大きくこの
2 つかなと思います。行政あるいは他人任
せで安心なら、それでいいわけですが、そ
れでは安心できないことは、皆さん感覚的
につかんでらっしゃると思います。そこで、
医療機関あるいは福祉事業所を自分たちで
となったときに、協同組合による共同所有
あるいは共同運営が、非常に有力な手段か
と思います。新しい協同組合を作ることも
1 つですし、今ある協同組合に参加して、
そこで積極的に動かしていく方法も取れる
かなと思います。
　ここからは私の経験というか最近非常に
強く感じていることの紹介です。私は障害
福祉サービスの事業所に関わっていまし
て、そこで働く 20 代後半、30 代前半のヘ
ルパーさんから、最近よく悩みを聞きます。
1 つ目は、利用者さんとヘルパーが、パー
トナー関係というよりお客さんとお店のよ
うな関係性になっていて、ヘルパーのやり

がいがなかなか見出せないと。どういうこ
とかというと、一緒に利用者さんの生活が
安定するように支援していくというより
も、そのヘルパーが言うには、利用者がヘ
ルパーのことを何か「使い走り」のように
思っているみたいだと言うのです。お客さ
んとお店の従業員として、「これやっとい
て」「あれやっといて」とか、「急に明日来
られへんか」「（当日朝の連絡で）今日やっ
ぱり来んでええわ」など、勝手な使い方を
されるということをよく聞きます。こう
いった話は、私が関係しているところだけ
じゃなくて、他からもちょこちょこ聞いた
りするのです。
　この問題は解決策・改善策がなかなか見
当たらないのですが、利用者さんやその家
族も、経営側あるいは運営側として参加し
てもらえると、その職員やヘルパーのこと
を、もう少しパートナーと思って、あるい
は育てようとしてくれるのではないかと
思ったりもします。協同組合の場合は、共
同所有・共同運営なわけですから、自分は
利用者でありながら経営のほうにも携わっ
ているとなれば、職員への見方が、単に利
用者が職員を見る形だけじゃなくて、経営
側が自分たちの従業員を見る、そういうふ
うな視点も生まれるかなと強く期待してい
ます。職員やヘルパーと利用者とのパート
ナー関係であれば、働いている側から見て
も働きやすい職場にできると思います。
　よく地域住民を支える医療・福祉と言わ
れますが、一歩進んで、地域住民に支えら
れる、簡単に言うと協同組合に参加してい
る方々に支えられる医療・福祉になれば、
相互関係が築けるわけで、協同組合が行う
医療・福祉事業の大きな可能性はそこにあ
ると考えております。誰かから与えられる、
たとえば国あるいは市町村が準備して当た
り前と考えるのではなくて、自分たちで作
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り、あるいは発展させていく医療・福祉の
事業もあるかと思います。
　そして、地域住民を支える医療・福祉と
いう理解ではなくて、地域住民に支えられ
る医療・福祉ということを、最近強く問題
意識として思っています。住民が主体的に
参加することで、住みよい地域が構築でき
る、あるいはその第一歩になるのではない
かと。住民が参加するには当然場所が必要
なんです。協同組合は、そうした場所にな
り得る、非常に有力な 1 つの選択肢だと思
います。そして医療・福祉事業を使った地
域共生社会の実現を、言うのは簡単で行う
のは難しいですが、1 つの可能性として、
お聞きいただければと思います。
　私の報告は、これで終わりにさせていた
だきます。ありがとうございました。

【髙山】鎌谷先生、ありがとうございました。
大変わかりやすいご報告だったかと思いま
す。続きまして、第 2 報告に移りたいと思
います。眞木先生、よろしくお願いいたし
ます。

■報告Ⅱ：「地域医療構
想の現局面－“切れ目
ない連携”の実態」　
眞木高之（松江生協病
院院長、全日本民医連
副会長）

【眞木】よろしくお願いします。自己紹介
ですけれども、私は大阪出身で 1994 年に
東北大学を卒業し、そのあとすぐに民医連
という組織に入り研修を始めました。専門
は循環器、特に不整脈のカテーテル治療を
専門にしており、途中、循環器病センター
で 1 年研修をしております。そのあと松江
のほうに戻りまして、全日本の民医連の副

会長も務めつつ、去年から松江生協病院の
院長代行で今年の４月から院長を務めてお
ります。松江生協病院のミッションは、救
急・急性期から回復期・療養までを守備範
囲とする生活支援病院であることにポイン
トを置き、やりたい医療でなく、地域から
求められる医療を行う医療機関になろうと
いうことです。先ほど鎌谷先生から医療の
連携、病院完結型から地域完結型化へとい
う話もありましたが、私の病院はあえてそ
こに抵抗し、救急から療養までを 1 つの病
院でやっていく病院を目指しています。
　診療報酬制度のなかで DPC という制度
があります。DPC により、高度急性期の
病院では、1 回の入院に対しては、一疾患
にしか料金が設定されません。だから複数
の病気を持っていても、1 つの疾患に対し
てしか治療しちゃいけないという内容に
なっているのです。１つの疾患の治療が終
わったら一旦退院した後に、別の疾患につ
いては再入院で治療するとなるか、連携先
の他の病院に転院となります。一方、我々
の病院は、「ケアミックス」という形態を
とり、複数の疾患もカバーしています。病
院のホームページを見ていただけたらと思
います。

1. なぜ医療提供体制の再編なのか
　先ほどの鎌谷先生も、医療機関の再編、
医療提供体制が変わっているとのお話が
あったかと思います。なぜ医療提供体制の
再編なのかという点を、最初に見ておきた
いと思います。なぜ医療提供体制の再編
をするのかについて、政府の言っている
ことは、高齢者が急増することです。特
に 2025 年に向けて、あと 2 年後っていう
ことですけど、高齢者が非常に急増する一
方で、生産年齢人口が急減するため、人口
構成の変化に対応するような医療提供体制
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の変換が、今、求められているということ
が、1 つの動機づけとしてあるということ
です。一方で、2025 年から 2040 年にかけ
て、実は一律に高齢者が増えるわけではな
くて、減少する県もあるということも言っ
ています。
　ここでちょっと僕も意外だなと思ったの
は、75 歳以上の人口の動態を見ると、最
も減少するのが大阪府になっています。も
ともと過疎地域が減少するのは、私が住ん
でいる島根県なんかも、そうかなというふ
うに言えるのですけれども、この大阪府、
それから実は京都府なんかも減少県に入っ
ているのですね。こういうような人口構成
を指標として見据えて、医療提供体制を再
編しなければならないと言っているわけで
す。そのなかで、生産年齢人口が減ってい
くとどういうことが起きるかというと、医
療福祉の就業者数も大きく減少すると言わ
れています。ただし、先ほど言った高齢者
の人口が増えますから、必要になる医療従
事者とか福祉介護事業者は増えます。です
から就業者人口は減るのだけれども、医療
従事者とか福祉事業者は増えなくてはなら
ない。これをどうやって捻出していくの
かっていうことが、1 つの課題になるわけ
ですよね。
　そこで言っているのは、1 つは、就労者
人口を増やすこと、70 歳を超えても働き
ましょうというようなことです。75 歳の
人も、支えられる側じゃなくて、支える側
に回りましょうということです。もう 1 つ
は、先ほど DX というような話もありまし
たけども、技術改革のなかで、1 人当たり
の生産能力を上げるため、ロボットなどを
導入し、医療とか福祉に従事する人を減ら
すことです。医療従事者減らすことに合わ
せて、医療提供体制も再編していけるとい
う話です。

　一方で、先ほど鎌谷先生の話で、日本の
医療の人口、医者の数は非常に少ないこと
を皆さん知っていただけたかと思いますけ
ども、もう 1 つ特徴的なのは、先ほど医学
部定員数をどんどん減らしたことです。若
い世代の医師が増えなかったため、今の日
本の医療は、高齢の医師でかなり支えられ
ているということになります。うちの病院
も、もうすでに定年の年齢は 60 歳だった
のが 65 歳になっていますし、今は 75 歳に
していく医療機関も増えているのが実態と
してあります。
　他方で、前段にちょっと言おうと思った
のですけれども、実は医療再編のなかで医
療需要というのが切り捨てられているとい
うこと、言ってみれば私たちの受療権が奪
われている、もう本当に見捨てられていっ
ている方向に動いているということを、今
日知っていただきたいと思っています。

2. 政府発表によるミスリード
　今回の報告をするにあたって、改めて政
府の資料とかも見たなかで、我々は本当に
ミスリードされているなと思います。政府
は、入院患者数は 2040 年までに、主に 65
歳以上の患者が増えることによって、ピー
クを迎えると言っています。だいたい 2 次
医療圏で入院患者数が最大となるのは、住
んでいる地域によって様々で、2020 年で
ピークを迎えるところもあれば、2035 年
にピークを迎えるところもあり、2040 年
に一律に増えるわけではありませんが。そ
のため、医療需要も将来は減っていくとい
います。外来患者数も実はしばらくは増え
るけれども、2020 年までにもピークを迎
えるところが多いとされます。この説明だ
けを聞くと、入院患者数も一定で、人口の
高齢化とともに増えるけれども、高齢者の
方がだんだんお亡くなりになっていくた
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め、いずれピークを過ぎると、我々は思っ
てしまいます。医療需要のピークに合わせ
て医療再編すると、あとでその提供体制が
過剰になりますと、ここらへんが厚生労働
省の主張の 1 つになっているわけです。
　ただ、じゃあ需要が減っているのかとい
うと、これは違うのです。医療需要は在宅
のところでどんどん増え、2040 年以降に
ピークが来るのです。だから、全体の医療
需要が減っているわけではないのだという
ことを、我々は見とかなきゃいけない。医
療需要は外来とか入院とか医療機関だけに
あるのではなくて、在宅も含めて全体で見
ると、医療需要は決して減らないのです。
政府では、在宅が切り離されて議論がされ
ているのではないかと思います。
　もう 1 つのミスリードをされているなっ
て思っているのは、急性期疾患は 2040 年
まで入院患者件数が増えるけども、手術件
数は減ることになっています。これ一体ど
ういうことなのだろうなって、皆さん思い
ませんか？入院患者が増えると、それに比
例して、手術件数も増えないとおかしいで
すね。さっきも言いましたように、85 歳
とか 75 歳とかの高齢者の人の入院が増え
るわけですね。手術件数が減るっていうこ
とは、その方々に手術はしないということ
ですよね。こういうふうな見方をする必要
があります。
　あともう 1 つミスリードされているなと
思うことは、医療と介護の複合ニーズが高
まるから、地域包括ケアで介護は充実させ
ないといけませんよという主張です。実態
は介護も充実されてないというふうに思う
のですけれども、じゃあ医療はどうなの
かって話ですね。医療の充実という話が抜
けているのではないかと、私は本当に強く
思います。医療と介護、高齢者の複合疾患
が増えるって言ったときに、じゃあその高

齢者の複合疾患に応えるような医療に対し
ては、どうするのだと言ったところの議論
はすっかり抜けているなかで、介護、介護っ
ていうような話ばっかり言っているように
思います。

3. 医療費抑制政策と医療提供体制の再編
　もう少し遡って医療政策を見ていくと、
やはり 1980 年代に始まるなというふうに
思います。1980 年代ってどういう時代か
というと、世界的にはレーガノミクスと
か、サッチャー、中曽根っていった新自由
主義が始まった年です。これと呼応する形
で吉村仁氏、当時の厚生省の保健局長が、

「医療費亡国論」を出しました。将来高齢
者が増えることによって医療費が増え、保
険財政っていうのは逼迫する、保険が成り
立たなくなりますよということが言われる
ようになりました。先ほど鎌谷先生が言っ
た 1987 年から医師数の医学部定員数を減
らしてきたことと、まさに呼応していると
思うわけですけれども、要は医療費を減ら
すっていうところから、いろいろな政策が
始まっていると思います。医療費総額管理
の提言も、実は 2005 年に出されていて、
それに呼応する形で医療制度改革大綱が出
されています。ここが医療提供体制が大き
く変わっていく分岐点であり、1 つの大き
な方向性を打ち出した大綱になるわけで
す。ここでは、医療費適正化の総合的な推
進として、医療費について過度の増大を招
かないよう、経済財政と均衡を取れたもの
にしていく必要があると書いています。経
済の伸び以上には医療費は使ってはいけな
いというわけです。そのときの施策として、
1 つは平均在院日数の短縮が言われます。
病床転換に関する財政支援も書かれていま
すが、ベッドを一床分減らしたら何百万円
補助するという制度で、消費税を上げた部
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分で賄われます。柱になるのはやっぱり平
均在院日数の短縮であり、急性期とか回復
期、慢性期、在宅の機能の分化と連携です。
特に、そこでターゲットにされたのは、長
期入院患者の高齢者の平均在院日数をどう
短縮するかが、政策の主眼になっていった
ことです。
　平均在院日数の短縮に向けた取り組みと
して言われていたのは、先ほど鎌谷先生も
言っていましたけれども、医療機能の分化・
連携ということと、在宅療養を推進すると
いうこと、療養病床の転換です。療養病床
は病院じゃなくて施設にする流れを、柱に
したのです。
　それと、コロナ禍を経て、この度、新た
にその方向性をさらに強く打ち出したの
が、このあいだの財政制度審議会の建議で
す。コロナ禍で医療崩壊が起きましたって
いうことは、皆さん経験されたし報道でも
あったかと思います。なぜ起きたのかって
言ったら我々医療従事者の立場からする
と、散々に医療提供体制を縮小してきた帰
結だと思っていたのですけれども、突然報
道で、地域医療構想による機能分化と連携
が進んでいなかったためだとされました。
政府としては、何が言いたいかというと、
医者も少なくなっていくなかで、ベッドが
たくさんあると医師や医療従事者が分散し
てしまう。だから、一つの医療機関にいる
医師の数が少なくなったため、そこで有効
な機能が発揮できなかったから、コロナ患
者を受けられなかった。こういう理屈です
ね。言っていることがわかりますかね？医
師が分散していることがよくなかった、「低
密度医療」が問題だったのだから、地域医
療構想をさらに強力に進めなきゃいけない
と、言われているのですね。
　先ほど鎌谷先生もおっしゃっていたの
で、詳しくは言いませんけども、機能分化

が進めば、各医療機関でやれる守備範囲を
集約させることになります。高度急性期は
診療密度が高い、つまり手術とか集中治療
みたいなところです。急性期は、手術まで
を必要としないかもしれないけれども、た
くさんの薬とか医療従事者を投入しなけれ
ばいけないところ、それが一定落ち着いた
ら次は回復期・リハビリ、そして、定常状
態に達した方は慢性期と、これで切れ目な
く揃っていると、我々はミスリードされる
わけですよね。決してそうじゃないです
よって話をさせてもらいます。
　そして、機能分化と同時にベッド数の削
減が、もう 1 つの政策主眼としてあるわけ
です。2013 年のときに出されたところで
は、135 万床ぐらいあったベッドを 2025
年には、119 万床ですから 20 万床近く減
らしますよっていうような方向性です。減
らすと同時に、残ったベッドを高度急性期、
急性期、回復期、慢性期に分化させていき
ますよと。実際に 2020 年度時点でどうだっ
たかをみると、実はベッドの削減はほぼ達
成しています。ただし、ベッドの構成が狙
い通りではない、だからベッドの構成を変
えましょうっていうのが、現在の地域医療
構想の主眼になってきています。急性期を
減らす、回復期を増やす、慢性期は減らす、
こういうような機能分化を進める必要があ
るというわけです。これをどうやって進め
ていくかっていうと、診療報酬制度の枠組
みを介して、現場では医療機能の分化って
いうのを進めています。病院に支払われる
料金体系の一つに入院基本料というのがあ
ります。入院患者を一人受け入れますと、
1 人あたり決められた額が病院に払われま
す。これが入院基本料です。高度急性期は
格付けが上で、1 日あたりの入院基本料が
高く設定されています。入院基本料とは別
に、診療行為ごとに料金が設定されており、
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分厚い料金体系表があって、薬を使ったと
か、手術をしたとかに対して、それぞれに
料金が支払われます。さらに、それとは別
に、加算もあり、スタッフを整えたとか、
設備を非常に充実させたとか、診療の体制
や設備を充実させれば、そのことを評価し
て、別途料金が支払われる仕組みもありま
す。診療報酬の総額は変わりませんから、
加算があるのであれば、これまでと同じ診
療を行っていたら、支払われる料金が減ら
される、つまり、どこかに減算もあるとい
うことになります。それともう 1 つ、包括
払い方式も導入されました。これは、一つ
一つの医療行為に対して料金が支払われる
のではなくて、疾患ごとに料金が決まって
いて、どれだけ薬や手術をしようが、病院
に支払われる料金は変わらない、というも
のです。薬を使ったり、手術をすればする
ほど、病院の儲けは少なくなる、という方
式です。これらの支払方式をうまく使うこ
とによって、医療機能の分化が進められま
した。
　ちょっと言っておきたいのは、診療報酬
点数でだいたい 100 点の差がつくと、どう
いうふうなインパクトがあるかというと、
1 日当たりの点数が 100 点違うと、100 床
だと年間 3650 万円になります。100 点下
げられると、これだけ一気に病院の経営は
厳しくなるということになります。

4. 診療報酬と病床区分
　入院料を詳しく説明すると、急性期の病
院だと、まず看護体制と患者要件と、平均
在院人数によって、6 段階に入院医療が分
類されています。看護体制が充実してい
る、それから重症な患者さんを多く受け入
れている、それから平均在院日数を少なく
している、在宅にちゃんと 8 割以上帰した、
こういうようなところの病院であれば、入

院料 1（1250 円、加算を加ええて 1380 円）
を算定できます。1000 点の病院とは 300
点ぐらい開いていますから、100 床で言っ
ても 1 億ぐらい収益が違ってくるわけで
す。こういうような形で、高い入院料を取
ろうと思うと、病院側は、たくさん看護師
を雇い、医療・看護必要度の高い患者さん
を集め、早く患者さんを退院させようとな
ります。
　また、急性期だと、DPC 方式もあり、
この場合には、ある病気で入院してきた患
者さんに対して、支払われるお金は、1 人
当たり一定額に決まっています。その決め
方というのは、その人の病気が何かってい
うことによって、もう値段が設定されてい
るのですね。たとえば心不全で入院されて
きたら、この患者さんには、どんな治療を
しても、どういうような看護をしても、お
金の支払われる額は同じなのです。この設
定額も、入院期間に応じて決められてい
て、心不全でいえば、入院期間Ⅰはもう 5
日ぐらいってなっています。入院期間Ⅱだ
と 14 日ぐらいってなっています。Ⅰのと
きは高い点数が設定されています。Ⅱにな
ると低くなります。Ⅲになると激しく低く
なります。そういうふうになって、しかも
心不全以外の病気があろうがなかろうが、
DPC では心不全ていうものに対しての値
段しか支払われません。かつ、そこの点数
も、点数は一定で決められているのですけ
れども、本当に複雑で申し訳ないのですけ
れども、病院ごとに係数がかけられます。
たとえば在院日数、疾患の多さ、救急医療
などによって、DPC の点数に係数がかかっ
てきて、1 点の点数も上下します。国が決
めるやり方は、こういうふうになっていて、
在院日数を短くしてくれる病院であれば点
数を上げますよ、係数を高くしますよとい
う形です。こういうふうな形で、病院への
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政策誘導が入るのです。簡単に言っちゃえ
ば、特徴としては、急性期では、早期退院
ほど収益性アップするということになって
います。また、救急手術患者が多いほど、
収益性アップするということになっていま
す。それから、DPC 病名以外の疾患は評
価されないっていうことですから、いろん
な病気を抱えている人っていうのは、歓迎
されないことになります。DPC 病名以外
の病気を治療すればするほど、病院の持ち
出しが増えるからです。
　さらに、このあいだの診療報酬改定で高
度急性期を位置づけたときに、特に全身麻
酔による手術は年間 2000 件以上やれば加
算がつくという制度が出てきました。年間
2000 件というのはかなりの件数です。ほ
かにも、総合入院体制加算を取ろうと思う
と、人工心肺、さらに難しい手術をやるっ
ていうことをやれば、点数は高く設定しま
すよというふうになっています。ですか
ら、より難しい手術を数多くやればやるほ
ど、病院の実入りはいいよというような話
になっているっていうことですね。
　地域包括ケア病棟では、出来高算定はな
くなって、全部包括になっていきます。出
来高算定は手術と麻酔だけが認められるの
で、それ以外の薬とかリハビリなんかは、
何回やっても、どれだけ薬を使っても、そ
れに対して使えば使うほど、利益は下がる
ことになります。施設基準における看護体
制も、基本的に 10 対 1 以上だったのです
けれども、13 対 1、つまり患者さん 13 人
に対して看護職員 1 人でもよいことになり
ました。入院期間も上限が設定されてい
て、60 日以内に、ほかの施設にじゃなくて、
在宅に退院させなければなりません。在宅
からの入院受け入れと急性期医療機関から
の転院を想定しているということ、それか
ら少ない人員体制と包括払いのため投入医

療資源はなるべく抑制的にしていったほう
がいいですよっていうことになります。そ
して、上限設定期間内での退院が要件に
なってくる、というわけです。
　また、回復期リハビリテーション病院、
病棟というような機能もできましたが、出
来高算定はリハビリのみです。だから、こ
の病院では手術は想定されないということ
で、看護職員はさらに低くても 15 対 1 で
もいいというふうになってきます。また、
重症の障害を持った人をある程度以上受け
入れないといけないし、しかもその障害が
ちゃんと回復する者が一定数必要です。併
せて入院期間も上限が設定されていて、在
宅の復帰率も要件化されています。ですか
ら、回復期リハ病院では、医療行為を行う
患者は想定していないということになりま
す。そもそもここでいうリハビリで何を想
定しているかというと、機能が回復しない
といけないのです。だから、我々現場で見
ていると、ご高齢の方々の機能を維持し、
寝たきりを防止するためのリハビリは、機
能が回復していないとして、回復期のリハ
ビリの患者さん対象にはならないのです。
　あとは療養型病棟、これは唯一入院期間
の上限が設定されてない病棟になります。
ただし、さっき言ったように療養型ってい
うのは施設と同じ位置づけなので、療養型
はなくなる方向です。医療区分が高い人、
つまり、中心静脈という特殊な点滴をして
いるとか人工呼吸器をやっているとか透析
患者をしているとか、一定そういう人で長
期の医療になっている人だけが、この療養
型の対象です。さっき言った高度急性期と
かだと、1 日だいたい 6 万点、6000 点ぐら
いないと高度急性期というのは成り立たな
いですけども、この慢性期だと 1400 点と
か 750 点ぐらいになるのですね。そういう
なかで、医療区分の高い患者の長期になる
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人を受けると、これなかなか大変です。

5. 零れ落ちる患者
　各病床に対象となる患者像はどういうふ
うなものかというと、①高度急性期では、
手術や集中治療、科学療法を必要とする単
一疾患の患者さんで入院期間Ⅱ以内に済む
人というのがターゲットになる患者さんと
いうことになります。②地域包括ケアだ
と、急性期から引き継いだ患者とか、在宅
や施設からの容態が悪化した患者さんのう
ち、60 日以内に在宅に退院できる人です。
短期滞在手術もターゲットで、たとえば眼
科の手術とか白内障の手術みたいなのとか
非常に理想的な患者さんだっていうことで
あります。③回復期リハは、障害の度合い
は高いけれども機能が改善するような、例
えば 1 番典型なのは整形外科の手術を受け
た患者さんです。若くて障害を持つといえ
ば、事故とかになると思うのですけども、
高齢者の脳梗塞なんかで重篤な障害はある
のだけれども、寝たきりになるような人は、
回復期リハでは認められないことになりま
す。最後に、④療養型は、退院後の受入先
がないっていう方ですね。介護施設なんか
でも見てもらえそうにないような人ってい
うことになります。ただここで特徴的なの
は医療資源の投入が少なくて済むので、包
括診療となります。以上のように、診療
報酬で各病床の守備範囲が決められてい
ます。
　そうすると、いずれの機能でも対象とさ
れない患者は、もうこぼれ落ちちゃうこと
になります。こぼれ落ちる患者像とは、入
院期間が長引いて医療資源の投入量が多く
なる、機能改善は望めないけども維持機能
のためのリハビリが必要となる、それから、
病気は持たないのだけれども生活面での自
立が困難っていう、こういうような方って

いうのは、なかなかいずれの守備範囲にも
カバーされない患者像として浮かび上がっ
てきます。少子高齢化で増加する多疾患併
存の自立困難の高齢者は、地域医療構想の
視野から外されていることが、よく見えて
きませんか。
　実際現場の医療機関はどうなってきたか
というと、地域医療構想の前から、老人病
院のようなところで機能の分化が進んでい
たし、療養病床としての機能分化も進めて
きました。ですが、1 つの病院で急性期か
ら慢性期まで見る病院が、病院の規模にか
かわらず、ほとんどすべてだったのです。
ところが、地域医療構想によって、急性期、
回復期、慢性期の医療機関に分化させてい
くと、どうしても本当に、隙間が出てくる
のです。
　そこで、民医連内に加盟する 5 病院に対
して、インタビューをさせていただきまし
た。5 病院とも、実はさっき言ったすべて
の機能を持っていた病院です。でもその病
院の規模とかによって、これだけ選択の幅
を狭めてきました。A 病院は急性期に特
化させる、B 病院は地ケア（地域包括ケア
病床）だけに特化させる、C 病院は急性期、
一部急性期と回復期だけと、そういうよう
な形でそれぞれに選択を迫られてきたとい
うことですね。民医連ですから、我々は本
当にすべての医療需要を汲み尽くすってい
うか、応えたいっていうのがモットーとし
てあるので、実態はどうなったかというこ
とですね。はっきり言うと、高度急性期の
ところでは、手術とか集中治療にならない
急性期の患者さんは、入院適用ではないの
ですね。ですから、誤嚥性肺炎とか尿路感
染症などで手術や集中治療を要しない患者
さんも、入院できない。こういった患者さ
んは救急病院に運ばれるのです。回復期リ
ハとか療養型では、救急体制は充実してい
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ませんから、地ケアにしてもそうですけど
も、高度急性期にまず運ばれるのです。運
ばれたあとに、でも入院させることができ
ないので、連携先を確保しておくことにな
るわけです。これはなかなか難しいところ
で、連携先が確保できないところも多いわ
けですね。そういうようなところでも、A
病院は確保先を非常に一生懸命に確保しな
がら対応しています。地ケアは 60 日超え
の入院患者の割合を 1 割以下に収める必要
があり、回復期リハは在宅に返さなきゃい
けないので、在宅に返したあとも在宅リハ
を整備することも進めています。それから
療養型では体制不足で医療依存度の高い患
者は対応できないのだけど、そこをもう身
銭を切って看護体制を確保していますね。
ケアミックスの病院で、松江生協病院もそ
うなのですけれども、実は 60 日超えの患
者さんが 30% を占めています。収益性や
利益性からいけば、非常に低い患者を受け
入れながら、やっています。どういう方が
60 日超えてくるかということですが、病
態的に不安定だったり、食事摂取量が不安
定だったり、高額医療費を使ってたりと
かっていうような場合ですね。もう 1 つ、
やっぱり重要なのは、入院適用外とか長期
入院の患者の受入先確保のための連携強化
をやるために、ソーシャルワーク機能で
すね。
　一方で、診療報酬で評価されない医療資
源を、我々は投入しながらやっています。
先ほどの A 病院でも言われていましたけ
ども、手術とか集中治療に特化していこう
と思うと、7 対 1 という看護体制ではとて
もやれない。4 対 1 とか 5 対 1 にして対応
しているのですが、これは評価されないの
です。だから、高度急性期といえども、非
常に身銭を切っている部分が多いことにな
ります。あと、期間 II 超の継続入院とい

うのもやらざるを得ない。これは気管切開
とか人工呼吸器装着とか、急性期で受け入
れて手術もやったけれども、すんなりと帰
られるとばかり限らないのですね。そうす
ると非常に重症な病気、医療密度の高いこ
とを提供しなきゃいけない患者さんとか、
どうしても期間を超えた入院になってきま
す。でも受け入れ先がないのですね、そう
いうところの。そうなると、そこはもう期
間を超えても受け入れなきゃいけないみた
いなことが起きてきます。それから複数疾
患を有する患者さんの場合、心不全で入院
してきても肺炎があったとか、実は圧迫骨
折を持っていた場合、DPC の範囲を超え
て治療することになります。地ケアとか回
復期とか療養型でも、算定不可能なものも
積極的にやっているのが実態ですね。
　切れ目ない連携といわれますけれども、
本当に受療権が保障されていないのです。
どういうことが起きているかというと、急
性期の A 病院では、手術や集中治療が不
要の疾患は、入院適用外となっています。
ですから、救急で運ばれても、軽症の肺炎、
心不全、尿路感染は入院の対象とならない。
受入れ先が確保されないと自宅療養になり
ます。これが顕著に現れたのがコロナ禍で
すよね。あと、高齢者は手術対象外になっ
てきています。近隣の高度急性期病院で
は、ある程度年齢で区切って、それ以上の
方は手術しませんと断られるそうです。私
は不整脈の専門的なカテーテル治療をして
おり、病院には高齢の方も年齢に限らず受
け入れていますが、近隣では 75 歳という
年齢で区切ってカテーテル治療をやらない
ふうになっているので、うちには紹介患者
さんがたくさん来ます。数か月先まで予約
が埋まる状況です。
　また、複数の疾患を抱えていても治療対
象は 1 つだけということになりますので、
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インタビューした病院長が言っています
が、同時に 2 つとか 3 つとかの何かの疾患
を持っていても、患者の希望でまとめてや
りましょうとはならない。入院中に別の疾
患が見つかり、その疾患の治療を先行する
必要があったときには、一旦退院のうえ再
入院を予定していたが、ご自宅で急変しお
亡くなりになったというケースもあったそ
うです。それから、うちの病院であったこ
とですけども、70 歳代後半のパーキンソ
ン病の男性が、食事が取れなくて次第に体
動も困難になり、何度も救急車で高度急性
期病院に運ばれるのですが、検査で大きな
異常がないから治療できないと言われ、た
びたび帰されていました。今度は、ケアマ
ネージャーからかかりつけ医を通して慢性
期の病院に紹介されたものの、やはり自分
のとこでは治療できないと断られて、うち
の病院に紹介されてきた。こういうことが
日常的に起きています。
　次の回復期リハ（回リハ）の C 病院で
何か起きているか。機能回復の促進という
ことで、回リハに入れる人は、エリートの
障害を持った人なのです。抗がん剤を飲ん
でいるがん患者、生物学的製剤を服用して
いるリウマチ患者は回リハに入れない、入
院させるといずれも病院が赤字になってし
まう。かといって、地ケアにも入れない。
廃用症候群などの機能維持も回リハの対象
にならないので、地ケアでもリハをやりま
すが、地ケアのリハビリは包括になるので
2 単位しか入らない。わずか 2 単位のリハ
ビリでは寝たきりになってしまう。そのた
め、2 単位以上のリハが必要な場合は、一
般急性期でリハビリを行っている。だから、
病院としては一般急性期の機能を手放すわ
けにはいかない。しかし、一般急性期でリ
ハビリを行った場合、入院期間が長くなる
と一気に入院料が下がり、しかも平均在院

日数に影響が出るため、経営的には本当に
綱渡りです。
　零れ落ちる医療需要を在宅で受け止めら
れるのかというと、高齢者の軽症の患者さ
ん、たとえば圧迫骨折で自宅ではなかなか
動けなくて介護者もいなくて大変なのだけ
ど、入院できない。治療上いろいろ検査し
たけど、どこも悪くないですよって帰って
きてしまう。動けなくなったりとか、食事
量水分量も取れていなかったりするのに、
やっぱり入院とは判断されずに戻ってきて
しまう。いわゆる医療と介護の狭間に落ち
て、なんとか身の回りの環境のなかで支え
られながら、ときにはどうにもならなく
なったとの相談があって、当院で対応させ
ていただく場合もあります。先ほど鎌谷先
生が医療制度と介護制度の狭間って言いま
したけど、そういうようなのがやっぱり出
てきています。また、機能が改善して退院
しても、在宅で行うリハビリテーションに
対する制度上の制限が厳しく、診療報酬で
評価されない外来リハビリテーションも行
われている。
　まとめになりますけど、問題点としては、
各病床機能の守備範囲の先鋭化・狭小化に
よって、医療需要を汲みつくす連携が、じ
つは一層困難になっています。一医療機関
で複数の機能を有するケアミックス型病院
では、地域包括ケア病棟があり、自院の急
性期の病棟から、ケアミックス病棟に病棟
移動によって受け入れていたのですけれど
も、それに制限が加えられました。自院か
らの転棟による地域包括ケアの入院受け入
れが制限されたのです。1 つの病院という
か 1 つの空間のなかで、患者が移動する限
りは、患者さんのなかに切れ目はないわけ
です。患者さんも 1 人の人間ですから。し
かし、医療機関が分断されると、必ず隙間、
狭間が出てくるっていうことですよね。自
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分のとこではないという医療機関が増大し
ます。もう 1 つ深刻なのは、都会とは異な
り、郡部では 1 つの大きい病院ですべての
医療を担うところがほとんどだと思いま
す。島根もそうですけども。そういうとこ
ろが否定されることになります。そうする
と郡部の医療は崩壊すると言えます。
　ちょっと懸念しているのは、現場でのモ
ラルハザードの危機です。やっぱり高齢
者差別医療が起きていると思います。慢
性期の病院や高齢者住宅への転院を依頼
する際、慢性期の病院では、医療資源を
投入することはできないわけです。そう
すると、何か急変した場合には、「お看取
りでいいですか？」「お看取りでいいよ
ね？」と、あらかじめ決めといてください
と言われることが、急性期の病院にはあ
ります。DNR（Do Not Resuscitate、心肺蘇
生はしない）とか、ACP（Advance Care 
Planning）で人生の最終段階をあらかじめ
決めておきましょうっていうことです。そ
ういうようなことが急性期で合意されるの
だけども、回復期に来て家族とゆっくり話
してみたら、やっぱりもっと治療してくだ
さいという話になるのです。
　急性期では、じっくりと患者さんと向き
合うっていうのは残念ながら厳しい。「3
時間待ち 3 分診療」なんて言われますけど
も、患者さんや家族とゆっくりした時間が
取れないとなると、十分な合意を取り付け
ないままに DNR が取られるってことが起
きてしまいますね。そうなって、回復リハ
に行ったときに覆るってことはしょっちゅ
うあるわけです。急性期の A 病院に救急
車で運ばれてきたときに、DNR、心肺蘇
生しないという確認が取られる事態が起
きているわけです。これ本当に皆さん医
療現場でこんなことが起きているのかと、
ショックをたぶん受けられたと思いますけ

れども、これが実際に現場で進んでいるこ
となのです。ある程度の年齢で区切って手
術はしませんと断られるケース、これも本
当にしょっちゅう起きています。2012 年
に老年医学会が、最善の医療は年齢で区切
ることなく提供すべきだとの立場を表明し
ました。その表明では、終末期って特に年
齢では決められないことも書いています。
治療してみて初めて終末期が見えてくるわ
けで、やらないあいだに終末期を決めるこ
とはできないのです。同じ年齢でも個人の
差がありすぎますから決められない、そこ
をちゃんと心得て治療しなければいけない
と、老年医学会で言われていて、ここを強
く我々医療人も心得ておく必要があると
思っています。
　もう 1 つ言いたいことがあります。こう
いうようなことをやっていて、本当に医療
費が減少しているのかということです。実
際には医療費はずんずんずんずん増加して
いるわけですよね。これ私は当然ではない
かなというふうに思います。どういうこと
かと言うと、DPC・急性期病院からの紹
介では、ほとんど全身チェックをしてこな
い。1 入院 1 疾患ですから、それ以外の病
気は検査もしないし治療もしないで送られ
てくるわけです。送られてきたときに検査
してみたら、ほかの病気がたくさん見つか
り、また送り返すことがあります。ですか
ら、検査や治療の重複ややり直しが起きる
し、再入院も繰り返される。そんなことを
やっていれば、1 人の患者さんに投入する
医療費は、むしろ嵩むのではないかと思い
ますね。医療とか福祉の公共性を思うので
あれば、やっぱり患者 1 人当たり、何人治
したかっていう料金設定はおかしいでしょ
う。消防署の運営を比較してみてください。
何件消火したら、いくら消防署には支払わ
れる、という料金体系にはなっていないは
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ずです。火事が起ころうが起こらなかろう
が、それに備えて準備をしていくために必
要な運営費が支払われているのではないで
しょうか。医療も、病気の人を何人診たか
で料金を支払うのではなく、いつでも、ど
こでも、すべての人が最善の医療を受けら
れるように、パンデミックにも十分対応で
きるような備えを、社会として準備してお
く、そのために必要な費用を支払うという
料金体系にすべきではないでしょうか？受
療権は基本的人権だということを、声高に
地域から発信し、求めていく必要があると
思います。いつでもどこでも誰でも平等に、
最善の医療を、これ高齢者の人もそうです
けども、高齢者が切り捨てられるというこ
とは、ゆくゆくは我々自身も切り捨てられ
るというふうに、ちゃんと見るべきだと思
います。実態をやっぱり知ったうえで、そ
れを求めていくっていうことが必要だろう
と思います。
　あと、皆さん、今日初めて聞いてショッ
クを受けられたと思うのですけども、やっ
ぱりブラックボックス化している医療と介
護、福祉の市民への可視化をしていくこと
が、必要かなと思います。さっき鎌谷先生
も、病床機能の再編は地域の調整会議でさ
れると報告されましたが、うちの病院はこ
の調整会議のなかにメンバーとしては加
わっていません。ですから、会議のなかで
どういうことが話されて、どういうふうに
して医療連携が進められるかは、わからな
いのですね。情報公開を求めていくことが
必要だと思います。やっぱり今言われてい
るような医療需要を切り捨て再編する政策
を転換すること、選択と集約、ゲートキー
パーかかりつけ機能のあり方に対して、
やっぱり No を言わなければならないと思
います。そもそもの社会保障費の拡充とか、
医療介護従事者の増員と処遇の改善を求め

て、医療者と一般市民の方とが共同に声を
上げていくことが、やっぱり必要になって
いくと思います。地域によって矛盾の表出
の仕方は様々なので、言ってみれば地域が
運動の主体、出発点にならなきゃいけない
かなというふうに思っています。長くなり
ました。すみません、以上です。

【髙山】眞木先生、大変力のこもったご報
告ありがとうございました。今日のご参加
の皆様は、必ずしも医療従事者ではないと
思いますので、本当にブラックボックスを
1 つ開けていただいたということだと思い
ます。続きまして、金山様、どうぞお願い
いたします。

■報告Ⅲ：「京都生協の
介護事業～山積する課題
と今後の展望」　
金山修（京都生活協同組
合 くらしサポート事業
系統 統括マネジャー）

【金山】
1. 京都生協の介護事業の概要
　京都生協における高齢者の福祉活動は、
1985 年「くらしの助け合いの会」に始ま
ります。家事援助などの困りごとを、組
合員同士の助け合いで解決する有償ボラン
ティアということでスタートしております。
　その後、1998 年に介護保険のスタート
を見据えて福祉活動部が開設され、2000 
年の介護保険事業スタートと同時に、京都
市北区で事業を始めました。福知山市、中
京区、右京区、左京区、伏見区と順次事業
所を増やしていき、2014 年に経常剰余黒
字が最高になりました。しかしその後は、
介護報酬の改定等の影響もあり、損益が悪
化していきます。2019 年に 2 つあったデ
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イサービスの 1 つを閉所し、小規模多機能
型事業所を開設いたしました。さらに事業
所の統合や、もう 1 つのデイサービスの閉
所等、経営的には厳しい状況を続けながら、
今日に至っています。
　現在は、京都市内に 5 事業所、福知山
市に 1 事業所の計 6 事業所です。もとも
と訪問介護が収入や利益の中心だったので
すが、ヘルパー職員の高齢化が進む中で、
収入が減っています。2017 ～ 18 年に非常
勤ヘルパー職員の一部を常勤ヘルパーに転
換したことも人件費の負荷となりました。
また 2019 年に開設した小規模多機能型は
新型コロナ感染症の影響もあり利用者確保
に大変苦戦しています。損益改善に努めて
おりますが、赤字構造が脱却できていない
のはご覧の通りです（表：「事業数値の推
移」）。
　京都生協の理念は「頼もしき隣人たらん」
というものです。これは初代理事長の言葉
で、困ったときはお互いに寄り添い、支え

合いましょうという、生協の存在意義をわ
かりやすく述べたものです。京都生協が介
護事業を行う意義もここにあると考えてい
ます。

2. 介護事業の強み
　第一に、利用者に寄り添った丁寧なケア
ができていることです。毎月の職場会議
で、職員の活動報告を出し合っているので
すが、次のような事例がありました。
　「普段はヘルパーに対して割に口やかま
しくおっしゃる利用者が、その日に限って
は口数が少なかった。不審に思ったヘル
パーがそのことを事業所に報告し、医療に
連携したところ、脳梗塞の早期発見に繋
がった。」
　「『洗濯機に行く途中の段差がちょっと怖
い』という利用者の何気ない声をヘルパー
がキャッチして、福祉用具の手すりを導入
できた。利用者が自分で洗濯を続けること
ができ、在宅支援につながっている。」

事業数値の推移
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　これらは普段から利用者に身近に接し
て、様子をよく見ているヘルパーならでは
の気づきで、とても優れた事例だと思い
ます。このような各事業所からの事例は、
所長会議で選定して毎年 1 回「キラリ賞」
として表彰し評価しております。
　また小規模多機能型では、利用者をいく
つかのグループに分けて、担当の介護職員
が、それぞれの利用者の「くらしの様子」
や「状況の変化」を共有化してよりよいケ
アにつなげるように努めています。毎週金
曜日、生協の移動店舗に来てもらっている
のですが、これまでデイサービスに来るの
を嫌がっておられた利用者がこの移動店舗
をきっかけに来ていただけるようになっ
た、という事例があります。
　第二に、職員自らが運営に参画して運営
水準の維持向上を図っているということで
す。特にケアマネジャーのチームは、自分
たちで企画した合同会議を隔月で開催して
情報共有や研修をすすめたり、マニュアル・
コンプライアンス・リスクといった委員会
活動を自分たちで運営しており、このよう
な組織風土をつくっているのは非常に強み
だと考えています。
　第三は、介護職員からの評価はいろいろ
ですが、それなりに丁寧な処遇を実施でき

ていると思います。処遇改善加算を原資と
した賃上げにはいろいろな支給方法があ
り、法人によっては年度末に一時金として
渡す場合もあるそうです。私たちは毎月の
賃金や時給に反映する方法で加給していま
すが、支給総額が加算収入見込み額を上回
るように設定しなければいけませんので、
一部「持ち出し」で支給しています。この
結果、常勤職員全体の 4 割程度が年収 440
万円超となっています。また、非常勤職員
から常勤職員、さらに総合職へというス
テップアップが可能になっていることも、
私たちの強みだと考えています。

3. 介護事業の課題
　ただし、この強みの裏返しが私たちの弱
みであり改善の方向性でもあります。
　第一に、利用者に寄り添った丁寧なケア
の裏返しということでは、事業をすすめる
うえで事業所や個人の力量に頼る部分が多
く、制度的・仕組み的な裏付けが薄いとい
う課題があります。訪問介護では、サービ
ス提供責任者が介護計画作成やヘルパー調
整を行いますが、業務手順やヘルパー研修
などが事業所まかせの傾向になっており、
組織全体としての進め方が確立できていな
いという弱点があります。現在、日本生協
連からご紹介いただいたアドバイザーの先
生に関わっていただき、紙の記録書からス
マホを使ったデジタル記録に置き換えるな
ど、仕組みづくりをすすめているところ
です。
　第二に、職員自身に依拠した運営の裏返
しとして、法人本体としての高齢者介護の
位置づけが曖昧で、京都生協として具体的
にどう考えるのか、打ち出せていないこと
が課題です。これについては、ならコープ
を母体とした社会福祉法人「協同福祉会」
さんが提唱された「生協 10 の基本ケア」生協の移動店舗
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をしっかり学んでいこうと考えています。
　また京都生協の宅配事業や店舗事業で
も、「見守り活動」「移動店舗」「お買物サポー
ト便」など、高齢者への支援はそれなりに
実施しています。ただし、縦割り的でお互
いの協力関係が弱いので、関係性を強めて
いくと京都生協らしいお役立ちができるの
かなと考えています。

4. 介護職員の育成と確保
　第三に、一定の処遇ができていることの
裏返しとして、処遇に見合った活躍をして
いただけるようなマネジメントが弱いこと
が課題です。これまで京都生協では、介護
事業のことを知らない職員が異動で着任し
て経営管理を担ってきました。そうではな
く、現場のことをよく知っている職員が経
営管理を担うことが大事だと考え、一昨年
度、現役ケアマネジャーに総合職になっ
ていただき、昨年度より福祉事業部マネ
ジャーとして頑張ってもらっています。今
後も、このような内部登用をぜひ進めてい
きたいと思っています。
　職員不足と高い人件費の同時進行で安定
した事業経営ができていないことは、引き
続き大きな課題です。あわせて、職員層が
非常に高齢化しております。登録ヘルパー
の平均年齢は 60 歳 を超えており、新しい
登録ヘルパーの応募が少ないため、職員数
の減少が進んでおります。今後は、私たち
の優位な部分と不得意な部分をしっかりと
棚卸して、人的資源の有効活用をはかるこ
とが必要です。
　最後に介護保険制度についてです。ケア
労働者は社会的にも絶対的に不足しており
まして、訪問介護だと求人倍率が 10 倍以
上と言われています。「3K」の代表格みた
いな感じになっています。よく言われるこ
とですが、「ケアの仕事は家事の延長であっ

て、本来は無償労働である」という考え方
が背後にあるのではないかと思います。今
後、持続可能性を図っていくためには、「ケ
ア労働には考えられている以上の価値があ
る」ということについて、社会的なコンセ
ンサスが必要になってくるのではないで
しょうか。
　ケア労働は、サービスを売ったり買った
りする「サービス業」として位置づけられ
ています。しかし、私たちケア労働者の側
からは、単なるサービス業にとどまらない、
社会的・文化的な価値を維持形成する仕事
だということを、継続的に発信していかな
ければならないと考えております。当然、
私たち自身の専門性を高める努力も引き続
き必要だと思います。
　以上です。ありがとうございました。

【髙山】金山様どうもありがとうございま
した。京都生協の取り組み、強みの部分と、
またこれからにも向けての課題ということ
もわりと率直にお話いただきまして大変あ
りがとうございます。

■パネル・ディスカッション

【髙山】まずコーディネーターである私の
ほうから、3 人の報告者の皆様に質問させ
ていただきます。そのあと、コメントも 1
件いただいているみたいですし、参加者
の皆様からの質問をお聞きしたいと思い
ます。
　まず、鎌谷先生のご報告についてです。
大変にわかりやすい制度解説だったかと思
います。感想文も楽しみですが、私も先生
の授業を受けたいなと思いました。それ
で、とくに私の印象に残っていることは、
先生が、今ある医療の制度や政策は国民の
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選択あるいは無関心の結果であるというこ
とを、非常に強調されていたことです。ま
たそのなかでも、保険料や患者負担、窓口
負担はわかりやすい、そこには国民は反応
するのだけれど、医療提供体制では何が
起こっているのかは非常にわかりにくい、
そういった意味での情報格差についても、
おっしゃられたかと思います。この点は、
協同組合に限らず、医療福祉の分野で事業
や運動をするときに、非常に重要だと思い
ます。
　そこで、鎌谷先生に質問したいことは、
ご自身の障害者福祉でのご感想も含めて、
やはり利用者の側も、ケアワーカーという
か、介護や福祉の事業従事者に対する考え
方が問われるという点です。私は授業など
でいつも、コロナ禍での医療・介護・福従
事者の方々の献身的な努力を忘れちゃいけ
ませんと言います。外国では、コロナ禍の
2020 年には従事者がどんどん医療現場か
ら逃げ去った国もあるわけですね。だから
日本の従事者は素晴らしいと僕は思ってい
ますが、その辺りについて、鎌谷先生には、
国民にどのような教育あるいは啓発が必要
なのか、お聞きしたいと思います。また、
もし時間があれば、もう 1 つ鎌谷先生には、
昨年度の総会記念シンポで取り上げた労働
者協同組合というのが、先生のご関心のあ
る分野で使う可能性があるのかというころ
も、もし時間があればお聞きしたいと思い
ます。
　続きまして眞木先生のご報告です。眞木
先生は、現場で診療に従事され、また全日
本民医連や松江生協病院の院長というお立
場で、地域の医療や医療政策にも全面的に
コミットされておられる方で、本当に今日
の報告も迫力があったかと思います。ご参
加者の皆様にはショックを受けられた方も
おられるかと思います。会場では事務局が

ショックを受けておりました。それで、先
生のお話では、厚生労働省の政策文書を鵜
呑みにしてはいけないことを強調されまし
た。国にはやろうと思っている政策があっ
て、それを論証するために資料が用意され
る。コロナ禍でいろいろな課題が明らかに
なったいまも、医療機関の連携が進んでい
ないのが原因だから、地域医療構想を進め
なければいけないと国は言います。今回の
眞木先生のお話では、細かく診療報酬の施
設基準についても取り上げていただいたの
ですが、そこを踏まえて考えると、実はど
こにも該当しない患者さんは、結構出てく
るのですね。医療現場もそれはわかってい
て、非常に、特に民医連にも参加している
ような病院の方々は、本当にそこでの板挟
みになっているという、そういう切実な声
も聞けたかと思います。眞木先生のおられ
る松江生協病院のように、地域に密着しな
がらケアミックスを担う病院もやはり必要
です。経済学では範囲の経済性と言います
けれども、それも大事だなということも今
回非常に印象付けられました。
　そこで眞木先生にご質問したいことは、
やはり先生の病院で地域に密着しながらケ
アミックス型を展開しようとされた、その
意思決定のところをぜひお聞きしたいで
す。生協法人ということで、他の医療法人
に比べて、組合員といいますか、患者・住
民との接点が非常に多く、意思決定にも制
度的にも参加するという仕組みがあると思
うのですが、たとえばそういうところが先
生の病院の特色を出す上で、寄与している
のか、そうでないのかを、ぜひお聞きした
いと思います。
　あとはもう 1 つ、もしお時間があれば構
いませんが、先生は医療・福祉がブラック
ボックスになっているということを結構言
われていて、このブラックボックスになっ
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ている部分をどう広めていくか、どう発信
していくかについて、先生のお考えがあり
ましたら、ぜひお聞きしたいと思います。
　最後に、金山様には、京都生協の取り組
みを丁寧に、また弱みを示すっていう意味
では非常に率直に、ご報告していただき、
本当にありがとうございます。私自身も 8
年間、京都生協の有識理事として参加させ
ていただいたのですけれども、やっぱり京
都生協の福祉事業では面白いことをいっぱ
いやっていまして、今日お伺いした「キラ
リほっと」という事例共有については、私
も理事会で素晴らしいという話をしまし
た。国には医療事故の調査制度の仕組みが
あって、「ヒヤリハット事例」をきめ細か
く収集しています。ヒヤリハットというの
は、事故にとか過誤に至る前の、危なかっ
たっていうところですね。それも含めて国
は収集しているのですが、それだとつらい
話ばかりなので、むしろ京都生協では「キ
ラリほっと」で、これよかったねっていう
事例を集めて、それを宝にして共有し、事
業の活動、運動の改善に繋げているのが素
晴らしいですね。
　また、処遇改善についても、法人によっ
ては内部留保するところもあると聞きます
けど、京都生協はちゃんと還元し、持ち出
しも含めて支払い、かつキャリアパスも
しっかり提示されています。こういうとこ
ろは、もっと宣伝していくことが大切かな
と思いました。一方で、弱みというところ
では、率直に法人としての位置づけがまだ
弱いとも話されていたことが印象に残って
います。
　金山様は、報告の最後に、エッセンシャ
ルワーカーという言葉も耳にしますが、ケ
アを担う介護従事者が社会にとって必要不
可欠な社会的文化的価値を維持・形成する
必須のワークであることを強調されていま

した。私も賛成なのですが、そのことに関
して、京都生協で今取り組んでいることや、
これからやりたいということがありました
ら、ぜひお聞かせください。あともう 1 つ、
お話のなかで協同福祉会あすなら園の話も
よく出てきましたが、生協本体とは別法人
にした方がよいのか、金山さん自身はどの
ようにお考えなのかお聞きしたいと思いま
す。たとえば特別養護老人ホームを作ろう
とすると、どうしても社会福祉法人を作ら
なければいけないとか、いろいろ制度上の
課題もありますので、差し支えのない範囲
で、お答えいただきたいと思います。まず
鎌谷先生お願いします。

【鎌谷】ありがとうございました。2 つご
質問いただいたかと思いますが、1 つ目は、
どういうふうに教育というか皆さんにお伝
えするかということですね。これはもう非
常に難しくて、たとえば私も授業で目の前
にいる学生にはいろいろ言うわけですが、
ごく限られた人数で、なかなか世間には通
らないですね。あとやはり大事なのが、金
山さんから自分たちでいろいろ発信してい
くというお話がありましたが、自分たちで
自分たちの苦労を発信するだけでは、世間
からは避けられることが多いのかなと思い
ます。やはり、我々が伝えたり、あるいは
たとえば介護現場の大変さを医療現場の人
が伝えたり、あるいはその逆に医療現場の
大変さを介護現場のほうが伝えたりとか、
第三者というか、横から言うのが必要なの
かなと。その意味では、今回のように眞木
先生や金山さんと私で報告できたことは、
そういう面ではよかったかなというふうに
感じております。
　2 つ目に質問していただいた労働者協同
組合ですね。働いている人の共同所有共同
運営ですので、今回私が話をした、利用者
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さんあるいは地域住民の人たちの共同所有
共同運営の話とは、少し方向性が違うのか
なというふうに感じております。以上です。

【髙山】鎌谷先生、どうもありがとうござ
いました。それでは、眞木先生よろしくお
願いいたします。

【眞木】ありがとうございます。うちの病
院がケアミックスを選択しているというこ
とについてのご質問だったかと思いますけ
れども、たぶんこういう病床選択を迫ら
れたのは 2010 年前後だったかなと思いま
す。そのときに、ある程度の規模の、うち
は 350 床ですけれども、ある程度の病床規
模があったことが、要因として大きいかな
と思うのですけれども、入院していた患者
さんがまさしく急性期から慢性期までいた
わけですね。そうした需要に応える形を取
るには、どこだけかを切り取ってやるって
いう選択にはならないですよね。そうなる
と、ケアミックスっていう選択にならざる
を得なかった。あと、戦略的にどこか 1 つ
というような選択を取るとなると、それは
それでまた大変だというのもあって、ケア
ミックスを選んだのかなというところもあ
りますが。今振り返ったら、この選択は間
違ってなかったなと非常に思っています。
別の圏域のところでは、かなり病床数を減
らしながら、実は急性期に舵切る病院もあ
りました。急性期だけに特化しようとなる
と、それ以外の部分を受け入れる病床がな
くなるので、急性期以外の病床をどんどん
減らしていく形になったのです。しかし、
急性期を経たあとの患者さんをすべて連携
先に頼るというのは、現実的には難しい、
そのため、急性期後の患者さんを継続して
診ることができる病床として地域包括ケア
病床を自院でも取ろうというお考えがこの

度の診療報酬改定前にあったそうですが、
今回の診療報酬改定で、自院内での急性期
から地域包括ケアへの患者移動に制限がか
けられたため、その考えを諦めざるをえな
くなったようです。
　だから地域の方向性としては急性期だけ
では全然ダメだし、地域の連携だけでも難
しいという現状があるなかで、やっぱりケ
アミックスが必要です。最近、「地域密着
型多機能病院」が注目されていて、慢性期
医療協会なんかでも、一時期は機能分化ば
かり言っていたのが、中小病院を中心に地
域密着型の多機能病院っていうのが地域で
要求に応えられるあり方だと、一部から叫
ばれるようになってきています。ですので、
ケアミックスは選択として間違ってなかっ
たかなと思うのですが、今後もそれで生き
残っていけるかは非常に厳しくて、うちも
先ほど 80 代以上の方に手術をしていると
いいましたが、手術をするとなるとそれな
りに投資が必要になりますし、それに応え
られるような料金体系でないと、経営を維
持するのは非常に厳しいかなと思ってい
ます。
　ブラックボックス化になっている部分を
どう発信していくかというお話ですけれど
も、先ほど鎌谷先生が言ってくださったと
ころがポイントの 1 つになるかなと思いま
す。私は、現場の起きている実態をいろん
な場所で発信せざるを得ないと思っていま
すが、実は無料低額診療事業もやっており、
利用者の属性調査をしました。そこに関し
て、非常にショッキングなデータですけれ
ども、利用していたのは 40 代から 50 代男
性で、国保（市町村国民健康保険）の方が
1 番多いっていうような事情がわかったの
です。この実態を、共同研究者である島根
大学の法文学部の教室の先生と一緒にマス
コミに伝えたら、このあいだテレビ放映さ



62

れました。そういう発信をいかに多くやっ
ていくかということが、やっぱり何より大
切なのかなと思います。そういう意味でも、

「共同の営みとしての医療」という民医連
の言葉があるのですけれども、現場の矛盾
をリアルに伝えていく努力をしていく必要
があるのかなと思います。すみません長く
なりましたが以上です。

【髙山】眞木先生どうもありがとうござい
ました。それでは金山様お願いいたします。

【金山】社会的な役割の発信というのは非
常に大事だと思います。以前に、組合員さ
んの集まりに呼んでいただいて話をさせて
いただいたときのことです。参加されてい
たのは、60 ～ 80 歳代の女性 5 人でした。
医療や介護に関心が高い層だと思うのです
が、皆さん介護保険の具体的な中身につい
てあまりご存じではありませんでした。医
療もそうだと思いますが、介護は当事者に
なってみないとわからないし、当事者に
なったからといって介護保険のことが全部
わかるようにはならないわけです。
　その点については、「生協 10 の基本ケア」
を元気なうちから学んで在宅介護に備えて
いきましょう、という切り口は有効だと思
います。コープみらいさん等で積極的に実
践されていると聞いています。そのような
ミニ学習会を組織内で作っていくのが、1 
つの方向性です。この点につきましては、
医療生協さんが取り組んでおられる班活動
はとても参考になります。本当にすごいな
と思って拝見しています。
　別法人につきましては、私たちの現状か
らみると、難しいと考えています。なんで
も自前でやる必要はなく、自法人では得意
分野に特化した事業をおこない、それ以外
は地域のほかの介護・医療の皆さまとネッ

トワークをうまく組む、という方向に持っ
ていったほうが良い、と考えております。

【髙山】金山様どうもありがとうございま
した。最後に、質疑応答いきたいと思うん
ですが、まずコメントで 1 ついただいてお
ります。「組合員の役割が弱まっているの
ではないかというところで、今後どうした
らいいですか？」との質問いただいていま
す。眞木先生と金山様に回答していただく
のがよろしいかなと思います。眞木先生、
金山様、組合員の役割というところで何か
感じるところがあれば教えていただければ
と思います。

【眞木】じゃあ私のほうからいいですか。
組合員の役割は絶大ですけれども、それを
医療従事者のほうがわかっているかという
ところが問題です。さっき班会というのが
ありましたよね。班会で今の現場のことを
伝えて、その方から地域に発信してもらう
というような流れができればいいのですけ
れども、逆に、医療従事者の側が忙しすぎ
て、組合員活動にあまり参加できていない
ために、ブラックボックス化というか、組
合員自身に伝わっていないというところが
あるように思います。そこは、やっぱり組
合員さんにも、もっと教えてくださいとい
うアクションを起こしていただくと、我々
もそこに出ていく形になってくると思うの
で、そういう意味では、組合員さんだけの
問題ではなくて、我々医療従事者のほうも
生協のメンバーではあるはずなのだけど、
その自覚をもう少し持たなきゃいけないか
なというふうにちょっと思ったりします。
以上です。

【金山】京都生協では、商品や環境などの
組合員活動は熱心に取り組まれています。
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ただし、組合員の介護や年金に対する強い
問題意識を、組合員活動として形にするの
は、すこし弱いかなと思います。まずは、
職員に対する広報宣伝活動からはじめるこ
とが課題だと思っています。

【髙山】眞木先生、金山様、どうもありが
とうございました。眞木先生からは、医療
従事者の側でも医療生協の職員という自覚
が必要だという、非常に貴重なご意見いた
だけたと思います。また金山様からは、購
買生協の職員の側でももっと周知がいると
いうご指摘でした。ブラックボックスとい
う言い方が繰り返し出ましたが、組合員や
地域住民の医療・介護ニーズが広範囲に広
がっているなかで、消費生協であれ保健医
療生協であれ、生協法人としてどういうふ
うにニーズを受け止めて、事業活動あるい
は組合員活動に取り組んでいくかが、課題
だとわかりました。ありがとうございます。
まだお 1 人ぐらいはご質問受けることはで
きるのですが、いかがでしょうか？

【眞木】じゃあ私のほうから、良いですか？
1 つは、協同と言ったときに特に鎌谷先生
とか、金山さんのほうから、ヘルパーさん
の悩みについての話がありましたね。利用
者側からいろいろあったときに、やっぱり
その協同というのはお互いをリスペクトし
て、お互いの人権を尊重し合うという関係
性がないと、うまくいかないと思います。
そういう意味では、やっぱり人権意識の醸
成が、職員同士もそうだし、職員と患者さ
ん利用者とのあいだの関係性でも、そこが
ベースにならないと、共同の取り組みって
いうのはうまくいかないのかなと考えま
した。
　あともう 1 つ、医療とか介護では、公共
にもっと役割を果たしてもらうことが必要

です。協同だけでやると、公共の補完になっ
てしまう可能性がある。協同が頑張るのと
同時に、協同ができない部分を公共にちゃ
んと求めていくというのも必要かなと思い
ますが。

【髙山】では、鎌谷先生、金山様。そして
リスペクトの件ではぜひ今日ご参加されて
いるので川口先生にも一言いただきたいと
思います。

【鎌谷】リスペクトの件は、私もまさしく
そう思いますし、やはりみんなで支えてい
る、片方が片方を支えているだけじゃない
ということが、重要なのかなと思います。
川口先生のご意見ぜひ聞きたいので、私の
話はこのぐらいにして次進んでください。

【金山】眞木先生のご指摘は本当にその通
りだと思います。事業者はサービスを売る
立場で、利用者・家族はサービスを買う立
場ということに、どうしても発想が縛られ
がちです。介護という社会的資源をいっ
しょにつくっていくパートナーだ、という
関係性がつくれるといいのですが。その
辺りが私たちの課題なのかなと思ってい
ます。

【髙山】ありがとうございます。じゃあ
ちょっと突然ですみませんが、川口先生、
どうぞよろしくお願いいたします。

【川口啓子（大阪健康福
祉短期大学付属福祉実践
研究センター 研究セン
ター長）】　川口です。今
日は貴重なお話ありがと
うございました。私もい
い振り返りになりましたし、ちょっと思い
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起こせば、それこそ高齢者に差別的に診療
報酬が入ったのが 1980 年ぐらいだったか
なと思うのですけれども、そこから本当に
どんどんエイジズムが進んできたことを、
改めて今日振り返る機会になりました。あ
りがとうございます。だいぶ前ですよね、
当時の大蔵大臣が、医療がまだ 70 歳を超
えたら無料になっていたころに、「枯れ木
に水をやるようなものだ」と言ったのを覚
えていらっしゃる方、多いと思います。そ
れがまだずっと続いていて、いつの間にか
我々にもじわじわ浸透してきて、高齢者自
身が、病気になったり要介護になったりし
たら迷惑をかけると言いますよね。私もそ
こをなんとかして変えていかないと、お互
いのリスペクトが生まれないのかなと思い
ますね。要介護者って中途障害者なのです
よ。だから、要介護は迷惑をかけるという
と、本人が気づかないまま、障害者は迷惑
だと言っているのと一緒なんですね。障害
者差別が、自分でも気がつかないうちにあ
るわけですよね、心の底にね。そこを克服
していくのに、私は、組合員の力がすごく
重要だというふうに思っています。先日も
尼崎医療生協の組合員さんと話していた
ら、やっぱり要介護になったら迷惑だか
ら早く施設に入らなきゃと言うんですよ
ね。だから要介護イコール施設に入る。そ
の中間のことはなんにもなくて、自分がど
うやって自分らしく生きるかっていうとこ
ろの問題提起がされていないような気がし
ます。だから、そこのところにやっぱり食
いついていきたいなっていうことと、あと
医療生協には時々お願いしているんですけ
ど、ぜひ亡くなり方を学びたい。病院内で
はデスカンファレンスをやっていると思う
のです。私たちなんかも、人間はどういう
ふうに亡くなっていくのか、自宅で亡くな
る場合とか、病院で亡くなる場合とか、怪

我で亡くなる場合とか、苦しみながら亡く
なる場合と、静かに息を引き取る場合と
か、そういう亡くなり方の学習会みたいな
のを、少し問題提起したい。昔、中川米造
先生が、健康な死に方、健康な亡くなり方
を言ったと思いますが、では、どうやって
私たちは健康に死ぬことができるのか？み
たいな問題提起もどんどん繰り広げてもら
いたいと思っています。まずは、要介護イ
コール迷惑と言わない、言わせない、そこ
から始めたいなと思っています。

【髙山】川口先生、ありがとうございまし
た。もっと議論したいと思うところがあり
ますが、約束のお時間がきてしまいました。
最後に出てきましたが、組合員も従事者の
方も、地域住民の皆さんも、医療・介護制
度とその本質的な役割をしっかりと理解す
るということが大事だと思います。政府の
施策には批判的に検討しながら考え直すこ
と、また、協同組合らしく組合員の学習活
動を大切にしながら、自己責任とかエイジ
ズムの風潮に打ち勝っていく必要があると
思いました。
　本日は、貴重な報告と活発なご意見をい
ただきまして、本当にありがとうございま
した。これで分科会を締めたいと思います。

 
■解題　髙山一夫（京都橘大学）
　今回の分科会は、「地域医療福祉と協同
組合－地域医療構想・地域包括ケアシステ
ムと医療福祉事業の可能性－」をテーマと
して企画しました。参加者の多くが消費生
活協同組合の関係者であることを念頭に、
第Ⅰ報告の鎌谷先生には医療・介護制度に
ついてのわかりやすい解説をお願いすると
ともに、第Ⅲ報告の金山様には私自身も有
識理事として関係のあった京都生協の福祉
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事業について現状と課題を報告していただ
きました。第Ⅱ報告の眞木先生とは、東京
の「非営利・協同総合研究所いのちとくら
し」の研究会でご一緒する機会があり、先
生が精力的に明らかにされている地域医療
連携の実態について、かなり専門的な内容
ではあるものの、参加者の皆さんにもぜひ
知ってもらいたいと思い、先生にご無理を
聞いていただきました。ご報告者の皆様に
は分科会の趣旨をよく汲んでいただき、大
変に感謝しております。
　本日の報告をお聞きし、コーディネー
ターとしては、以下の３点がとくに印象に
残りました。一つ目は、医療・介護の技術
や制度は専門性が高く、保険料や患者・利
用者負担などを除けば、ブラックボックス
化しやすいこと、それゆえに、意識的組織
的な学習活動が大切だという点です。幸い
にも協同組合（消費生協と医療生協の双方
を含む）は、組合員の自主的主体的な活動
を重視しています。とくに医療生協では、
健康づくりやフレイル予防、助け合い活動、
居場所づくり、そして社会保障制度の学習
と運動にも積極的に取り組んでいます。そ
うした活動を引き続き継続し拡げていくと
ともに、消費生協においても医療・介護の
学習に力を入れてもらうことが期待されま
す。農協でも保健医療事業をされているの
で、協同組合セクターとして医療・福祉分
野の学習や運動に、さらに力をいれてもら
いたいと考えました。
　二つ目は、政策文書を鵜呑みにせず、地
域医療の現状をしっかりと認識することの
重要性です。なにも医療・介護の政策のす
べてが間違っているわけではなく、地域医
療連携とその前提となる包括医療の考え
方、すなわち、医療を急性期だけで考える
のではなく、予防から急性期、回復期、慢
性期、そしてリハビリまでを包括したもの

として医療をとらえる見方、また、地域の
各種医療機関が連携して住民の健康を支え
るという考え方それ自体は、間違ってはい
ないと思います。地域包括ケアシステムが
希求する、地域の高齢者を中心として医療・
介護・福祉・生活などの社会的諸資源が連
携する仕組みづくりも、それがうまく機能
する限りにおいては、大きな問題があると
は思いません。ただ、報告でも強調された
ように、そうした考え方や仕組みから漏れ
落ちる患者・利用者が生じた場合に、そう
した人々を公的な責任で支えること、つま
り基本的人権としての受療権（医療を受け
る権利）をしっかりと保障することが、不
可欠だと考えます。とくに高齢者の受療権
が侵害されていないか、地域の実情をしっ
かりと把握し、運動につなげることが大切
です。また、地域医療構想や地域包括ケア
の推進が、公的な医療費や介護給付費の水
準を抑制し切り詰めるという、財政面から
の政策目標と一体化されないよう、政策
動向を注視することも不可欠だと思いま
した。
　最後に、川口先生にもご発言をいただい
たのですが、医療・介護に従事する方々へ
の態度、あるいは医療・介護における従事
者と患者・利用者との関係性についての認
識の転換が切実に求められていることが、
よくわかりました。ケアワークは決して無
償の誰でもできる雑用ではなく、専門性に
裏打ちされた対人労働であり、従事者と患
者・利用者との間の関係性がきわめて重要
であること、その意味では共同の営みであ
るという視点を、忘れてはならないと思い
ます。本日の報告では、「生協 10 の基本ケ
ア」の先進性が紹介されましたが、医療・
介護従事者の尊厳を守り、市場的価値とは
異なる医療・介護労働の社会的本質的価値
についての理解を深めることを、11 番目
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の項目として追加すべきかもしれません。
日本医療福祉生協連では、早くから「患者
の権利章典」「医療福祉生協のいのちの章
典」を掲げ、「参加と協同」を組合員に求
めてきましたが、その一環として、医療・
介護についての学びを深めることにも、ぜ
ひ精力的に取り組んでほしいと思います。
組合員のそうした学習活動もまた、地域医
療福祉の質的向上と量的拡充に寄与し、医
療・介護分野における協同組合の存在を輝
かせるかと思います。
　今回の分科会を機に、地域医療福祉の現
状と協同組合の可能性について、さらに深
めることができればと期待しております。
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■□ 第２分科会

現代における組合員のくらしの支え方を考える
　 ―冷凍食品から考える「生協らしい」商品との向き合い方―

加賀美 太記（阪南大学）

座長解題　加賀美 太記（阪南大学）
　皆さま、おはようございます。これより、
くらしと協同の研究所総会記念シンポジウ
ム第 2 分科会を開始いたします。本分科会
は「現代における組合員のくらしの支え方
を考える―冷凍食品から考える『生協らし
い』商品との向き合い方―」というテーマ
を設定いたしました。研究所の総会シンポ
ジウムは多くの生協関係者にお集まりいた
だく場であり、だからこそ生協のさまざま
なステークホルダーについて取り上げる必
要があるだろうという問題意識から、ここ
数年、生協と関わりの深い事業者の皆さま
にご登壇いただいて参りました。そのなか
で、今回は生協にとっても重要な、冷凍食
品という現代的な商品を切り口にいたしま
した。
　かつて冷凍食品と言えば、「味はともか
く便利」、あるいは「安かろう悪かろう」
と評価され、また手作りの食事と対比され
る代表的な食材として語られることが少な
くありませんでした。しかし、現代では冷
凍食品に対する見方は大きく変わり、実際
市場も大きく伸びています。冷凍食品協会
と総務省の家計調査によれば、1984 年か
ら冷凍食品市場は、基本的に拡大を続けて
きていることが分かります。
　では、こうした冷凍食品は生協にとって
どのような商品なのでしょうか。また、逆
に冷凍食品にとって生協とはどのような存
在なのでしょうか。たとえば、『ダイヤモ
ンド・チェーンストア』が、生協を含むネッ

トスーパー等で購入している主なカテゴ
リーは何かという調査を行っていますが、
ここで 3 番目に多いカテゴリーが冷凍食品
です。生協単独ではない点には注意が必要
ですが、生協の購買商品に占める冷凍食品
の割合は決して小さくない、すなわち重要
な商品であることが分かります。実際のと
ころ、冷凍食品を購入する組合員は多く、
しかも「生協の冷凍食品」に魅力を感じて
生協を利用する組合員が大勢いるのは事実
だろうと思います。一方、冷凍食品にとっ
ても生協は重要な存在です。冷凍食品協会
の調査によれば、冷凍食品の主な購入場所
の 3 番目が生協を含む宅配サービスです。
ごく簡単なデータではありますが、冷凍食
品と生協は切っても切れない深い仲だと言
えそうです。今回は、この生協にとっても
取引先にとっても重要な冷凍食品を対象と
して、生協らしい商品との向き合い方とい
うのを、あらためて考えてみたいと思い
ます。
　以上のような問題意識を踏まえ、今回は
3 社にご登壇いただきます。まず、アンデ
ルセン・パン生活文化研究所の清川様から、
家庭用の焼成冷凍パンについてご報告いた
だきます。続きまして、キンレイの沢田様
より、冷凍麺、特に長崎風ちゃんぽんにつ
いてご報告いただきます。最後に、ニッス
イの飛田様から、冷凍焼きおにぎりを題材
にご報告いただきます。図らずも、パン、麺、
米と、穀物主食の冷凍食品を取り扱う３社
にご登壇いただくこととなりました。私た

第２分科会
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ちの主食が、冷食としてこれだけ普及して
いること自体、私たちの生活にとって冷凍
食品が非常に重要な存在になっていること
を示唆しているようにも思います。ぜひ最
後までご参加いただきますよう、よろしく
お願いいたします。

報告Ⅰ：「『食卓に幸せを
はこぶ』～家庭用焼成冷
凍パン～」
清川 秀樹 氏（㈱アンデ
ルセン・パン生活文化研
究所 執行役員）
　アンデルセングループの清川でございま
す。よろしくお願いいたします。私はアン
デルセングループというベーカリー企業
で、過去 20 年近く生協さんの営業の担当
をさせていただきました。アンデルセング
ループは、冷凍のパンについて、日本でい
ち早く取組んできました。そのアンデルセ
ングループが、生協さんとの出会いによっ
て、さらに冷凍のパンにどう取組んでいっ
たのか。ちょうど私が営業担当していまし
たときに体験しましたことが、歴史的にも
一番伝わりやすいと思いましたので、現在
は営業ではありませんが、本日この場に立
たせていただいております。私の会社人生
のなかで半分以上生協さんと関わらせてい
ただいてきましたが、生協さんとの関わり
が、会社の価値の伝え方において影響した
のも事実です。今日はそのあたりの話をさ
せていただきたいと思います。
　まずアンデルセングループは広島に本社
があるベーカリー企業で、2004 年より分
社化しております。アンデルセン・パン生
活文化研究所が持ち株会社（ホールディン
グス）で、店舗でパンを作って販売してい
る㈱アンデルセンと、工場で作った袋入り
のパンを店舗様に卸させていただく㈱タカ

キベーカリーが主な事業会社です。生協さ
んとのお取り引やフランチャイズチェーン
の冷凍生地を使うビジネスもタカキベーカ
リーに入ります。
　広島で 1948 年の 8 月 1 日に高木俊介・
高木彬子夫婦で創業しました。おいしいも
のを作りたい、一流の商売をしたい、本格
的なパンを作りたい、お客様視点で考えて
一生懸命挑戦してきた会社でございます。
タカキベーカリーブランドは、工場製造品
として、おいしいパンを食べていただきた
いという思いで、常温のパン、家庭用の焼
成冷凍パン、業務用の冷凍パン生地、そし
てフードサービス・業務用の冷凍パンの大
きく４つの分野で活動しております。
　創業の精神は、「食卓に幸せを運ぶ」、そ
して、「パン（モノ）を売る前に生活を売る」
というコトです。今年で 75 周年になりま
すけども、創業者夫婦は創業当時から「食
卓の幸せ」ということを常に言ってまいり
ました。この思いは今も変わっておりませ
ん。創業当時は、戦後のモノがない時代で、
小麦粉は各家庭に配給されていました。配
給された小麦粉をお預かりして、パンにし
てお返しするという委託加工業がスタート
でございます。タカキに預けると、量は減
るけれと混ざり物のあった小麦粉が、（ふ
るいにかけられて）、白くておいしいパン
になって返ってくると評判になりました。
また、当時はパンを新聞紙にくるんでお渡
しするのが当たり前という中で、大事な家
族に食べていただくパンですからと専用の
包装紙を作ったりもしました。とにかくお
客様目線で何ができるんだろうということ
を、ずっと考えて、仕事をしてきました。
創業者高木俊介は戦争に行っており、シン
ガポールで食べたイギリスパンのおいしさ
がすごく記憶に残っており、本格的なイギ
リスパンを日本の方に食べていただく、さ
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らに食べ方も伝えるために、当時は珍し
かった直売店を作りました。
　創業から 11 年経ったとき、創業者高木
俊介は、約１か月半かけて欧米のパンの視
察旅行に出かけ、そのとき運命的な出会い
がありました。北欧の小さな国で 1 泊した
んですが、その翌朝に出されたパンを一口
食べたときに、「こんなおいしいパンが世
の中にあるのか」と驚き、感動し、「すご
く幸せな気持ちになれた」と言っておりま
した。これがデニッシュペストリーとの出
会いです。そしてこの国がデンマークなの
ですが、家庭をそして食卓を大切にし、生
活術に長けた、幸福度でも何度か世界一に
なっている国です。デンマークとの出会い
が、のちに「お手本は全てデンマーク」と
いうまでに会社の生き方を現在のように変
えていきました。
　デンマークとの出会い、デニッシュペス
トリーとの出会いで、モノじゃない、暮ら
しなんだという考えをさらに深めた高木俊
介は、パンだけではなくて、どうやったら
食卓を豊かに感じてもらえるかということ
を考えるようになり、パンに加えてチーズ
やワイン、デリカテッセン、そしてお花等
も含めて、トータルで食文化をご提供でき
るお店を作りたいという構想を持ちまし
た。ちょうどそのころ、被爆した元銀行の
建物を入手することができ、1967 年、食
文化とも言える食卓に必要な品揃えをご提
供できるお店として、デンマークの童話作
家であるハンス・クリスチャン・アンデル
センが童話で世界の人々に希望を与えたよ
うに、パンで食卓に幸せを届けたいという
ことで、彼の名にちなんで「アンデルセ
ン」というお店を広島市の本通にオープン
しました。被爆を経て修復された元銀行の
建物を活かしてオープンしたわけですが、
実は建て替えというプランも検討されたと

ききます。しかし、ヨーロッパに起点を置
く、パンの文化を伝えるために、この元銀
行だった石造りの建物の力をお借りしよう
ということ。そして、広島で誕生した会社
として、この建物を残したいということが
あったときいております。
　同時に、当時から取り組んできたことが
ございます。粉からパンを作り始めますと、
概ね 4 時間はかかります。仕込んで、一次
発酵させ、また休ませて、成形して、最終
発酵して焼き上げるため、種類や量が増え
ると時間は長くなります。また、シンプル
で本格的なパンを作ろうと思えば思うほど
ごまかしがきかないといいますか、技術が
必要になるので、人材の育成にも時間がか
かります。また、焼きたてのパンを食べて
いただきたいというお店の展開ですので、
売れ方が日々違うわけですね。天候にも左
右される。常連の方が夕方に来られても売
り切れていて申し訳ないことをしたことも
あったとききます。
　これらの解決方法として、パンを生地の
状態で冷凍できないだろうかということを
考えていました。パンは生鮮食品で、その
原材料の酵母は生きた微生物です。その酵
母を使ってパンを仕込んで、その生地を
いったん冷凍して、解凍してまた再活性す
る、それに日本で初めて成功しました。パ
ン生地の冷凍に成功したことで、工場で計
画的に技術者が仕込みを行い、生地をつく
りそれを急速冷凍し、お店に運んで、お店
ではトレーニングを受けたメンバーが仕上
げて焼き上げるという、冷凍パン生地を
使った店舗展開ビジネスを日本で最初に考
えたわけです。冷凍の物流網も確立してい
ない時代ですから、自前で冷凍の物流網を
作りました。店名は童話作家アンデルセン
の代表作から、リトルマーメイド（人魚姫）
と名付けました。このようにタカキベーカ
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リーの冷凍パン生地は、実は業務用とし
て確立していきました。1970 年、日本で
初の冷凍パン生地専用工場を広島に作り、
1974 年には神奈川県の秦野市にも冷凍パ
ン生地専用工場を作ります。その 2 つの工
場から、まずはフランチャイズチェーン方
式で店舗を増やしたリトルマーメイドの
冷凍生地として日本に広がっていったん
ですね。
　もう 1 つ余談ですが、1970 年代初めに
この冷凍のパン生地製法の特許を取りまし
た。創業者の高木俊介は、それを自分たち
だけで抱えても、まだまだ日本にパン文化
は育ちにくいだろうと、焼きたてのパン
を 1 人でも多くの人に食べていただくため
に、その特許を無償公開することを決めま
した。それと、1967 年に広島アンデルセ
ンをオープンしたときのことですが、元銀
行の建物ということで柱が多かったんです
ね。ベーカリーに改装するとき、その柱の
1 つを取り払う計画で、そこにイタリアか
ら船便で運んできた大理石の大きな対面式
のケースを置いて、デニッシュペストリー
をメインで販売しようと考えていました。
ところが、その柱を取ることができないと
いうことが分かりました。もうそのときに
は、船にケースが載っていたので、じゃあ
どうするんだということで、当時の従業員
が考えて生まれたのがセルフサービス方式
です。それまで、パンのセルフサービスは
日本にございませんでした。まあとにかく
やってみようということでやってみたわけ
ですが、自分で選ぶ楽しさが評価されて、
客単価も大きく伸びました。
　無償公開させていただいた冷凍パンの特
許、そしてセルフサービス方式で、日本中
に焼きたてのパン屋さんが増えたという事
実がございます。創業者が存命の頃、特許
をうまく使うことも出来たのではないで

しょうか、という経済ビジネス誌又はメ
ディアのインタビューに、同席したことが
あるんですが、創業者は「いや、そのとき
特許を公開していなかったら、アンデルセ
ングループが取り組んでいる食事用パンが
日本に広まるのが、もっと遅れてたんじゃ
ないかと思う、だから自分は後悔してない」
と言っていました。
　そういったことを経ながら、2000 年当
時、アンデルセングループには大きく 3 つ
のブランド、アンデルセンとリトルマーメ
イド、そしてタカキベーカリーがありまし
た。その当時タカキベーカリーがもっとも
苦しんでいたんですね。たとえば、スー
パーさんに商談に行っても、バイヤーや商
品担当から言われるのは、特売日に合わせ
て値段のメリットのあるパンを紹介してほ
しいとか、PB でこういうのを作っていた
だきたいといった話がメインでした。タカ
キベーカリーが、これからどう生きていく
か、非常に苦しんでいた時代です。振り返
れば、そのとき、タカキベーカリーという
ブランドは創業の精神である「食卓に幸せ
を運ぶ」、つまり暮らしが見えにくくなっ
てきていたんですね。営業がお話するのは
店舗担当者であり、生活している方と直接
触れ合うことができていなかったんです。
　ただ、幸いなことに、タカキベーカリー
が暮らしや生活と言うのなら、生協さんと
もっとお付き合いしたらどうですかとある
取引先を通じて、生協さんをご紹介いただ
いたんです。そして、ちょうど 2000 年、
タカキベーカリーは暮らしや生活に近い会
社になるために、生協さんに学ばせていた
だくことを決めました。私は当時、広島ア
ンデルセンで働いた後、お客様相談室の仕
事をさせていただいてたんですが、タカキ
ベーカリーの営業としてちばコープさんに
勉強に行くことになりました。まだ 30 代
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前半だったと思います。やる気満々、売る
気満々でした。でも東京や千葉など関東エ
リアでは、タカキベーカリーはまだ事業を
していなかったんですね。そこでまずフラ
ンチャイズチェーンの、冷凍生地を使った
ベーカリークラブというお店の出店が決ま
りました。ところが、そのお店のことや品
揃えは、パンを中心としたおしゃべり会に
て決めますと言われたわけです。私からす
ると、「おしゃべり会って何ですか？」と
いうくらい生協さんのことがわかっていま
せんでした。そうしたら、組合員さんが集
まって、好き勝手いろいろおっしゃるんで
すね。こんなパンが欲しい、名前はこれが
いいとか。これは何なんだろう。正直言っ
て最初は分かりませんでした。「売りたい」
と自分は考えていたわけですが、「売るん
じゃないんだよ。」「みんなが欲しいものを、
くらしのおしゃべりの中から見出していく
んだよ」ということを、当時のちばコープ
の組合員理事の方たちから、ていねいに
教えていただきました。
　同時に、ご縁があって生協しまねさんで
プライベートブランドの食パンを導入いた
だくことになり、食パンを開発するために
作られた、「どんパンクラブ」という組合
員さんの組織にも途中で入らせていただい
たんです。実はそのときに、私は衝撃的な
気付きをさせていただきました。それまで
は、商品のセールスポイントはこうですよ
と言って売り込むことを考えていたんです
が、あるとき、「ノンスライスがいい」と
言われたんですね。ノンスライスだと家で
切るのが手間ですよねと返したところ、「い
や、清川さん。うちの主人は厚切りが好き
なの。でも私は少し薄めに切って、トース
トしてカリッとさせたのが好きなの。最初
から切ってあると両方買わないといけない
でしょ。ノンスライスだと、自分たちで好

きな厚さに切れるの。生協しまねでは、も
うそれが当たり前になってるの」と言われ
たんです。このとき、本当に恥ずかしい話
なんですが、私は、パンのスライスの厚さ
に暮らしがあることに初めて気付かしても
らったんです。それまでは全然分かりませ
んでした。営業としては、4 枚切り 5 枚切
り 6 枚切りが自動的に品揃えとして出てき
て、それぞれの売れ行きはセールスポイン
トの伝え方や、地域性で決まるんだ、と思っ
ていたところに、それぞれに暮らしがある
ことに気付かしていただいたんですね。こ
れがきっかけで、「生協さんってすごいん
じゃないか」、と思い始めました。
　ちばコープさんでも、印象的な出来事が
ありました。ベーカリークラブがオープン
した後、おしゃべり会とか組合員さんが集
まる場に、毎週のようにおうかがいして、
お話を伺っていたんです。ただ、当時はま
だ関東エリアで売るモノがないので、端の
ほうでずっと聞いていたんですね。そうす
ると、組合員さんが「今日来てるあの人は
どこの人？」とか、「せっかくだからどん
な会社か教えて」とか言ってくださるんで
すね。それで会社の歴史として、冷凍パン
を日本で最初に開発したことなどをお伝え
していたら、「そのパンが食べたい」と。
また、「生協は冷凍の宅配事業がすごく盛
んだから冷凍のパンの宅配もできるんじゃ
ないの」と。好き勝手言われるなと正直、
思ったんですよ。ただ、純粋にそう思って
くださっているんで、それならと開発に
携わっている技術者についてきてもらい、
キッチンでお湯をわかして簡易式の発酵器
を作り、オーブンで焼いて、食べていただ
いたりしたんですね。すると「うわあ、お
いしい、こんなのが宅配で届いたら絶対買
うわよ」とすごく喜んでいただきました。
また、一部、取り引きがはじまり、当時生
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協さんにテストで販売していただいたのは
レーズンやくるみがたっぷり入った 1000
円ぐらいする常温のパンだったんですが、
試食していただいた組合員さんの声をチラ
シとカタログに載せていただくと、普通
スーパーさんでご注文いただくのとはケタ
違いの、会社がびっくりするぐらいご注文
が入りました。しかも、会社は大人向けの
パンとして開発したつもりだったのが、薄
切りにすると小ぶりなので子どもの朝ごは
んにちょうどいいとか、自分の朝ごはんの
代わりにラップにくるんで、職場で仕事前
に朝ごはん代わりにちょっと食べられてい
いといったように、想定とは全然違ういろ
んな声が出てくる。ここでも、もしかした
ら、次へのヒントをいっぱいいただいてい
るんだと気付かされたんですね。
　それに、組合員の皆さん、すごい私のプ
ライベートを聞いてこられるんです。「子
どもはいるの？　パンは食べるの？　どん
なふうに食べているの」って。はじめは嫌々
返答していたんですが、あるときから、「ま
あいいや」と思って色々とあるがままにお
話ししたところ、組合員の方と一緒に暮ら
しの話ができていると感じるようになりま
した。当時、どこに行っても、「会社の鎧
を脱ぎなさい」と組合員理事の方が言われ

ましたが、今となってはとても重要なこと
だと思います。
　その後、全国のいろんな生協さんからお
声掛けいただくようになって、各地へ行か
せていただきお話をしました。会社として
も、タカキベーカリーがどう生きていくの
かすごい悩んでいた時期でした。従来のパ
ン工場の考え方でなく、本当においしいパ
ンに合う工場を作るため、ヨーロッパのパ
ン作りの起源といわれる石窯を工場に入れ
ようという計画が進んでいました。私は、
たとえば生協さんのように、暮らしのなか
でパンを語る場をどんどん活用して、会社
のことや商品の価値が伝わっていけば、お
客様は必ず応えてくださると思っていまし
た。そのあと、そうしたこともあって、タ
カキベーカリーの営業はそこから大きく変
わりはじめました。石窯のパンはこういう
作り方をします、こういう食べ方をします
ということを全員で勉強して、それを伝え
る活動が営業の仕事とかわっていきまし
た。生協さんと出会っていなかったら、こ
ういうやり方はしていなかったと思います。
　私はというと、学習会の魅力にどっぷり
浸かっていました。生協さんの学習会で
は、1 時間半ぐらい、会社のことやパンに
かかわる話をずっと聞いていただけるんで
すね。それと、パンを試食していただくと、
目の前でおいしいと言っていただける。お

石窯いちじくロール　焼きたて

コープデリでの試食交流会の様子
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いしいっていう言葉には、すごい力がある
んですよね。それに組合員さんは出資され
ていますから、どこまでも本音なんですね。
特に私が知り合った組合員さんの方は、ま
あ強烈な方が多くて、結構いろいろ言って
くださった。でも、これは暮らしの本音、
暮らしのヒントがいっぱいな声で、これを
どう受け取るかで会社は変われると思いま
す。私は、会社のなかで一番幸せな、そし
て世界一幸せな営業マンじゃないかと思っ
ていました。パンのある食卓の幸せを感じ
ていただく学習会をすることで、会社の思
いとか食べ方とかバックボーン、焼き方、
これを伝えることができて、その先に組合
員さんの笑顔がある。これはすごいことだ
と。なので、私 1 人で年間 80 回ぐらい学
習会をやらせていただいていました。
　そういったなかで、会社としても生協さ
んと取り組ませていただいたのが家庭用の
焼成冷凍のパンの開発です。アンデルセン
グループは業務用としてずっと冷凍パン生
地を製造していましたけれども、生協さん
とお付き合いをさせていただけばいただく
ほど、焼成冷凍パンは、組合員さんの暮ら
しに幸せをお届けすることができるという
確信を持つようになりました。業務用から
家庭用へ挑戦するために必要なことを生協
さんの学習会を通じて確認させていただこ
うということになりました。でも、それを
一生懸命やってくださったのは、やっぱり
生協さんなんですね。職員の方にしても、
組合員さんにしても、理事の方にしても、
やっぱり焼きたてのパンがいいよねって、
これを家で食べさせたいよねっていうのを
すごく言ってくださいました。
　業務用は本格的な機材が必要でしたか
ら、家庭だと業務用冷凍生地では難しいと
いうことも分かっていました。そこで、タ
カキベーカリーは石窯を導入していました

から、一番いい状態で焼き上げて、それを
急速冷凍して、ご家庭に届けて、ご家庭の
オーブントースターで焼きたてを再現して
いただく方向を検討しました。そして、そ
れができるということが、学習会を通じて
確立できたわけです。こうして生まれたの
が、家庭用焼成冷凍パンです。当初、焼成
冷凍パンはアルミホイルにくるんで焼い
て、最後にアルミホイルをはいで、表面を
焼いてという手順にしていたんですが、タ
カキベーカリーの石窯パンは、オーブン
トーストで焼くと皮と呼ぶクラストの部分
が、いったん熱をため込むんです。ですか
ら、余熱を使った焼き方をすれば、クラス
トがためた熱が中心に向かってじわあっと
伝わって、水分は余分に飛ばずに、手で割っ
たときに湯気が出るぐらい焼きたてが再現
できるということも、実は学習会で分かっ
ていったんです。
　生協さんは、石窯パンにタカキベーカ
リーが踏み切る後押しをしてくださった
り、家庭用の焼きたての冷凍パンに取り組
むことができたのも、生協さんとの出会い
があり、本音でしゃべってくださる組合員
さんとの出会いがあったからこそなんです
ね。生協さんとの取り組みが、今のアンデ
ルセングループにもたらした影響は大き
く、本当に感謝しかありません。私は今も
う生協さんの営業を離れてしばらくたちま
すが、「食卓に幸せを運ぶ」という変わら
ぬ理念は、生協さんとの出会いで今もアン
デルセングループの中で大切に続いていま
す。今日はどうもありがとうございました。
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報告Ⅱ：「冷凍めんの普
及と『長崎風ちゃんぽ
ん』」
澤田 卓士 氏（株式会社
キンレイ 営業部 部長）
　キンレイの澤田と申し
ます。私は営業で、コープさんは 8 年担当
をさせていただいております。本日は長崎
風ちゃんぽんをご選定いただき、ありがと
うございます。非常に光栄な場でございま
すので、しっかり思いをお伝えさせていた
だければなと思います。本日はまずキンレ
イについて、また長崎風ちゃんぽんと冷凍
麺についてお話した後、動画を去年作成し
ましたので、そちらで工場見学していただ
きたいと思います。そして最後に、キンレ
イにとっての生協さんとはということにつ
いて、思いを語らせていただければと思っ
ております。
　では、はじめましてキンレイですという
ことで、私どもの紹介です。カタカナでキ
ンレイという社名で、創業は 1974 年です。
年商は 170 億に届かないぐらいですので、
そんなに大きい会社ではありません。従業
員も 100 名ちょっとというところです。事
業内容は、冷凍食品の製造・販売です。た
とえば、「なべやき屋キンレイ」というロ
ゴを使い、NB 商品を販売しております。
　少しだけ歴史のお話です。元々弊社は
1974 年に設立されましたが、このときの
社名は漢字で、近畿冷熱株式会社でした。
それを略して、のちほどキンレイという会
社に変わります。もともとは、大阪ガスの
完全子会社でスタートしたんです。ガス会
社がどうして冷凍食品を作るんだと、疑問
に思われるかと思いますが、ガスは液体で
輸入してきます。それを気化させて気体に
してガスとして使用するわけですけれど
も、そのときに、気化熱、いわゆる冷熱が

発生します。マイナス 162 度の冷熱です。
最初はそれを捨てていたんですけれども、
もったいないし何かに使えないかというこ
とで、食品を凍らしていこうということで
始まったのが、キンレイです。冷熱をいか
に使っておいしいものを凍らして届けられ
るかから事業がスタートしていますので、
他の冷凍食品会社さんとは違う歴史の始ま
りなのかもしれません。
　1978 年にはキンレイを代表する商品が
生まれます。鍋焼うどんですね。銀色のア
ルミ鍋に入った鍋焼うどんが発売されたの
が 1978 年で、CVS（コンビニエンススト
ア）さんがスタートして数年たったころで
す。この後、CVS さんが流通業としてす
ごく成長されていくのに引っぱられて、ア
ルミの鍋焼うどんも全国に普及していきま
した。今日お話しする長崎風ちゃんぽんは、
1992 年にコープ九州さんで発売しました。
この頃から、冷凍具付めんが、スーパーさ
んや生協さんで始まってきました。素材だ
けの玉麺は冷凍でもありましたが、具付
めんはまだ普及には至っていない時代で
した。
　キンレイは、2005 年に大阪ガスからファ
ンドに売却され、その後はオリックスさん
にと売却されていきまして、今は月桂冠が
親会社です。来年、創業 50 周年を迎えます。
会社の理念、どんな思いで、冷凍食品の麺
を販売しているかということなんですが、
先ほど申し上げたとおり、冷熱を生かして
というところから始まっていますので、冷
凍食品を作ることを目的にはしていませ
ん。作ったそのままを楽しんでいただきた
いから冷凍技術を究めているのです。本物
の美味しさを届けたい。こういった思いを
持って、事業を営んでいます。
　キンレイは事業として、大きく家庭用冷
凍麺を販売してますが、CVS さんとスー
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≪とれる≫（長崎風）ちゃんぽん　２食入

パーさんと生協さん、これが会社の売上構
成の 97％ぐらいです。1 つ目は CVS 向け
のアルミ鍋商品です。先ほどの鍋焼うど
んは 45 年ずっと発売を続けていまして、
CVS の冷凍具付めんのなかではずっとナ
ンバーワン商品です。
　次がスーパーさんやドラッグストアさん
向けで、2010 年くらいから発売している
商品で、お水がいらない鍋焼うどんが代表
商品です。先ほどのアルミ鍋を外して、中
身を袋に入れているので、構造自体は同じ
です。下にお出汁が凍っていまして、その
上に麺があって、具材があります。だから、
工場のラインには 2 個フリーザーがあっ
て、最初に出汁を凍らせて、麺具材を盛り
付けてから、もう 1 回凍らしています。フ
リーザーを 2 回通す冷凍食品工場というの
は、おそらくなかなかないと思います。
　さらにコープさん、生協さんの商品です
ね。われわれ、コープさんと商売させてい
ただいていますけれど、99％コープさんの
マークを付けた、コープブランド品を製造
させていただいています。今日お話ししま
すちゃんぽんを含めて計 26 品、今、コー
プブランドの商品をほぼ冷凍麺でやらせて
いただいているわけで、皆さんにも食べて
いただいた商品があろうかとは思います。
本日はコープさんとのお取り引きで一番大
きい商品であり、長年、組合員さんに愛さ
れています、長崎風ちゃんぽんと冷凍麺と
いうことで、お話をさせていただきたい
と思います。
　まず、冷凍麺ってどれぐらい食べられて
いますかという質問です。世の中にはカッ
プ麺、冷凍麺、チルド麺、袋麺があります
が、答えは 2 番目です。2010 年ぐらいま
ではチルド麺の規模がまだ大きかったんで
すが、この 10 年で大きく冷凍食品の市場
が拡大し、現在ではカップ麺の次に、冷凍

麺が食べられています。それぐらい冷凍麺
は成長を続けているというところです。で
は、冷凍麺は何がおいしいんでしょうか。
おいしい麺は、外側と内側の水分バランス
が違います。外側が水分 80％、内側は水
分 50％の場合、外はもっちりしているん
ですけど、中はコシがあってしっかりして
いる麺になります。この不均一なバランス
がないと、伸びた麺、つまり均一に水が入っ
て全部だらっとなった、コシのないフニャ
フニャの麺になってしまうわけです。麺の
理想の水分バランスを実現させるために、
茹でた麺を急速冷凍します。理想の水分バ
ランスを保ったまま、冷凍状態にしてお届
けしようというわけです。冷凍では 1 度か
らマイナス 10 度までを、いかに早く通過
させるかが大事なんですけど、昨今の冷凍
フリーザーの進化等で、かなり早い時間で
マイナス 10 度以下に持っていくというこ
とができるようになり、よりおいしい冷凍
麺をお届けできるようになっています。
　ここから長崎風ちゃんぽんについてお話
を進めます。生協さんの中では、2022 年
度のコープ冷凍具付き麺供給ナンバーワン
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という実績をいただきました。食数でみて
も、2009 年は年間 293 万 1000 食、これが
どんどんどんどん伸びて、2022 年は 800
万食を超えています。累計すると今 9000
万食弱ぐらいなので、あと数年で 1 億食を
突破しそうです。本当に愛されているな、
ありがたいなと思う次第です。
　販売を伸ばしていただいている背景に
は、ちゃんぽん自体の進化もありますの
で、そこについてもお話しさせていただき
ます。冒頭申し上げましたとおり、1992 年、
コープ九州さん、ちゃんぽんの地元からス
タートしました。このときは、まだコープ
ブランドではなく、キンレイの NB として
発売しました。そこから人気が出て、おか
やまコープさんに行き、コープきんきさん
に行き、全国に行きということで、少しず
つ広がりを見せていったわけです。20 年
近くたった 2010 年には、コープマークの
全国共通のちゃんぽんが誕生しておりま
す。それ以前は、コープ九州さんのちゃん
ぽん、おかやまコープさんのちゃんぽん、
コープきんきさんのちゃんぽんなど、いろ
んな仕様があったのですが、それを統合し
たのが 2010 年です。そこから 2017 年に大
阪に大きい工場を作りましたが、そのとき
は、生協さんのちゃんぽんをいかにおいし
くするかというために設備を入れたりなど
して、進化を続けています。
　この辺り、もう少しお話ししますと、
2010 年の前年は約 300 万食の販売規模だっ
たときでして、キンレイとしても生協さん
ともっともっと大きな取り組みをしていか
なくちゃいけないというときでした。会社
の歴史的に見ても、CVS さんからスター
トしてますけれども、CVS さんとあわせ
るように冷凍食品市場が伸びて、競合他社
がいっぱい出てきたとき、キンレイの売上
がすごく落ち込んだ時期がありまして、他

販路ともお付き合いを深めていかなくちゃ
いけなくなっていました。こうしたときに、
ちょうどコープさんのちゃんぽんを全国統
一して、もっと組合員さんにお届けできな
いかというお声をいただいたわけです。実
はこのときはあまり利益が出ていない商材
だったこともあり、いかに事業としてうま
くしてやっていくかということが課題にな
りました。そして社長直轄プロジェクトの
もと、ちゃんぽんのオリジナルの専用小麦
粉を配合したり、人員の削減や設備の見直
しなどもしつつ、全国で売っても事業とし
て成り立つようにしていきました。
　そこから供給も伸びていったわけですけ
れども、本当のお料理としてのちゃんぽん
を冷凍でお届けすることでいうと、まだで
きていないこともたくさんありました。そ
こで大阪に新工場を竣工する際には、設備
を一新しました。たとえば、一番大きなも
のでいうと、ちゃんぽんの野菜は全部直火
で炒めています。中華レストランに行って
ちゃんぽんを頼むと、料理人さんが当然、
中華鍋を振って野菜を炒めて、そこにスー
プを入れて煮込んで、麺も煮込んでいます
よね。これがちゃんぽんです。スープのタ
レがあって、ダシを入れて、具材を最後トッ
ピングするラーメンとは違います。ちゃん
ぽんは、やっぱり炒めないといけません。
もちろん、元々から炒めていたんですけど、
以前はステンレスの大きい鍋で炒めていま
した。これを 2017 年に鉄鍋、つまり中華
鍋と同じ素材のものに入れ替えました。野
菜の食感だけでなく、炒めた香ばしさも
スープに溶け込んでできる料理なので、そ
のおいしさを届けたかったからです。ただ、
鉄鍋の導入はかなり異例でした。食品工場
で鉄鍋を使うと火のコントロールが大変
で、うまくやらないと焦げが出たりします。
また、とくに洗浄について、現在導入して
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いる鍋だと 1 回毎にちゃんぽん 1000 食分
ぐらいしか作れません。1 日 8 万食のちゃ
んぽんを作るとしたら、80 回回さないと
いけない。そのうち何度も洗浄をかける必
要があります。それぐらいメンテナンスを
しっかりしなければ、鉄鍋で炒めた野菜は
お届けできないんです。工場サイドは正直
不安でしたが、組合員さんのお声も含めて、
おいしいちゃんぽんを届けるためには鉄鍋
でやるべきだというのがキンレイの考え方
だったので、導入を決断したというわけで
す。これが大きい転機です。
　2020 年には、もっとおいしくというこ
とで、「野菜がいっぱい取れておいしいね」
というお声が多いので、さらに野菜を増や
したり、麺の熟成工程を見直して、生地の
状態と、麺帯といわれる帯状になった状態
とで、それぞれ熟成時間をとるダブル熟成
をかけて、より麺の食感をよりおいしく、
もっちりさせたものに変えたりしています。
　現在は原料高騰が食品メーカーにとって
は大きな課題です。ただ、冷凍食品として
は当たり前になりつつある便利でおいしい
だけでなく、お求めやすいというのもない
と組合員さんの暮らしは支えていけませ
ん。そこで、多少仕様を変えていますけれ
ど、価格を据え置かせていただいています。
昨今、冷凍食品のなかでもなかなかないこ
とかなと思っています。他にも、今年の 3
月からは野菜の炒め工程の見直しやキャベ
ツ国産化等も取り組んでいます。どうやっ
たらより野菜の炒め感が出るかということ
で、最初にキャベツを投入したときに焼き
付ける工程を入れました。それによって、
より炒め感が出たソテー野菜を作っていま
す。キャベツの国産化ですが、年間通じて
これほど販売いただいているちゃんぽんで
すので、生のキャベツを年間通して仕入れ
るのは、かなり難しいこともあり、3 割～

4 割程度は冷凍のキャベツを使っていまし
た。しかし、これはやめようということで、
今回、全部を生のキャベツに変えました。
これはよく組合員さんからいただくお声で
すが「野菜がすごくシャキシャキしておい
しい」、また 11 種類の具材が入っているん
ですけど「いろんな具材が食べられておい
しいです」と言っていただいたりしています。
　最近すごく印象に残ったお声がありまし
て、娘さんが実家に帰ってきて、お母さん
に久しぶりに昔よく作ってくれたちゃんぽ
ん食べたいんだけどと言ったら、お母さん
が言ったのは、あれコープさんのちゃんぽ
んだよということがありました。1990 年
頃からちょっとずつやっていますので、つ
いに世代をまたいで来たかと思いました。
30 年経つとそういったお声が出てきて、
親子につながっていくような商品、組合員
さんの暮らしの世代を超えてきたんだなと
いうのがすごく印象的で、長年やってきて
うれしいなと思った次第です。
　ではここで、キンレイ大阪工場という大
阪府の岸和田市にあります工場の動画をご
覧ください。短い動画ですが、どのように
長崎風ちゃんぽんが作られているかがお分
かりいただいたかなと思います。
　それでは最後に、キンレイにとっての生
協様とはということに関してお話しいたし
ます。繰り返しておりますが、冷凍食品は
伸び続けており、冷凍麺もやはり伸び続け
ています。キンレイがコープさんのお役に
立てることは、やはり安全でおいしいも
のをお届けするということだと思います。
コープブランド商品もやらせてもらってい
ますけれども、コープさんで買う冷凍麺は
絶対おいしいんだという、これを絶対的に
守っていきたいと考えています。さらに言
えば、世の中の冷凍麺の中で、コープさん
はおいしいという、そういう世界を作りた
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いと思っています。私は生協さんの担当を
8 年やってますが、かなりそうしたレベル
に近いところまでは来ていると思ってい
ます。
　そして、どうしたらおいしいものを、組
合員さんに喜んでもらえるものが作れるの
か。他の NB 販路にはない特徴的なものが、
組合員さんのお声なんです。日々たくさん
のお声をいただきます。たくさん見て、参
考にしています。いろんなお話も聞きます。
先ほどの野菜の話もそうです。たとえば、
工場では上部と下部に分けてキャベツを分
けて炒めています。昔は一緒に炒めていた
んですが、キャベツは火があんまり通って
ないと苦味を感じる成分が出るんですね。
そうすると組合員さんから、キャベツが苦
い、変な味がするというお申し出をたくさ
んいただいたことがありました。そういっ
たお声を踏まえて、炒める順番を見直した
りすることで、より良いものにしていった
経緯があります。組合員さんのお声の歴史
があり、それがよりよいものにつながって
いくのが、生協様の大きな特徴です。これ
はすごくありがたいことです。
　さらに工場も、今、すごくきれいに製造
してるんですけど、これも苦労してきまし
た。生協さんにも、毎年何回も点検に来て
いただいてます。いろんなご指摘を受けま
す。これもやはりすごくありがたいと思っ
てます。工場サイドはうるさいなぁと思っ
ているかもしれませんが、一緒にものを
作っていくなかで工場の点検も含めて、安
全安心を組合員さんにお届けするという思
いのなかで、一緒にものを作らせていただ
けてるのはすごくありがたいなと思ってい
る次第です。これからもっといい商品を組
合員さんにお届けしますので、これからも
コープの冷凍麺をよろしくお願いいたしま
す。ありがとうございました。

報告Ⅲ：「いろんなコバ
ラにありがとう　焼おに
ぎり」
飛田 大輔 氏（株式会社
ニッスイ 特販営業第二
部生協営業課）
　ニッスイの飛田でございます。はじめに
自己紹介させてください。ニッスイには水
産と食品部門があります。入社してから約
30 年、食品部門に携わってまいりました。
食品部門もいろいろありますが、冷凍食品、
それに缶詰・瓶詰の担当が多かったです。
今日お話しいたします冷凍食品の焼きおに
ぎりは『コバラにありがとう』というキー
ワードがございます。この辺りについてお
話しさせていただければと思います。
　ニッスイの冷凍食品焼きおにぎりは NB
ニッスイブランドの大きな大きな焼きおに
ぎり、コープさんブランドの焼きおにぎり
がございます。どちらもおかげさまでナン
バーワンの評価をいただいていますので、
実際においしく食べていただいている方も
多いのではないかと思います。ありがとう
ございます。
　少しニッスイの会社についてお話させて
ください。創業は明治 44 年、1911 年です
ので歴史は 100 年を超えます。創業の理念
は「水の水道におけるは、水産物の生産配
給における理想である。」です。明治なの
でちょっと堅い印象ですね。これは世界の
各市場に当たり前のように、それこそ水道
の蛇口をひねれば水が出てくるように、世
界の市場の需要に応じて、数量や価格を調
整しながら、水産物を供給していきましょ
うということです。そうして、無駄に魚を
捕ることなく、世界各地で魚が捕れる時期
も違うなか、うまく調整して無駄を排除
し、なるべく安い価格で、安定してお客様
にお届けしたい。そういった理念です。今
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は 2030 年にありたい姿という長期ビジョ
ンを掲げています。基本は創業の理念と変
わりませんが、SDGs の考え方を加えつつ、
人にも地球にもやさしい食を世界にお届け
していきたいですねということを、社員一
同取り組んでいます。
　また商品パッケージにはニッスイと書い
ているので、ニッスイという名前は馴染み
深いと思いますが、元々は日本水産株式会
社という名前でした。2022 年 12 月 1 日に、
株式会社ニッスイに社名変更させていただ
きました。これは水産の枠を超えて食の可
能性をもっと追求していきたいというこ
と。なじみのあるニッスイのブランドを統
合して、社名も変更したということです。
　ニッスイの事業は売上高が約 7,681 億。
水産事業と食品事業がだいたい半分ずつ。
食品のほうが最近は少し多くなってきてい
ます。またファインケミカル事業もありま
す。これは青魚から精製加工した EPA と
か DHA、こういったものを生成して、た
とえばドリンクやカプセルに入れる。そう
したことも手掛けています。ニッスイの一
番の強みは、世界中の資源へのアクセスで
すね。特に水産物では、昨今は持続可能な
魚を調達していきましょうという流れがあ
りますので、そうしたことをニッスイも大
事にしています。捕る漁業から育てる漁業
へ。養殖にも力を入れています。例えば、
九州では黒瀬ブリというブランドで取り組
み、最近では鳥取で境港サーモンというブ
ランドにも力を入れております。あとは研
究開発ですね。営業部署がしっかり販売で
きるのも、こういった研究や開発という裏
付けがあるおかげです。
　ニッスイの商品開発について触れさせて
いただきますと、基本的にあまり難しいこ
とはやっておりません。PDCA サイクル、
プランを立てて、実行して、チェックして、

アクションをおこします。これをぐるぐる
ぐるぐる回しています。過去、ニッスイっ
てアイデアは良いけれども長続きしないね
と言われていたことがあります。ニッスイ
が過去にやっていたけれども、何年かたっ
て他のメーカーさんが売り始めたこともあ
りました。本当は先にニッスイが発売して
いたのに、結構早く諦めてしまい、もった
いないねということもありました。最近は
諦めずに、改良を重ね、新しい商品を世の
中に送り続けています。また、今までは商
品そのもののコマーシャルが多かったので
すが最近は研究や開発の企業イメージをお
伝えしています。たとえばスケソウダラを
食べると速筋のタンパク質が取りやすいこ
ととか、先ほどお話しした青魚の魚油から
取る EPA 精製技術力などニッスイが取り
組んでいることをお伝えしています。
　色々な食品の研究がありますが、今日発
表させていただく焼きおにぎりは特に、お
いしい香りを保つ独自技術について研究し
ております。おいしいということは当然大
事なのですが、何がおいしく感じるのかな
と調査をしたところ、焼きおにぎりでは香
りや香ばしさが特に重要視されていること
が分かりました。ただ、香りはすぐに消え
たり、変化しやすいものです。そこで研究
を重ねて、醤油などの香り成分を油にうま
く溶け込むような技術を開発し、作り立て
の香りを維持できるようにしています。こ
れは特許も取っていて、営業では「香りアッ
プ製法」と呼び、お客様に説明させていた
だいています。

COOP 焼おにぎり 10 個（480g）
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　なお、コープさんブランドでニッスイが
製造販売している商品はたくさんありま
す。冷凍食品では、焼きおにぎり、オムラ
イス、かき揚げ、水産フライ、お弁当商品、
枝豆などがあります。日配品では、ちくわ、
カニかまぼこ、ソーセージ、ホタテや鮭の
缶詰、あとは魚の商品もブランドはつかな
いのですが、コープさんと取り組みながら
展開しています。
　それでは、本題の焼きおにぎりについて
お話しさせていただきます。コープさんブ
ランドの焼きおにぎりは、後ほどお話しさ
せていただきます。まずはニッスイの焼き
おにぎりの歴史について触れさせていただ
きます。冷凍焼きおにぎりの誕生。実は焼
きおにぎりの冷凍食品を最初に世の中に出
したのはニッスイでございます。1989 年、
COOK FOR ME というサブブランドから
焼きおにぎりが登場しました。ちょうど昭
和から平成に変わるころなので、パッケー
ジのデザインは少し昭和チックですね。ま
た、この頃の冷凍食品は値段がパッケージ
に書いてありました。当時の価格は 480 円
です。30 年以上経ちますが、あまり値段
が変わっておりません。物価等が上がって
いても、製造工程の工夫等でなるべくコス
トを抑えてきているのかなと思います。そ
のころニッスイが作っていた冷凍食品は他
にもいろいろあって、具付きの麺、大学芋、
たこ焼きといったスナック系も展開してい
ましたし、ZIP というブランドでハンバー
ガー等もやっていました。
　冷凍食品全体で言えば、1989 年頃のア
イテムは今でいうところのお弁当商材が多
かったと思います。焼きおにぎりと同じよ
うな米類のピラフ類もありました。調理方
法は、まだ電子レンジが十分に普及してい
ませんでしたので、油で揚げるものが主体
でした。オーブントースター調理は少しづ

つです。ただ、油揚もトースター調理も時
間がかかるので、各社が電子レンジ調理普
及に向けて商品を改良していった時代だっ
たかと思います。
　ニッスイの焼きおにぎりが発売されたと
きはこういう状況でした。2019 年に発売
30 周年を超えています。現在、ほとんど
のお店で並べていただいているので、ご覧
になった方も多いと思いますが、パッケー
ジの基調はここ数年変えずにその基調を大
事にしています。
　また、焼きおにぎりの市場は 2010 年よ
り前のデータはありませんが、富士経済さ
んのデータでは、2010 年ごろには約 200
億円の市場規模でした。2018 年は約 258
億円、今年は約 282 億円と予測しています。
順調に伸びている商材です。ただ、1989
年に世の中に出してから、ずっと焼きおに
ぎりが順調だったわけではありません。今
でこそ、冷凍食品はおいしいし、手軽で便
利ということでお客様に定着していますけ
れども、焼きおにぎりやピラフのような米
類については、お米は普通に家で炊いて自
分で調理するものでしょと、わざわざ冷凍
食品で買ってまで食べないよねという考え
方も多く、伸び悩んだ時期がありました。
今は冷凍食品で焼きおにぎりを置いていな
いお店はほとんどありませんが、ピラフと
炒飯だけでいいのでは？と言われた時代も
ありました。
　ニッスイは焼きおにぎりの魅力をもっと
お客様に伝えるにはどうすればよいのかと
いうことを考えました。そして定着させる
ために先輩方は 3 つのキーワードに取り組
んだと聞いております。「もっと身近に」、

「もっと美味しく」、「もっと使いやすく」。
ここに注力してやってきたそうです。「もっ
と身近に」というところでは、キャラク
ターを立ち上げました。「やきおにお」と
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いうキャラクターです。子どもたちはよく
知っています。誕生したのはちょうど発売
20 周年の 2009 年。このとき、「やきおに
お」が誕生しました。食品メーカーのブラ
ンドで、こういったキャラクターはなかな
か育たないとか定着しないとか、意味ない
よね？と言われたそうです。それでも、先
ずはニッスイ社員が楽しみながら営業活動
できるようにということで生まれました。
名前もベタに、「やきおにお」です。家系
図もあって、「やきおにお」がいて、おじ
いちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母
さん、4 人のきょうだいです。彼女もいま
す。こういった取り組みで盛り上げながら、
焼きおにぎりを定着させようということに
チャレンジしたのですね。また、焼きおに
ぎり検定というのも過去ありました。社員
がキャラクターについての問題に答えるの
ですが、合格するまで何度も試験がありま
した。あとは、店頭活動を積極的におこな
いました。「やきおにお」の着ぐるみマス
コットを作りました。おにおファミリーの
ぬいぐるみやシールをプレゼントしたり、
子どもに人気の雑誌に広告を投入もしまし
た。現在は「やきおにお」の認知度は幅広
い世代にだいぶ普及してきております。
　もっとも、キャラクターだけでは商品は
定着しません。食品ですので、やっぱり美
味しいことが大事です。また、簡便に調理
しやすくないとお客様には手に取っていた
だけません。メーカーとしてこだわってい
るのはここです。1 つは、ふっくらにぎり
でさらに美味しくを大事にしています。形
が崩れてボロボロになったり、焼き方が難
しくて硬くなってしまったりということが
発売当時はありました。毎年改良を重ね
て、課題を克服してきました。おにぎりは
食べたときに口の中でふんわりほぐれるの
が良いので、そこは当初から大事にしてい

るところです。あとは醤油のこだわりです
ね。これもその時々でトレンドが変わるの
で、香りや照りは毎回毎回いろんなことを
試しながら、醤油をこだわって変えてきて
います。品質向上については改善には終わ
りがないというところを意識して、ほぼ毎
年ニッスイブランドの大きな大きな焼きお
にぎりは、「もっと美味しく」にこだわり、
何かしらのリニューアルをしています。
　トレーの改良にも取り組みました。今で
は冷凍食品のお弁当商品中心に、切り離し
て必要な分だけ電子レンジでチンするのが
当たり前になっています。ニッスイは早い
時期からそれを採用しています。焼きおに
ぎりに関していうと 2001 年にはハサミで
切らなくても切り離せるミシン目が入った
トレーに変更しています。ただ、焼きおに
ぎりを横にしたまま電子レンジで温めた
り、立てていたのが倒れたりすると、どう
しても加熱のムラが出てしまい、なかなか
香ばしさが出ないという課題がありまし
た。調理方法がお客様ごとに変わってしま
うと、おいしさも変わってしまう。そこで
確実におにぎりを立てて温めてもらえるよ
うに、2009 年にお客様が縦置きするトレー
そのものに変えました。このことで焼きお
にぎりが硬かったり、ムラがあったという
お客様からのお声が、すごく減ったと聞い
ています。「もっと使いやすく」は大事です。
食のシーンの開拓も大事にしました。受験
のときや新生活のときに、お茶漬けの素や
味噌汁の素を封入して、手に取ってもらう
販促も過去行っています。先程申しました
通り、焼きおにぎりのキーワードとして「い
ろんなコバラ」があります。小腹が空いた
ときにすぐ手に取っていただけるというと
ころを過去から大事にしています。これか
らも大事にしていきたいと考えています。
　次に、コープさんの焼きおにぎりです。
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基本は NB と一緒なんですが、コープさん
の焼きおにぎりは 1999 年 10 月 1 日に発売
して、幾度かリニューアルもしています。
2002 年のリニューアルではミシン目を入
れたトレーに変更したり、少し出汁感を変
えたりしました。2010 年にはお米をあき
たこまちに指定し、一番新しいところで
2017 年に今の現行デザインに変えました。
このリニューアルについては、後ほど改め
てお話しさせていただきます。
　コープさんの焼きおにぎりの特徴です
が、ニッスイ焼きおにぎりは 1 個 80 グラ
ムで 6 個入りです。食べ盛りの子どもとい
うところと「やきおにお」のキャラクター
とも相まっていますが、コープさんはちっ
ちゃいお子さんやご年配の方とかは 80 グ
ラムも食べられないよというところもあ
り、少し小さい 1 個 48 グラムにしていま
す。それを 10 個で１パックにしています。
内容量は１パックで同じ 480 グラムです。
コープさん向けは食べやすい一口サイズで
組合員さんの小腹を支えていくということ
でやっております。冷凍食品の焼きおにぎ
りが人気の理由は、小腹が空いたときに電
子レンジで簡単にすぐ食べられる点や、家
庭で手作りすると意外と手間がかかったり
する点にあると思います。昔は家でご飯を
炊いているのは当たり前でしたが、現在は
家では炊かないことも多いですよね。焼き
おにぎりは常に冷凍庫に常備しておける利
便性が支持いただけているところかと思っ
ています。
　工場は東京の八王子にあります。ここは
冷凍食品では米飯。焼きおにぎりとピラフ
に特化した工場ですが、魚肉ソーセージや
ちくわ、かにかまぼこも作っています。コー
プさんの焼きおにぎりの米はあきたこまち
です。お米にはそれぞれ特徴があり、あき
たこまちは米の粒がしっかりと残るのでお

にぎりに適していると一般的には言われて
おります。どちらかというと、米そのもの
の味をもっと楽しんでいただきたいという
ことで、味が濃すぎないお米を選定して、
あきたこまち 100％にしましょうというこ
とになりました。これは今も続いておりま
す。おいしさの秘密として、精米を洗うと
ころから一回蒸して、その後におにぎりロ
ボットで成形していますが、このおにぎり
ロボットが結構ノウハウがあります。ふん
わりするにはどうするかという技術が詰
まっています。あとはオーブンで 2 度焼き
しています。2 度焼くことで外がパリッと
焼きあがり、中はふんわりとなります。こ
のあといろいろな検査を経て出荷という運
びですね。
　先ほど 2017 年に商品をリニューアルし
たと申しました。以前からおいしいとご支
持をいただいていたのですが、組合員さん
から少し塩味が強いというお声を何件かい
ただきました。ご意見自体は決して多くは
なかったのですが、調べると、小さいお子
さんやご年配の方々からすると、おいしい
けど少ししょっぱかったのかもしれませ
ん。リニューアルにはいろいろ議論があっ
たと訊いています。よく売れているし、ご
意見もそこまで多くはないので、そのまま
でもいいんじゃないかという話もあったそ
うです。とくに売れているものを変えるの
は、なかなか勇気がいります。それでも、
改良してみようよと生協さんと当時のニッ
スイ担当が話をしまして、旨味と出汁感を
アップさせて塩分を抑える改良を図りまし
た。食塩相当量でいうと、1 個あたり 0.6
から 0.5 グラム。わずか 0.1 グラムではあ
りますが、ここを変えたことで、モニター
変化でも明らかに数字が良く出ました。リ
ニューアル発売の後には、味も薄めで子ど
もにもあげやすいというお声をものすごい
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たくさんいただけました。結果として、こ
ういうお声に真摯に向き合って良かったな
と感じております。また、薄味にしたこと
で他にもメリットが出てきまして、アレン
ジ調理に使いやすいということになってい
ます。しょっぱすぎちゃうともうそのまま
食べるだけになるのですが、チーズと相性
が良いのでリゾットにしたり、お茶漬けに
したりということもお勧めできるように
なっています。
　最後に、焼きおにぎり以外にも組合員さ
んの暮らしを支えていく、生協さんらしい
商品を少しだけご紹介させていただきま
す。先ず、これも子どもに大人気なオム
ライスです。2014 年に発売していますが、
国産原料を使ったり、卵のふんわり感を出
したり、最近では 2 個パックで袋に入れて
いたものを、バンドル化したりという工夫
をしています。次にかき揚げですね。昔は
家で揚げ物をすることも多かったわけです
が、生活の変化で、今はなかなか油を使っ
た揚げ物が難しくなっています。そこで
2006 年に、電子レンジで簡単に調理でき
るかき揚げとして発売しました。オムライ
スと同じように、野菜を国産にしたり、手
作り感を出したりといった工夫をしていま
す。こういうのも生協さんらしいのかなと
思います。最後に春巻きです。春巻きもご
家庭で最初から手作りするのは大変ですと
いうことで開発したのですが、春巻きは電
子レンジ調理よりも、やっぱり油で調理し
た方がおいしいということで、油調品で販
売していますが、ご家庭での揚げ物調理は
大変です。そこで、フライパンでつけ揚げ
調理できる春巻きにリニューアルしたとこ
ろ、ものすごい支持をいただきました。組
合員さんのちょっとした悩みや課題と向き
合い、解決していくことで、もっと喜んで
お使いいただける商品に変わっていくのだ

と思っています。
　焼きおにぎりをもっと家族の食卓へとい
うテーマはコープさんブランドもニッスイ
のブランドも、そこに変わりはございませ
ん。組合員さんの食卓の笑顔が増える。そ
うした食卓の応援団でありたい。会社とし
ても、私担当としても、そのことを思いな
がら生協さんと今後も取り組んでいきたい
と思います。

質疑応答①　生協の組合員とのそれぞれ
メーカー側としての接点について。

清川氏：コロナということで、直接対面で
ということは減ったとは聞いています。た
だ、アンデルセングループは、生協さんと
の活動を始めさせていただきました原点
は、組合員さんとのふれあいですので、そ
れはずっと大事にしていきたいということ
で、学習会等のご提示、お申込みがあれば、
基本的にお受けするということとしていま
す。また、工場見学やコープフェスタや試
食交流会へも積極的に参加しています。
　他社さんと違うのは、できるだけ COOP
統一商品ではなくて、タカキベーカリーの
NB として生協さん専用商品ということに
取り組んでおりますので、生協様用 NB に
組合員さんの声を反映させていただいた商
品開発を基本としております。

澤田氏：コロナになって対面で組合員さん
と触れ合う機会が極端になくなってしまい
ました。先ほどのような動画を作ったのも、
対面でなくとも、より知ってもらうための
ツールが必要だということで、2021 年に
作った次第です。コロナ前で言えば、たと
えば、コープ九州さんの各県の組合員理事
さんを一同にお招きして、学習を含めた工
場見学をさせていただいたり、東海コープ
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さんの職員さん 30 名ぐらいに来ていただ
いてご説明したりといったことは、結構積
極的にやっておりました。学習会に関して
も、要請がありましたら、正直全部は参加
できないですけど、可能な限りは参加して
おりました。
　また、キンレイはコープさんに基本的に
NB 品を売っていないちょっと特殊なメー
カーです。コープブランドと NB が競合し
ないので、コープさんの様々な取り組み
には積極的に参加させていただいており
ます。

飛田氏：やはりコロナ禍のここ 3 年ぐらい
は、ニッスイもほとんど活動ができており
ませんでした。過去には組合員理事や職員
の方々とかに実際に工場にお越しいただ
き、実際現場を見ていただいた後、その方々
から組合員様にお話しいただくということ
をやっていました。現在は、2 ～ 3 月ぐら
いから、主力品の焼きおにぎりですとかオ
ムライスに絞って学習会も始めています。
生協様に関して言うと、学習会の後、職員
さんや配達担当者が組合員様に改めてご説
明いただいたりもしている点は特徴です。
工場のほうも落ち着いてきていますので、
来年度は積極的に工場に来ていただく体制
をとっていく予定です。

質疑応答②　近年、組合員の暮らし方が大
きく変化していると思いますが、そのなか
で組合員からの要望や意見で変化してきた
と感じられることについて。

清川氏：私は現在直接組合員さんと関わり
は持てておりませんが、私が担当させてい
ただいてた 20 年間で一番感じたのは、組
合員さんの暮らしよりも、生協の職員が変
わったということです。後半になると、暮

らしと言ってるのに暮らしの話をする職員
さんが少ないなと感じました。メーカーか
らも、生協職員や日本生協連の担当者との
話が主になっていて、組合員さんが見えな
い。それが一番問題じゃないかと思いま
す。もっともっと組合員さんの声をダイレ
クトに聞いていく。その仕組みが変わって
しまって、組合員さんとメーカーが切り離
されているような気がしています。偉そう
に聞こえるかもしれませんけども、そうし
たことをすごく感じてました。

澤田氏：世の中が変化しているので、くら
しの変化は生協さんだけではないとは思い
ます。冷凍食品も大きく、この 30 年間で
変化してます。消費者の方が求められる、
簡単で便利だったらよかった冷凍食品、た
だの常備食だった冷凍食品が、日常食に変
わろうとしています。品質も各社の努力で
向上し、よりおいしいもの、もっと言えば
冷凍食品だからおいしいという感覚に変
わってきたのではと思います。
　その上で生協さんについていえば、そも
そも今回の企画であったり、商品を作ると
きの作り込みだったり、こうしたことに一
番こだわるお客さんが生協さんです。実
際、生産工程から原料まで全ての要素を質
問して確認されているのは生協さんぐらい
です。組合員さんにお届けするために、皆
さん、以前よりも専門的な知識を持たれる
ようになっているなと感じています。

飛田氏：先ほどオムライスについて報告
させていただきましたが、今、環境配慮
していきたいというのが世の中の流れだ
と思います。一方で、環境対策すると投
資も絡み、企業としても負担が大きい。
ただ、オムライスに関して言うと、2 個
パックをバンドル化したことで、機械設
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備の投資は掛かりましたけども、そのこ
とを組合員さんに学習会や誌面で数字も
出して訴求しましたところ、もっと買っ
て貢献しましょうという意識が出てきて
います。ここ 20 ～ 30 年だけではないか
もしれませんが、ここ数年の変化として
はこうした点が大きいと思います。

質疑応答③　現在の各社の原材料に対する
考え方、および社会や「食」への貢献のあ
り方等について

清川氏：小麦粉を国産に全部切り替えるこ
とは現状の使用量ではなかなか難しいで
す。しかし、原材料の選別及び製法は常に
何がいいのだろうかと追求しています。
　もう 1 つ、生協さんと向き合っていると
きに大事にしたいのは、どんな考え方を
持っている会社なのかをしっかりとお伝え
できるようにしたいということです。ま
た、従業員に対する向き合い方がすごく大
事だと思っております。いくらいい考え方
を持っていても、それを継続できるかどう
かは、やはり従業員への向き合い方次第で
す。今、おいしいとか、安全安心とかは、
当たり前に捉えられていますが、それを本
当に継続できるかは従業員次第だと思って
います。美味しいや安全安心を継続して生
協さんの組合員さんにご提供できる会社と
しての持続性が大事だと思いますし、創業
の精神を引き継ぎながら、従業員がモノや
販売活動でそうしたことを伝える活動がで
きるようになりたいというのが根底にあり
ます。生協さん、組合員さんと向き合うこ
とで従業員も勇気をいただいていますの
で、もっともっと生協さんとの関係を大事
にしていきたいです。

澤田氏：原料の話ですが、本当に国産がい

いのかどうかいつも考えています。国産だ
と安心されるというのは心理的には分かり
ますが、「国産だから」いいというのが、
全てではないとは思います。作るお料理に
対して適切で安心安全な原材料であるべき
であって、国産が優先するものではないと
本当は思っています。だからこそ、われわ
れは何故この原材料を使うのかを丁寧に
丁寧に説明する必要が常にあると思って
います。
　たとえば、われわれはほうとうを作って
いますが、乗せる具材のカボチャは元々国
産と中国産の 2 つでした。生産者が減少し、
またカボチャのスライスが大変だからとい
う理由から、北海道の国産カボチャ一本に
できない事情があって、年間安定供給のた
めに中国産を使っていたんです。ただ、中
国産のカボチャの方が実は品質が良かった
んです。カボチャは収穫した後に寝かせて
熟させるのが大事でして、中国の方が熟す
期間を長くしていておいしいカボチャが食
べられるんです。しかし、中国産は使用で
きないということで全部やめざるを得なく
て、今は、国産とニュージーランド産になっ
ています。それでも、今もニュージーラン
ド産のほうが甘みがあって、品質的にもい
いんですね。そういう背景がいろいろあり
ます。ただ、一番は年間を通じて安定供給
をすることがあり、そこで安全であれば、
よりおいしいものを使う方がいいとなりま
す。だから、キンレイとしては国産がすべ
てとは思っていません。ちゃんぽんのキャ
ベツも、全部生キャベツです。ただ、キャ
ベツも冬の方がおいしいんですね。夏は
ちょっと甘みが少なくなります。でも、年
間で販売させていただいているので、年間
生産しなければなりません。キャベツは産
地リレーしていろんな産地を使いますけれ
ども、冬場に全部作って保管してお届けし
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たほうが、実はおいしいちゃんぽんをお渡
しできるかもしれない。そうした様々な原
料事情は常にあり、メーカーとして非常に
苦しい決断をしながら、それでもおいしさ
を一番大事にしているということはお伝え
しておきたいと思います。

飛田氏：考え方としては、キンレイ様とほ
ぼ同じです。国産ブランドに関して言うと、
とくに野菜は、もうできるものは全部国産
にして商品化しています。一方で、水産物
については、全部国産にしてしまうと供給
面で難しい部分があるので、調達は広くし
ておく必要があると思います。実際のとこ
ろ、たとえば、先程のかき揚げも野菜のか
き揚げとうたっていますので、野菜は全部
国産ですとなっていた方が、組合員さんも
価値を感じていただけるとは思いますが、
配合比率が低いようなものまで全て、そこ
まで無理して全部国産にすることが本当に
いいのかどうか。生協さんと商品作りにつ
いての話し合いで決めていくところです
が、メーカーとしては悩ましいところです。

おわりにかえて－登壇者コメント
清川氏：先程は偉そうなことを言いました
が、今まで出会わせていただきました各生
協さんの組合員さんの一人一人の顔が思い
浮かぶということが、私どもアンデルセン
グループの強みだと思っております。
　これは私個人のことではなくて、生協さ
んとのつながりを会社の強みとして社内に
伝えていくということが自分の使命だと
思っております。これからも真面目にパン
を焼いていきますので、アンデルセング
ループを愛してください。よろしくお願い
いたします。

澤田氏：生協さんとお付き合いして最初に

思ったのは、独特だなということです。商
品も普通のスーパーやコンビニですごく売
れているんだけど、生協さんではなぜか売
れていないものがあったり、逆に生協さん
でだけとてもよく売れているものがあった
りと、独特の市場が形成をされていて、商
品群も独特だということを最初は感じま
した。
　ただ、やっぱりコツコツと市場性も含め
てお話ししながら一緒に商品を開発してい
くなかで、売れるものも生まれています。
私個人として、冷凍麺はやっぱりコープが
一番おいしいと思っています。キンレイの
おいしさへのこだわりや技術力を、コープ
さんの冷凍麺に注ぎ込んできましたし、こ
れからもより良い物を作っていきたいと
思っています。引き続きコープの冷凍麺を
応援してください。

飛田氏：先程、質問へのご回答としてコー
プブランド商品のリニューアルのハードル
は低くないとお答えしました（座長注：こ
ちらの質疑応答は誌面の都合で割愛してい
ます）。そのこと自体は変わらないのです
が、リニューアルや新商品の開発後の展開
については、やっぱり生協さんはすごいで
す。紙面のうたい方ですとか、実際に組合
員さんにお届けするアプローチは生協さん
の強みだと思います。おにぎりの塩分を抑
えたリニューアルも、そのときに全国の生
協様が一斉に紙面や配達の場面でお話しさ
せていただいたことで今があると思ってい
ます。やはりこれからも一緒に取り組んで
いきたいなっていうのはすごく思ってい
ます。
 もう 1 つがですね、今日この発表の機会
の場を与えていただきまして、私も一番売
れている焼きおにぎりのことだから大筋は
分かっていたのですが、1 カ月ぐらい掛け
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て発表資料を作りました。そこで工場の人
たちや社内の先輩にいろいろ話を聞くこと
で、改めてこういう歴史があったというこ
とが分かりました。もちろん、焼きおにぎ
りは元々好きですが、この機会を持ったこ
とによって、よりいっそう好きになりまし
た。こういったことを、今日だけじゃな
く、今後の学習会等でもお話をさせていた
だき、組合員さんの暮らしに少しでも貢献
できるようなかたちを続けていきたいなと
思っています。

分科会を終えて－座長に
よる振り返り
加賀美 太記（阪南大学）
　2023 年 も、2018 年 か
ら続いている、生協内部
から生協の特徴や役割を
議論するだけでなく、外部からの視点（と
くに協同組合以外の組織）を基に考えたい
という点を出発点とする分科会を計画いた
しました。この間、ご登壇いただいた良品
計画（『無印良品』）、国分グループ（『国分
ネット卸』）、小川珈琲（エシカル商品）、ゴー
ルドパック（『ミックスキャロット』）、ヨ
コタ東北（『P&P リ・リパック』）、イーア
ンドフーズ（『大阪王将冷凍餃子』）、カネ
ソ（『味パック』）、さとの雪食品（『にがり
充てんとうふ』）、丸富製紙（『芯なしロー
ル』）の各社と同じく、今回も非常に充実
した内容で各社よりご報告いただけました。
　座長として、本分科会を通してとくに印
象に残ったのは、生協だからこそできる商
品との向き合い方と、それがメーカーに
とって持っている意味という部分です。冷
凍食品に限った話ではないかもしれません
が、今回の報告からは「組合員の声」が取
引先にまで届くことが生協との取引の特徴

であり、そこには様々な価値が含まれてい
ることが見えてきました。アンデルセン、
キンレイ、ニッスイのいずれにおいても、
組合員とのかかわりが新しい事業展開や商
品の改善につながったことは共通していま
す。あるいは、工場見学や学習会において、
組合員と（あるいは職員とも）つながりを
持つことが、メーカーにとっての励ましに
なっていることもご報告いただきました。
こうした組合員＝消費者との関係づくりと
いう点こそ、一般的な流通業では実現困難
な、生協という組織だからこそ生まれる独
特な価値であろうと思います。
　コロナ禍を経て、食品流通における宅配
市場の競争はいっそう激しさを増してきて
います。具体的な形態こそ異なりますが、
宅配市場に対する大手流通業の注力が顕著
になっています。多くの競合が参入する環
境において、生協の独自性をどのように活
かし、自分たちの優位性を築いていくべき
か。報告のなかでは、生協にとっては若干
耳に痛い内容もあったかもしれません。そ
れでも、生協の外側からの声に耳を傾け
ながら、自分たちの強みの活かし方を考
える重要性を再確認できたのではないで
しょうか。
　一方で、今回の分科会では、現代社会に
おける「冷凍食品」の意義、あるいは生協
組合員にとっての冷凍食品という部分につ
いては、十分に時間を取って議論すること
ができませんでした。冒頭の解題でも述べ
たとおり、現代社会のくらしにおいて冷凍
食品は欠かすことのできない存在です。生
協でも冷凍食品は幅広く利用されています
が、組合員の冷凍食品へのまなざしの変化
や今後の展望などはさらに深めることがで
きたのではないかと思っています。また、
質疑応答でも少し触れられましたが、長い
消費期限による食品ロス削減への貢献な
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ど、冷凍食品には利便性以外の多様な価値
が内包されているという可能性も示唆され
ました。議論で深めるべきこうした論点に
十分触れることができなかった点は残念で
あり、座長として申し訳なく思います。美
味しいにとどまらない、人びとのくらしや
社会に「役に立つ」商品としての冷凍食品
の価値について、今後、改めて季刊誌『く
らしと協同』等で検討することができれば
と思います。
　それでも分科会全体を通じて、冷凍食品
という現代的な商品を通して生協の独自性
を再考しえた点は重要な到達です。これら
が今後の生協の活動のヒントになれば幸い
です。
　末尾とはなりますが、今回ご登壇いただ
きました 3 社の皆さまに、改めて心より御
礼申し上げるとともに、各社の商品がより
大きく成長していくことを祈念いたします。
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研究所ニュース
くらしと協同の研究所創立30周年記念式典を開催しました

　2023 年 9 月 4 日（月）14 : 00 ～ 17: 00　
　ホテルグランヴィア京都 3F（源氏の間）　

　くらしと協同の研究所は 1993 年 6 月に創立され、本年で創立 30 周年を迎
えました。
　会員の皆様への感謝と共に 30 年を祝う記念式典・祝賀会を開催いたしま
した。
　式典には個人会員、団体会員の代表、これまで研究所を支えて下さった方々、
日本生協連、生協総合研究所をはじめ、他の研究所関係者など 93 名の方にご
出席いただきました。　
　前理事長の的場信樹氏の開会挨拶、土屋敏夫氏（日本生協連会長）、藤田親継氏（生協総合研究所
専務理事）から来賓祝辞をいただきました。

　来賓祝辞につづいて、若林靖永氏（くらしと協同の研究所理事長）より 30 周年記念講演「協同を
信じる」テーマに研究所の 30 年を振り返り、「未来のより良きくらしと地域に向けて協同、協同組合、
生協の役割に注目して、ともに学び合うコミュニティの場として、くらしと協同の研究所は一貫して
取り組んできた」とし、今後も以下 4 つの課題に取り組んでいくことを話されました。

1. 持続可能な地球と地域を展望して、変化する生活や地域社会の調査、現状分析、課題発見をすす
める

2. 地域における協同のネットワーク、協同の社会システムを展望して、生協や企業・団体、行政の
調査、現状分析、課題発見をすすめる

3. 気候変動、ウクライナ、AI など、私たちをとりまく社会問題についてともに学びシチズンシップ、
市民のリテラシー学習をすすめる

4. 若手研究者や組合員・生協職員が関る機会、共同の活動の場を提供し、これからを担う研究者を
支援し、組合員・生協職員とともに学び成長する

研究所ニュース

若林靖永理事長の記念講演会場風景
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　記念講演につづいて、9 名の方からご挨拶をいただき、最後に畑忠男氏（京都生協理事長）の閉会
挨拶で式典を終了しました。なお、研究所では 30 周年記念実行委員会を組織し、記念式典をはじめ、
30 年の歩みをまとめた「30 年史」の発行（2024 年 7 月予定）をすすめます。

［お知らせ］
　2024 年 3 月 2 日（土）午後から「くらしと協同 研究活動報告会（全体研究会）」を開催いたします。
この報告会で会員や一般の方からの個人報告も募集いたします。関心のおありの方は是非、当研究所
にお問い合わせください。
　＜お問い合わせは下記まで＞
　　くらしと協同の研究所事務局
　　　TEL 075-256-3335　又は E-mail kki@ma1.seikyo.ne.jp

研究所ニュース

談笑する参加者のみなさん

［訂正とお詫び］
　本誌 2023 年夏号におきまして、一部誤記がありました。お詫び申し上げ、次の通り訂正いたし
ます。
　※ 18 ページ右段　7 行目　　（誤）40 年前　→（正）30 年前

参加者全員で！
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投 稿
規 定

１． 本誌は、 くらしと協同に関する調査研究などの成果を掲載する。 
２． 本誌への投稿は、 上記の領域に関わる 「研究論文」 「研究ノート」 「調査資料」 
　　「事例報告」 等とする。 ただし審査により区分を変更することがある。 
　　　なお、 原稿は掲載時に、 他誌に未発表であることを厳守する。  
　 （１） 原稿の字数制限は以下の通りとする。 
 ① 論文　  　20,000 字以内
 ② その他　　原則として 14,000 字以内
　 （２） 原稿の体裁
 ① Ａ４用紙に横書き、 40 字× 35 行で印字する。  
 ② 年号は原則として西暦を、 また頁は 「ページ」 （カタカナ） を使用する。 
 ③  英字の略字については原則として半角とするが、 全角を使用したい場合　　

はそのことを明確にし、 同じ略字の場合に半角または全角を統一して使
用する。 

 ④ 注は文末脚注とし、 本文中の注は上付で、 通し番号とする。 
　 （３）  図表は上記の原稿の分量にふくまれるものとする。 なお、  グラフを Excel 等

のソフトで作成している場合は， そのグラフの作成に使った元データも添付す
る。 また， 図版の場合はなるべく鮮明なものを別に添付する。 

　 （４）  原稿には 「表紙」 を付け、 表紙にタイトル、 執筆者名、 所属機関および連絡先 
（現住所、 電話番号、 E-mail） を明記する。 原稿本文には執筆者名、 所属機関
を記さない。 

　 （５）  原稿提出の際は、 プリントアウトした原稿４部と原稿データをおさめた CD
等とを両方提出する。 提出するデータは 「MS-Word （バージョン 2000 以
降）」 とし、 グラフなどのデータファイルがある場合、 それも CD 等の中に添
付する。 写真を使用する場合は、 M Ｓ -Word 内に枠で場所を示し、 写真デー
タは jpg 形式で別途添附する。 

３． 投稿された原稿は、 研究所事務局が受領し、 編集委員会が指定する複数の審査員
の査読を得て、 その結果を基に、 編集委員会において掲載の可否、 区分、 掲載号
を決定する。 審査の過程において、 投稿者に原稿の加筆・修正をもとめること
がある。  

４． 原稿送付先はくらしと協同の研究所事務局とする。 
５． 提出された原稿ならびに CD 等は原則として返却しない。 
６． 原稿料は支払わない。 
７． 著者に本誌５部と抜刷 30 部を無料で進呈する。 
８． 本規定にない事項については、 適宜編集委員会で判断し対応する。 
９． 『くらしと協同』 に掲載される原稿については、 著作権のうち、 複製権、 翻訳・翻

案権、 公衆送信・伝達権を研究所に譲渡する。 なお、 著作者自身による複製 （出
版を含む）、 翻訳・翻案、 公衆送信・伝達については、 これを許諾する。 

 （付則） 
１. 本規定は 2012 年６月 25 日から実施する （2014 年３月 20 日一部改正）。 

 （くらしと協同の研究所事務局） 
　〒 604-0857　京都市中京区烏丸通二条上る蒔絵屋町 258　コープ御所南ビル４F
　TEL: 075-256-3335
　 E-mail:kki@ma1.seikyou.ne.jp
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現代社会における食の価値を考える
　－生活協同組合だからこそできる価値の伝え方、活かし方とは－

〈ご意見、ご感想をお聞かせください！〉
　先号よりアンケートハガキに代わりまして、フォームを設置しております。
研究所へのご意見ご要望、「くらしと協同」のご感想やご意見をお聞かせください。
編集部一同、お待ちしております。
パソコンからは https://forms.gle/6aZV1secMk7C5gDE9 へ
スマホやタブレットからは、右記のQRコードを読み取ってご利用ください。

今回、総会シンポジウムが久しぶりに対面でも開催され、会場のあちこちで
積極的に交流が図られている様子が印象的でした。取り上げられた食や医療・
福祉といった分野だけでなく、協同組合の関わる様々な分野において、その
意義や価値を伝えるためには、つながりが欠かせません。では、つながりを
紡ぐ機会をいかに増やしていくのか。報告以外からも、そうしたことを考え
させられる企画となったように感じています。（太）
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